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１ 用語の定義

用 語 定 義

国民保護措置 対処基本方針が定められてから 廃止されるまでの間におい

て、 国、 地方公共団体又は指定公共機関若しく は指定地方

公共機関が、 武力攻撃から 国民の生命身体及び財産を保護

するために実施するものであり 、 避難、 救援、 武力攻撃災

害への対処等の国民の保護のための措置

対処基本方針 武力攻撃事態等に至ったと きに、 政府が作成する武力攻撃

事態等への対処に関する基本的な方針

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃

武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危

険が切迫していると 認められるに至った事態

武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、 事態が緊迫し、 武力攻

撃が予測されるに至った事態

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

国民保護計画 指定行政機関の長、 知事及び市町村長が、 武力攻撃事態等

における国民保護措置の実施体制等、 国民保護措置の実施

に関し必要な事項を定めたもの

指定行政機関 国の中央行政機関のう ち、 武力攻撃事態等における我が国

の平和と 独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

施行令第１ 条に定める機関武力攻撃事態対処法

で武指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分局その他の国の地方行政機関

力攻撃事態対処法施行令第２ 条に定める機関

国民保護業務計画 指定公共機関及び指定地方公共機関が、 武力攻撃事態等に

おける国民保護措置の実施体制等、 国民保護措置の実施に

関し必要な事項を定めたもの

指定公共機関 独立行政法人、 日本銀行、 日本赤十字社、 日本放送協会そ

の他の公 的機関及び電気、 ガス、 輸送、 通信その他の公共

益的事業を営む法人で、 政令で定めるもの

指定地方公共機関 県の区域において、 ガス 、 輸送、 医療その他の公益的事業

を営む法人、 地方道路公社その他の公共的施設を管理する

法人及び地方独立行政法人で、 知事が指定するもの

利用指針 武力攻撃事態等において、 対処措置等の的確かつ迅速な実

武力攻撃事態等 対処基本方針施を図るため、 対策本部長が

定める 港湾施設、に基づき こ と ができる特定公共施設等（

飛行場施設、 道路 等の優、 海域、 空域及び電波をいう ）。

先利用等について定める関する指針

ＮＢ Ｃ攻撃 核兵器（ 、 生物兵器（ ）nuclear weapons biological weapons）

又は化学兵器（ ） による攻撃chemical weapons



武力攻撃災害 武力攻撃によ り 直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、

火事、 爆発、 放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

、 石垣海上保安部長等 政令で定める第十一管区海上保安本部の事務所の長

海上保安部、 名護海上保安署、 中城海上保安署及び平良海

上保安署の長

緊急対処事態 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する

行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が

で、 国家と して緊切迫していると 認められるに至った事態

急に対処するこ と が必要なもの

２ 法律・ 機関名等の略称

略 称 正 式 名 称

国民保護法（ 法） 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律

国民保護法施行令 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律施行令

武力攻撃事態対処法 武力攻撃事態等における我が国の平和と 独立並びに国及び

国民の安全の確保に関する法律

国際人道法 武力紛争時に発生する傷病者や捕虜の待遇、 ジュネーブ諸

条約等の重大な違反行為である非人道的行為の処罰などを

定めている国際法

基本指針 武力攻撃事態等に備えて、 国民保護措置の実施に関し 、 平

成17年3月に国が定めた 「 国民の保護に関する基本指針」

県国民保護計画 沖縄県国民保護計画

県地域防災計画 沖縄県地域防災計画

県対策本部 沖縄県国民保護対策本部

県現地対策本部 沖縄県国民保護現地対策本部

県危機管理対策本部 沖縄県危機管理対策本部

県危機管理連絡会議 沖縄県危機管理連絡会議

市町村対策本部 市町村国民保護対策本部
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第１編 総 論

第１章 県の責務、計画の位置づけ、構成等

１ 県の責務及び県国民保護計画の位置づけ

( 1) 県の責務

県は、 武力攻撃事態等において、 国民保護法その他の法令、 基本指針及び県国民

保護計画に基づき、 国民の協力を得つつ、 他の機関と 連携協力し 、 自ら国民保護措

置を的確かつ迅速に実施し、 その区域において関係機関が実施する国民保護措置を

総合的に推進する 。

( 2) 県国民保護計画の位置づけ

県は、 その責務にかんがみ、 国民保護法第34条の規定に基づき 、 県国民保護計画

を作成する 。

( 3) 県国民保護計画に定める事項

県国民保護計画においては、 県が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護

法第34条第２ 項各号に掲げる次の事項について定める 。

① 県の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項

② 県が実施する避難の指示、 救援の実施等国民保護措置に関する事項

③ 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項

④ 市町村国民保護計画及び指定地方公共機関国民保護業務計画を作成する際の基

準と なるべき事項

⑤ 国民保護措置を実施するための体制に関する事項

⑥ 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関と の連携に関

する事項

⑦ その他県の区域に係る国民保護措置に関し知事が必要と 認める事項

２ 県国民保護計画の構成

県国民保護計画は、 以下の各編によ り 構成する 。

第１ 編 総論

第２ 編 平素からの備えや予防

第３ 編 武力攻撃事態等への対処

第４ 編 復旧等

第５ 編 緊急対処事態におけるへの対処

資料編
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３ 県国民保護計画の見直し、変更手続

( 1) 県国民保護計画の見直し

、 、政府の策定する基本指針は 政府における国民保護措置についての検証に基づき

必要に応じて変更を行う ものと されている 。 県国民保護計画についても 、 今後、 国

民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、 国民保護措置についての訓練

の検証結果等を踏まえ、 不断の見直しを行う 。

県国民保護計画の見直しに当たっては、 県国民保護協議会の意見を尊重すると と

もに、 広く 関係者の意見を求めるものと する 。

( 2) 県国民保護計画の変更手続

県国民保護計画の変更に当たっては、 計画作成時と 同様、 国民保護法第37条第３

項の規定に基づき、 県国民保護協議会に諮問の上、 総務大臣を経由して内閣総理大

臣に協議し 、 その同意を得た後、 県議会に報告し 、 公表するものと する （ ただし 、

については、 県国民保護協議会への諮国民保護法施行令で定める軽微な変更を除く

問及び内閣総理大臣への協議は要しない ）。

４ 市町村国民保護計画及び指定地方公共機関国民保護業務計画

市町村国民保護計画及び指定地方公共機関国民保護業務計画については、 県国民保

護計画に基づき作成するものと し 、 計画の作成に当たっては、 基本指針も踏まえるも

のと する 。
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第２章 国民保護措置に関する基本方針

県は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり 、 特に留意すべき事項につい

て、 以下のと おり 、 国民保護措置に関する基本方針と して定める 。

( 1) 基本的人権の尊重

県は、 国民保護措置の実施に当たっては、 日本国憲法の保障する国民の自由と権

利を尊重するこ と と し 、 国民の自由と権利に制限が加えられると きであっても 、 そ

の制限は必要最小限のものに限り 、 公正かつ適正な手続の下に行う 。

( 2) 国民の権利利益の迅速な救済

県は、 国民保護措置の実施に伴う 損失補償、 国民保護措置に係る不服申立て又は

訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、 できる限り 迅速に処理するよ う
努める 。

( 3) 国民に対する情報提供

県は、 武力攻撃事態等においては、 国民に対し、 国民保護措置に関する正確な情

報を、 適時に、 かつ、 適切な方法で提供する 。

( 4) 関係機関相互の連携協力の確保

県は、 国、 市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関と 平素から相互の連

携体制の整備に努める 。

( 5) 国民の協力

県は、 国民保護法の規定によ り 国民保護措置の実施のため必要があると 認めると

きは、 国民に対し、 必要な援助について協力を要請する 。 この場合において、 国民

は、 その自発的な意思によ り 、 必要な協力をするよ う 努めるものと する 。

また、 県は、 消防団及び自主防災組織の充実・ 活性化と ボランティ ア活動の環境

整備に努める 。

( 6) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮

県は、 日本赤十字社が実施する国民保護措置については、 その特性にかんがみ、

その自主性を尊重すると と もに、 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共

機関が実施する国民保護措置については、 放送の自律を保障するこ と によ り 、 その言

論その他表現の自由に特に配慮する 。

また、 県は、 指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法につ

いては、 指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主

的に判断するものであるこ と に留意する 。
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( 7) 高齢者、 障害者、 外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施

県は、 国民保護措置の実施に当たっては、 高齢者、 障害者、 外国人その他特に配

慮を要する者の保護について留意する 。

また、 県は、 国民保護措置を実施するに当たっては、 国際的な武力紛争において

適用される国際人道法の的確な実施を確保する 。

( 8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保

県は、 国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものと する 。

また、 要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、 その内容に応じて安

全の確保に十分に配慮する 。

( 9) 地域特性への配慮

県は、 国民保護措置の実施にあたっては、 島嶼県であり 、 米軍基地が集中してい

ると いう 現状に留意し 、 必要な措置を講ずる 。
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等

国民保護措置について、 県、 市町村、 指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方

公共機関は、 おおむね次に掲げる業務を処理する 。

【 県】

機関の名称 事務又は業務の大綱

１ 国民保護計画の作成

２ 国民保護協議会の設置、 運営

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、 運営

４ 組織の整備、 訓練

５ 警報の通知

６ 住民に対する避難の指示、 避難住民の誘導に関する措置、 都道府県の区域を越える 住民

県 の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の実施

７ 救援の実施、 安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施

国 （対策本部）

・警報の 発令

　県 （対策本部） 市町村 （対策本部）

・警報の 市町村へ の 通知 ・警報の 伝達(サ イ レ ン 等を 使用 )避
　
難

・避難住民の 誘導
（避難実施要領の 策定）
　消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の 指示

　（避難経路、交通手段等）

・救援に 協力

・避難措置の 指示

　（要避難地域、避難先地域等）

・救援の 指示

・避難の 指示の 伝達指示

指示救

援

・ 食品、生活必需品等
の 給与

・ 収容施設の 供与
・ 医療の 提供　　等

住
　
民
　
（
協
　
力
）指示

・武力攻撃災害の 防御

・応急措置の 実施 ・応急措置の 実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）へ の 対処

総合調整の 要請

・武力攻撃災害へ の 対処の 指示
（消防庁長官による消防に 関する 指示）

・消防

措置の 実施要請

総合調整の 要請

措置の 実施要請

総合調整総合調整
・対策本部に おける
総合調整

・対策本部に おける
総合調整

・対策本部に おけ る
総合調整

指示

・生活関連等施設の 安全確保

武
力
攻
撃
災
害
へ
の

対
処

・国民生活の 安定

指 定 公 共 機 関
指定地方公共機関

・放送事業者に よる 警報等の 放送　　　　　　　　　・日本赤十字社に よる 救援へ の 協力

・運送事業者に よる 住民・物資の運送　　　　　　　・電気・ガス等の 安定的な供給

警戒区域の 設定・退避の 指示警戒区域の 設定・退避の 指示

・緊急通報の 発令

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

※防災行政無線､公共ネットワ ーク、衛星通信等を活用す ると ともに ､情報伝達システムの改善に向けた検討､整備に努める

【 国民保護措置の仕組み】
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８ 武力攻撃災害の防除及び軽減、 緊急通報の発令、 退避の指示、 警戒区域の設定、 保健衛

生の確保、 被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施

９ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置の実

施

10 交通規制の実施

11 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施

【 市町村】

機関の名称 事務又は業務の大綱

１ 国民保護計画の作成

２ 国民保護協議会の設置、 運営

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、 運営

４ 組織の整備、 訓練

５ 警報の伝達、 避難実施要領の策定、 避難住民の誘導、 関係機関の調整その他の住民の避

市 町 村 難に関する措置の実施

６ 救援の実施、 安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施

７ 退避の指示、 警戒区域の設定、 消防、 廃棄物の処理、 被災情報の収集その他の武力攻撃

災害への対処に関する措置の実施

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施

９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施

【 指定地方行政機関】

機関の名称 事務又は業務の大綱

九州管区警察局 １ 九州管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の指導・ 調整

２ 他管区警察局と の連携

３ 九州管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡

４ 警察通信の確保及び統制

那覇防衛施設局 １ 所管財産（ 周辺財産） の使用に関する連絡調整

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整

沖縄総合通信事務所 １ 電気通信事業者・ 放送事業者への連絡調整

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関するこ と

３ 非常事態における重要通信の確保

４ 非常通信協議会の指導育成

沖縄総合事務局 １ 地方公共団体に対する災害融資

２ 金融機関に対する緊急措置の指示

３ 普通財産の無償貸付

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会

５ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保

６ 農業関連施設の応急復旧

７ 救援物資の円滑な供給の確保
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８ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保

９ 被災中小企業の振興

10 被災時における直轄河川、 国道等の公共土木施設の応急復旧

11 港湾施設の使用に関する連絡調整

12 港湾施設の応急復旧

13 運送事業者への連絡調整

14 運送施設及び車両の安全保安

沖縄地区税関 １ 輸入貨物の通関手続

九州厚生局沖縄分室 １ 救援等に係る情報の収集及び提供

沖縄労働局 １ 被災者の雇用対策

１ 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・ 供給九州森林管理局

（ 沖縄森林管理署）

那覇産業保安監督事務所 １ 鉱山における災害時の応急対策

２ 発電所、 ガス工作物等の施設及び火薬類、 高圧ガス等の危険物質等の保

安確保

大阪航空局 １ 飛行場使用に関する連絡調整

（ 那覇空港事務所） ２ 航空機の航行の安全確保

那覇航空交通管制部 １ 航空機の安全確保に係る管制上の措置

沖縄気象台 １ 気象状況の把握及び情報の提供

第十一管区海上保安本部 １ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達

２ 海上における避難住民の誘導・ 運送、 秩序の維持及び安全の確保

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立ち入り 制限区域の指定等

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・ 救急活動、 その他の武力攻撃

災害への対処に関する措置

６ 海上交通の安全の確保

【 指定公共機関及び指定地方公共機関】

機関の名称 事務又は業務の大綱

放送事業者 １ 警報及び避難の指示（ 警報の解除及び避難の指示の解除を含む ） の内容。

並びに緊急通報の内容の放送

運送事業者 １ 避難住民の運送及び緊急物資の運送

２ 旅客及び貨物の運送の確保

電気通信事業者 １ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い

電気事業者 １ 電気の安定的な供給

ガス事業者 １ ガスの安定的な供給

日本郵政公社 １ 郵便の確保

病院その他の医療機関 １ 医療の確保

道路の管理者 １ 道路の管理
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日本赤十字社 １ 救援への協力

２ 外国人の安否情報の収集、 整理及び回答

日本銀行 １ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節

２ 資金決済の円滑の確保を通じた信銀行その他の金融機関の間で行われる

用秩序の維持
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第４章 県の地理的、社会的特徴

国民保護措置を適切に実施するため、 考慮しておく べき県の地理的、 社会的特徴は以

下のと おり である 。

１ 地形等

本県は、 九州から台湾に連なる南西諸島の南半分、 およそ北緯24度から 28度、 東経

122度から 131度に位置しており 、 南北約400ｋ ｍ、 東西約1, 000ｋ ｍの広大な区域に散

在する160の島々( 0. 01ｋ ㎡以上) からなっている 。

沖縄本島では、 国頭郡部が山岳地帯で水に恵まれているこ と から 、 ダムが集中して

おり 、 中南部は丘陵地帯、 平地帯が多い。

その他の島は、 石垣島と西表島を除き比較的平坦であり 、 宮古島は、 地下ダムによ

り 水を確保している 。

また、 那覇市を中心に円を描く と 、 1, 000ｋ ｍ以内に福岡、 台湾、 上海が、 2, 000ｋ

ｍ以内に東京、 大阪、 ソ ウル、 北京、 香港、 マニラが、 3, 000ｋ ｍ以内に札幌、 ハノ

イがあるなど、 東アジアの中心に位置している 。

離 、 に限定なお、 島嶼県のため、 県外及び県内 各島と を結ぶ交通手段は 空路と海路

しかない。 避難時には、 相当数の航空機等を使用する必要があるが、 使用機材される

は空港や港湾の規模に制限を受けると いった課題がある 。

【 沖縄県の地形】
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２ 気候

、 、 、亜熱帯海洋性気候にあり 那覇の年平均気温は22. 7度 年降水量は2, 036. 9 でmm
１ 年を通じて温暖で雨量が多い。

また、 サンゴ礁が発達し 、 貴重な動植物が生息・ 育成するなど自然環境に恵まれて

いるが、 台風の常襲地帯であり 、 たびたび航空機や船舶の運航に影響を及ぼすたすた

め、 小さな離島では生活物資の確保に困るこ と がある 。

３ 人口分布

人口は、 約135万７ 千人（ 平成17年４ 月現在） であるが、 そのう ち約９ 割が沖縄本

島に居住し 、 特に那覇市を中心と した本島中南部に人口が集中している 。

また、 人口増加率は全国でも ト ッ プク ラスであり 、 これまでも 高かった自然増だけ

でなく 、 転入による社会増が人口を押し上げている 。

地域別の人口推移を見ると 、 本島中南部地域では一貫して増加を続けている 。 近年

では、 本島北部地域と 八重山地域でやや増加傾向を示し 、 南部の離島地域と宮古地域

で減少傾向が見られる 。 平成12年度国勢調査による市町村別及び島別の老年人口（ 65

） 、 、 、歳以上 をみると 沖縄本島においては国頭村 大宜味村及び今帰仁村が２ 割を越え

その他の島では、 39島中、 宮古島、 石垣島、 北大東島、 南大東島等８ 島を除く 31島が

２ 割を超えており 、 そのう ち14島が３ 割を超えている 。

さ らに、 年間500万人を越える観光客が訪れ、 夏場の観光シーズンには観光客数が

住民の数を超えると こ ろもあり 、 高齢者と併せ観光客の避難等が課題である 。
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４ 道路の位置等

本県は、 陸上交通のほと んどを道路に依存しているこ と から 、 道路の果たす役割は

大変大きい。

しかし 、 人口、 自動車台数あたり の道路延長は全国平均の約６ 割程度と低く 、 なか

でも 、 那覇都市圏（ 那覇市、 浦添市、 宜野湾市、 豊見城市、 西原町、 南風原町） の渋

、 、 （ ）滞状況は東京 大阪 名古屋などの大都市と 同様の水準 平成11年道路交通センサス

にある 。

、 、 、 、このため 避難の手段と して自家用車を使用した場合 大渋滞を引き起こ し 避難

救援などに重大な影響を及ぼすこ と が想定される 。 都市部については、 バス 、 徒歩と

いった手段による避難を原則と する必要がある 。

また、 沖縄本島では、 国道58号、 国道329号、 沖縄自動車道が那覇と 北部を結ぶ基

幹道路であり 、 国道331号と 県道70号線が、 北部と 南部を周回する主要道路と なって

いる 。

北部では東西を結ぶ道路が少ないため、 道路の破壊等、 武力攻撃災害の状況によっ

ては、 孤立する地区が生じる恐れがある 。

また、 北部や中部の一部では、 国道に沿う よ う に米軍基地が存在し 、 米軍基地と海

に挟まれている地区がある 。 このよ う な場所では、 東西を結ぶ道路が限られるため、

武力攻撃災害の状況によっては、 孤立する地区が生じる恐れがある 。
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５ モノレール、空港、港湾の位置等

( 1) モノ レール

都市部の大量輸送機関と して、 沖縄都市モノ レールが那覇空港駅から首里駅まで

の12. 9ｋ ｍ（ 15駅） を約27分で運行している 。

車両は２ 両固定編成で、 165人の定員と なっており 、 駅、 車両と も にバリ アフリ

ー対応のため避難に有効であるが、 那覇市内のみの運行のため、 市町村域を超える

避難の場合は、 バス等と の連絡が課題である 。

【 県内の主要道路】
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( 2) 空港

本県には、 那覇、 宮古、 石垣、 久米島、 与那国、 南大東、 多良間、 伊江島、 波照

間、 粟国、 北大東、 下地島、 慶良間の13の空港がある 。

、 、 、 。国際路線は 那覇から台北 ソウル 上海及びマニラへ４ 路線が開設されている

県外へは、 那覇から 23路線、 宮古から ２ 路線、 石垣から ５ 路線、 久米島から １ 路

線の合計31路線が開設されている 。

県内へは、 那覇から 宮古、 石垣など８ 路線、 宮古から 多良間、 石垣へ２ 路線、 石

垣から与那国、 波照間、 多良間へ３ 路線、 南大東から 北大東へ１ 路線の合計14路線

が開設さ れている 。

また、 迅速な避難には航空機が有効であるが、 島によっては滑走路が短いため、

離発着できる機種が限られる 。

なお、 那覇空港は自衛隊と の共用空港である 。

( 3) 港湾

重要港湾が６ （ 那覇港、 運天港、 平良港、 石垣港、 金武湾港、 中城湾港 、 地方港）

湾が39（ 避難港２ 含む） ある 。

飛行場のない島における島外への避難の方法は船舶しかないこ と から 、 避難に際

しては多く の船舶を用意する必要があるが、 接岸できる船舶の大きさ が、 港湾の規

模によって制限されると いう 課題がある 。

【 県内空港位置図】

出所 ： 土木建築部要覧
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６ 米軍施設等

( 1) 米軍施設

県下41市町村のう ち、 21市町村にわたって37施設、 23, 671. 3ヘク タールの米軍基

地が所在しており 、 県土面積の約１ 割を占め、 我が国の米軍専用施設面積の約75パ

ーセント が本県に集中している 。

中でも 、 本県の人口の約９ 割が居住する沖縄本島では、 島の中央部に嘉手納飛行

場をはじめと する米軍の主要施設が集中している 。

また、 米軍人・ 軍属（ 家族含む） は、 約４ 万５ 千人で、 日本人従業員は約９ 千人

と なっている 。

( 2) 自衛隊施設

陸上自衛隊は 第１ 混成団が那覇市にあり 第６ 高射特科群は 八重瀬分屯地 八、 、 、 （

重瀬町 、 南与座分屯地（ 八重瀬町 、 知念分屯地（ 南城市 、 勝連分屯地（ う るま） ） ）

市 、 白川分屯地（ 沖縄市） に駐屯している 。）

海上自衛隊は、 沖縄基地隊がう るま市にあり 、 第５ 航空群が航空自衛隊那覇基地

と 施設を共用している 。

航空自衛隊は、 那覇基地が那覇市にあり 、 南西航空警戒管制隊が与座岳分屯基地

（ 糸満市及び八重瀬町 、 久米島分屯基地（ 久米島町） 及び宮古島分屯基地（ 宮古）

） 、 （ ） （ ）島市 にあるほか 高射部隊が知念分屯基地 南城市 及び恩納分屯基地 恩納村

【 】県内の港湾位置図

出所： 土木建築部要覧



- -15

に駐屯している 。

７ その他

( 1) 石油コンビナート

石油コンビナート が、 う るま市（ 沖縄石油基地株式会社、 沖縄ターミ ナル株式会

社、 沖縄石油株式会社） と西原町（ 南西石油株式会社） にある 。

石油の貯蔵量は、 沖縄石油基地株式会社が約450万キロ リ ッ ト ル、 沖縄ターミ ナ

ル株式会社が約175万キロ リ ッ ト ル、 沖縄石油株式会社が約21万キロ リ ッ ト ル、 南

西石油株式会社が約154万キロリ ッ ト ルと なっている 。

( 2) ダム

沖縄本島では、 供用が開始さ れているダムが11カ所あるが、 そのう ち８ カ所が北

部に集中(国頭村３ 、 東村２ 、 名護市１ 、 宜野座村１ 、 金武町１ ) し 、 総貯水量で約

９ 割を占めている 。

また、 北部５ ダム （ 福地、 新川、 安波、 普久川、 辺野喜ダム） は調整水路（ ト ン

【 在沖米軍提供施設・ 区域配置図（ 沖縄本島及びその周辺 】）

※その他訓練海域等米軍基地に

関する事項は資料編参照
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ネル） で結ばれている 。

( 3) 発電設備

沖縄本島では、 浦添市、 う るま市、 金武町に発電施設があり 、 県内における認可

最大出力の約９ 割を占める 。 また、 宮古島や石垣島など 12の離島にも 発電施設があ

る 。

( 4) ガス

那覇市西に、 都市ガスの事業所があり 980キロ リ ッ ト ルの屋外 タンクが設ナフサ

置されている 。 また、 佐敷町字仲伊保には、 1, 650ト ン規模のＬ Ｐ ガス製造南城市

施設がある 。

【 沖縄県内にある石油コンビナート 等施設】
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第５章 県国民保護計画が対象とする事態

県国民保護計画においては、 以下のと おり 基本指針において想定されている武力攻撃

事態及び緊急対処事態を対象と する 。

１ 武力攻撃事態

県国民保護計画においては、 武力攻撃事態と して、 以下に掲げる ４ 類型が対象と し

て想定されている 。

類 型 主 な 特 徴

着上陸侵攻 ・ 一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になり 、 その期間も比較的

長期に及ぶこ と が予想される 。

・ 状況によっては、 武力攻撃予測事態における住民避難も想定される。

・ 着上陸侵攻に先立ち航空機や弾道ミ サイルによる攻撃が実施される可能性が

高いと 考えられる。

ゲリ ラや特殊部隊による攻撃 ・ 突発的に被害が生ずるこ と も考えられるため、 都市部の政治経済の中枢、 鉄

道、 橋り ょ う 、 ダムなどに対する注意が必要

・ 少人数のグループによ り 行われるため使用可能な武器も限定される こ と か

ら 、 主な被害は施設の破壊等が考えられる 。

弾道ミ サイル攻撃 ・ 発射された段階で攻撃目標を特定するこ と は極めて困難である 。

・ 極めて短時間に着弾するこ と が予想され、 弾頭の種類（ 通常弾頭又はＮＢ Ｃ

） 、 、弾頭 を着弾前に特定するこ と は困難であると と もに 弾頭の種類に応じて

被害の様相及び対応が大きく 異なる 。

航空攻撃 ・ 弾道ミ サイル攻撃の場合に比べその兆候を察知するこ と は比較的容易である

が、 対応の時間が少なく 、 また攻撃目標を特定するこ と が困難である 。

・ 航空攻撃を行う 側の意図及び弾薬の種類等によ り 異なるが、 都市部が主要な

目標と なるこ と も想定される 。

※ 武力攻撃事態の想定は、 武力攻撃の手段、 その規模の大小、 攻撃パターン等によ

り 異なり 、 上記の４ 類型についても 、 複合して起こ る こ と が多いと 考えられる 。

２ 緊急対処事態

県国民保護計画においては、 緊急対処事態と して、 以下に掲げる事態例が対象と し

て想定されている 。

類 型 事 態 例

危険性を内在する物質を有す ・ 原子力事業所等の破壊

る施設等に対する攻撃が行わ ・ 石油コンビナート 、 可燃性ガス貯蔵施設等の爆破
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れる事態 ・ 危険物積載船への攻撃

・ ダムの破壊

多数の人が集合する施設、 大 ・ 大規模集客施設、 ターミ ナル駅等の爆破

量輸送機関等に対する攻撃が ・ 列車 等の爆破モノ レール

行われる事態

多数の人を殺傷する特性を有 ・ ダーティ ボム等の爆発による放射能の拡散

する物質等によ る攻撃が行わ ・ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布

れる事態 ・ 市街地等におけるサリ ン等化学剤の大量散布

・ 水源地に対する毒物等の混入

破壊の手段と し て交通機関を ・ 航空機等による多数の死傷者を伴う 自爆テロ

用いた攻撃等が行われる事態 ・ 弾道ミ サイル等の飛来



- -19

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 県における組織・体制の整備

県は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、 国民保護措置の実施に必要な

組織及び体制、 職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要がある こ と から 、 以下の

と おり 、 各部局における平素の業務、 職員の参集基準等について定める 。

１ 県の各部局における平素の業務

県の各部等は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、 県対策本部の業務に

対応できるよ う 、 平素から備えておく ものと する 。

【 県の各部局における国民保護措置に関連する平素の主な業務】

部局名 平素の主な業務

各部局共通 ・ 関係する国の機関と の連絡調整に関するこ と

・ 所管する県有施設の管理に関するこ と

知事公室 ・ 国民保護に関する業務の総括に関するこ と

・ 国民保護協議会の運営に関するこ と

・ 指定地方公共機関の指定に関するこ と

・ 避難施設の指定に関するこ と

・ 警報の通知及び緊急通報の発令に関するこ と

・ 国民保護措置についての訓練に関するこ と

・ 特殊標章等の交付等

・ 広報に関するこ と

・ 米軍と の連絡調整に関するこ と

総務部 ・ 本庁舎等の公有財産の管理に関するこ と

・ 私立学校と の連絡調整に関するこ と

企画部 ・ 宮古支庁、 八重山支庁と の連絡調整に関するこ と

・ 県内交通機関における輸送能力等の情報把握に関するこ と

・ 沖縄県総合行政情報通信ネッ ト ワークの管理に関するこ と

・ 庁内Ｌ ＡＮの管理に関するこ と

・ 離島における水の需給に関するこ と

文化環境部 ・ 災害救援用の生活必需物資に関するこ と

・ ＮＰ Ｏ法人・ ボランティ ア等の情報収集に関するこ と

・ 廃棄物処理に関するこ と
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福祉保健部 ・ 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関す

るこ と

・ 医療、 医薬品等の供給体制の整備に関するこ と

・ 死体の処理並びに埋葬及び火葬に関するこ と

・ 感染症の予防、 防疫に関するこ と

・ 赤十字標章等の交付等

・ 水の需給についての連絡調整に関するこ と

・ 水道水の衛生確保に関するこ と

農林水産部 ・ 食料の供給に関するこ と

・ 農道、 漁港 、 農業用ダムなどの管理等に関するこ と林道、 関連施設

・ 家畜伝染病の予防、 防疫に関するこ と

観光商工部 ・ 沖縄電力や商工団体と の連絡調整に関するこ と

・ 物資の流通に関するこ と

・ 高圧ガス及び火薬類等の保安に関するこ と

・ 観光客への情報提供等に関するこ と

土木建築部 ・ 道路、 ダム 、 空港施設、 港湾施設などの管理等に関するこ と河川、

・ 河川、 急傾斜地等の危険箇所の把握、 対策に関するこ と

・ 県営住宅に関するこ と

出納事務局 ・ 公用車の管理に関するこ と

企業局 ・ ダム 、 浄水場、 配水施設等の管理に関するこ と

教育庁 ・ 公立学校への情報伝達の体制整備に関するこ と

・ 児童生徒の避難誘導体制の整備に関するこ と

県警察本部 ・ 警備体制の整備に関するこ と

・ 交通規制に係る体制整備に関するこ と

２ 県職員の参集基準等

( 1) 職員の迅速な確保

県は、 武力攻撃災害が発生し 、 又はまさ に発生しよ う と している場合の初動対応

に万全を期するため、 武力攻撃事態等に対処するために必要な職員を迅速に確保で

きる体制を整備する 。

( 2) 24時間即応体制の確立

県は、 武力攻撃等が発生した場合において、 事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要があるため、 職員による当直体制を整備するなど 24時間即応可能な体制を確

保する 。

( 3) 県の体制及び職員の参集基準等
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県は、 事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、 下記の体制を整備すると と

もに、 その参集基準を定める 。

【 職員参集基準】

体 制 参 集 基 準

①担当課体制 防災危機管理課職員が参集

②県緊急時対応危機管理連絡会議 沖縄県危機管理指針（ 案） に基づき 、 指定された職員が参集す

(仮称) 又は県危機管理対策本部 るが、 具体的な参集基準は、 個別の事態の状況に応じ 、 その都

(仮称) 体制 度判断

③県対策本部体制 全ての県職員が本庁又は出先機関等に参集

【 事態の状況に応じた初動体制の確立】

事態の状況 体制の判断基準 体制

事態認定前 県の全部局での対応は不要だが、 情報収集等の対応が必要な場合 ①

県の全部局での対応が必要な場合 ②

事態認定後 県対策本部設置の通知が 県の全部局での対応は不要だが、 情報収集等の ①

ない場合 対応が必要な場合

県の全部局での対応が必要な場合 ②

県対策本部設置の通知を受けた場合 ③

※ ①、 ②の体制を整えるかどう かの判断は、 知事又は危機管理監（ 知事公室

長） が行う ものと する 。

※ 県警察においても 、 同様に警察本部及び警察署の初動体制を整備すると と

もに、 職員の参集基準を定めるものと する 。

( 4) 職員への連絡手段の確保

県の幹部職員及び国民保護担当職員は、 常時、 参集時の連絡手段と して、 携帯電

話等を携行し、 電話・ メ ール等による連絡手段を確保する 。

( 5) 職員の参集が困難な場合の対応

県の幹部職員及び国民保護担当職員が、 交通の途絶、 職員の被災などによ り 参集

が困難な場合等も想定し、 あらかじめ、 参集予定職員の次席の職員を代替職員と し

て参集させるなど、 事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する 。

【 県対策本部の本部長、 副本部長及び本部員の代替職員】

名称 代替職員（ 第１ 順位） 代替職員（ 第２ 順位） 代替職員（ 第３ 順位）

知事(本部長) 副知事 知事公室長 総務部長

副知事(副本部長) 知事公室長 総務部長 基地防災統括監

出納長(副本部長) 出納事務局長 会計課長 総務班長

警備部長 警備第二課長 警備第二課調査官県警 本部長(副本部長)察

知事公室長(本部員) 基地防災統括監 防災危機管理課長 防災危機管理班長
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その他部長等(本部員) 総務担当統括監及び次長 主管課長 総務担当班長及び課長補佐

※知事（ 本部長） の職務代理の順位は、 沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則( 平成11年沖縄県規則

第２ 号) 及び沖縄県知事の職務代理者を定める規則(昭和53年沖縄県規則第54号) に定めると ころによる 。

( 6) 職員の服務基準

( 3)①～③の体制における、 参集した職員の行う べき所掌事務は以下のと おり と

する 。

【 参集した職員の主な所掌事務】

体 制 所 掌 事 務

①担当課体制 ・ 市町村及び関係機関からの情報収集、 連絡調整

②県緊急時対応 連絡会議 ・ 国民保護対策本部体制に準じる危機管理 県

(仮称) 又は 危機管理対策本部県

(仮称) 体制

③県対策本部体制 ・ 第３ 編第２ 章に定めると ころによる

( 7) 交代要員等の確保

県は、 防災に関する体制を活用しつつ、 県対策本部を設置した場合においてその

機能が確保されるよ う 、 その整備に努める 。

○ 交代要員の確保その他職員の配置

○ 食料、 燃料等の備蓄

○ 自家発電設備の確保

○ 仮眠設備等の確保 等

３ 国民の権利利益の救済に係る手続等

( 1) 国民の権利利益の迅速な救済

県は、 武力攻撃事態等が発生した 場合には、 国民保護措置の実施に伴認定された

う 損失補償、 国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救

済に係る手続を迅速に処理する 。

また、 必要に応じ外部の専門家等の協力を得るこ と などによ り 、 国民の権利利益

の救済のため迅速に対応する 。

【 国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】

損失補償 特定物資の収用に関するこ と （ 法第81条第2項）。

( 法第159条第1項)

特定物資の保管命令に関するこ と （ 法第81条第3項）。

土地等の使用に関するこ と （ 法第82条）。
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応急公用負担に関するこ と （ 法第113条第3項）。

車両等の破損措置に関するこ と 。

(法第155条第2項において準用する災害対策基本法第76条の3第2項後段)

実費弁償 医療の実施の要請等に関するこ と （ 法第85条第1・ 2項）。

( 法第159条第2項)

損害補償 国民への協力要請によるもの

（ 法第160条） （ 法第70条第1・ 3項、 80条第1項、 115条第1項、 123条第1項）

医療の実施の要請等によるもの（ 法第85条第1・ 2項）

不服申立てに関するこ と （ 法第6条、 175条）。

訴訟に関するこ と （ 法第6条、 175条）。

( 2) 国民の権利利益に関する文書の保存

県は、 国民の権利利益の救済の手続に関連する文書（ 公用令書の写し 、 協力の要

請日時、 場所、 協力者、 要請者、 内容等を記した書類等） を、 県文書管理規程等の

定めると ころによ り 、 適切に保存する 。 また、 国民の権利利益の救済を確実に行う

ため、 武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、 安全な場所に確実に保

管する等の配慮を行う 。

県は、 これらの手続に関連する文書について、 武力攻撃事態等が継続している場

合及び国民保護措置に関して不服申し立て又は訴訟が提起されている場合には保存

期間を延長する 。

４ 市町村及び指定地方公共機関の組織の整備等

市町村は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、 常備消防体制と の連携を

図り つつ当直等の強化（ 守衛及び民間警備員が当直を行い、 速やかに市町村長及び国

民保護担当職員へ連絡が取れる体制も含む ） を図るなど、 24時間即応可能な体制の。

整備を行う ほか、 職員の配置及び参集基準等の整備を行う ものと する 。

また、 国民の権利利益の救済の手続等について迅速な対応ができるよ う 担当課を定

めるなど、 体制の整備に努めるものと する 。

指定地方公共機関は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、 職員の配置等

国民保護措置に必要な体制の整備を行う ほか、 参集基準等の整備を行う ものと する 。



- -24

第２ 関係機関との連携体制等の整備

、 、 、 、 、 、県は 国民保護措置を実施するに当たり 国 他の都道府県 市町村 指定公共機関

指定地方公共機関その他の関係機関と 相互に連携協力する こ と が必要不可欠であるた

め、 以下のと おり 、 関係機関と の連携体制整備のあり 方について定める 。

１ 基本的考え方

( 1) 防災のための連携体制の活用

県は、 武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよ う 、 防災のための連

携体制も活用し、 関係機関と の連携体制を整備する 。

( 2) 関係機関の計画と の整合性の確保

県は、 国、 他の都道府県、 市町村、 指定公共機関及び指定地方公共機関の関係連

絡先を把握すると と もに、 関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業務計画

と の整合性の確保を図る 。

( 3) 関係機関相互の意思疎通

県は 「 避難 「 救援」 等の個別のテーマに関して、 関係機関による意見交換の、 」、

場を設けるこ と 等によ り 、 関係機関の意思疎通を図る 。 この場合において、 県国民

保護協議会の部会を活用するこ と 等によ り 、 関係機関の積極的な参加が得られるよ

う に留意する 。

( 4) 在沖米軍と の意思疎通

県は、 米軍基地周辺住民の避難等の国民の保護のための措置 に必要国民保護措置

な事項について、 在沖米軍の担当窓口をと おして意思疎通を図る 。

※ 米軍基地所在都道府県における米軍と調整する必要がある事項や米軍と の連携の

あり 方については、 関係省庁においてその対応を協議しており 、 一定の整理がつい

た段階において、 今後、 情報提供を行う こ と と して受けるこ と になっている 。

（ ※印の記載は、 本頁下部に脚注と して記載）

２ 国の機関との連携

( 1) 指定行政機関等と の連携

県は、 国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよ う 、 指定行政機関と 必

要な連携を図る 。 特に、 国と の連絡調整の主たる窓口である消防庁や県国民保護計

画の協議先と なる内閣官房と 緊密な連携を図る 。

( 2) 防衛庁・ 自衛隊と の連携

県は、 自衛隊の部隊等の派遣の要請が円滑に実施できるよ う 、 防衛庁・ 自衛隊と



- -25

の連携を図る 。

( 3) 指定地方行政機関と の連携

県は、 その区域に係る国民保護措置が円滑に実施されるよ う 、 関係指定地方行政

機関と の連携を図る 。

３ 他の都道府県との連携

( 1) 広域応援体制の整備

県は、 大規模な武力攻撃災害が発生した場合や武力攻撃災害が長期にわたるよ う

な場合に備えて、 広域にわたる避難、 物資及び資材の提供並びに県の区域を越える

救援等を実施するための広域応援体制を整備する 。

( 2) 相互応援協定の締結等

県は、 県境を越える避難やＮＢ Ｃ攻撃による災害への対処などの武力攻撃事態等

においても対応できるよ う 、 防災のために締結されている相互応援協定等の内容に

関し、 必要な見直しを行う 等によ り 、 広域にわたる避難の実施体制、 物資及び資材

の供給体制並びに救援の実施体制における相互応援体制を整備する 。

この場合において、 防災のために締結さ れている相互応援協定等の内容に関し、

必要な見直し等を行ったと きは、 消防庁を通じて国に情報提供を行う 。

( 3) 広域緊急援助隊の充実・ 強化

県警察は、 他の都道府県警察と連携して、 広域緊急援助隊が直ちに出動できるよ

う 、 隊員に対する教養訓練を徹底すると と もに、 招集・ 出動体制の確立等必要な体

制の整備を図る 。

( 4) 緊急消防援助隊の支援体制の整備

県は、 消防庁及び他の都道府県と連携して、 緊急消防援助隊による人命救助活動

等が円滑に実施できるよ う その支援体制の整備を図る 。

( 5) 近接する都道府県の間での情報共有

広域にわたる避難や救援を行う 場合の避難経路、 運送手段等に関し、 近接する鹿

児島県をはじめ、 航空機や船舶の航路のある九州各県と の間で緊密な情報の共有を

図る 。

特に、 生物剤による攻撃にあっては、 県の区域を越える広域的な災害に対応する

こ と が重要であるため、 保健所、 地方衛生研究所 等の機関は、 上県衛生環境研究所

記の県と の間で緊密な情報の共有を図る 。

( 6) 他の都道府県に対する事務の委託

県は、 他の都道府県に対し、 国民保護措置の実施に必要な事務又はその一部を委
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託する場合に備えて、 必要な準備を行う 。

４ 市町村との連携

( 1) 市町村の連絡先の把握等

県は、 区域内の市町村と の緊密な連携を図る 。

なお、 市町村の連絡先は、 資料編に掲げると おり であり 、 同表の情報は、 定期的

に最新の情報への更新を行う 。

この場合において、 特に、 避難の指示と 避難実施要領の記述内容、 救援の役割分

担、 運送の確保等、 県と 市町村と の間で特に調整が必要な分野における連携に留意

する 。

( 2) 市町村の行う べき事務の代行

県は、 市町村長の行う べき国民保護措置の全部又は一部を市町村長に代わって行

う 場合に備え、 必要に応じ 、 調整を図る 。

( 3) 市町村国民保護計画の協議

県は、 市町村国民保護計画の協議を通じて、 県の行う 国民保護措置と 市町村の行

う 国民保護措置と の整合性の確保を図る 。

( 4) 市町村間の連携の確保

県は、 近接する市町村が相互の市町村国民保護計画の内容について協議するため

の機会を設けるこ と や、 防災のために締結されている市町村間の相互応援協定等に

ついて必要な見直しを行う 際に支援するこ と などを通じて、 市町村相互間の国民保

護措置の整合性の確保を図る 。

( 5) 消防機関の応援態勢の整備

県は、 区域内の消防機関と の間で情報収集体制の構築を図ると と もに、 消防機関

の活動が円滑に行われるよ う 、 県の区域内の消防機関と の調整や応援態勢の整備を

図る 。

また、 消防機関におけるＮＢ Ｃ対応可能な部隊数やＮＢ Ｃ対応資機材の所在につ

いて、 把握する 。

( 6) 消防団の充実・ 活性化の推進

消防団は、 避難住民の誘導等に重要な役割を担う こ と にかんがみ、 県は、 市町村

と連携し 、 地域住民の消防団への参加促進、 消防団に係る広報活動、 全国の先進事

例の情報提供、 施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、 消防団の充実

・ 活性化を図る 。

また、 県は、 市町村と連携し 、 消防団に対する国民保護措置についての研修を実

、 。施すると と もに 国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよ う 配慮する
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５ 指定公共機関等との連携

( 1) 指定公共機関等の連絡先の把握等

県は、 区域内の指定公共機関等と の緊密な連携を図る 。

、 、 、 、なお 指定公共機関等の連絡先は 資料編に掲げると おり であり 同表の情報は

定期的に最新の情報への更新を行う 。

( 2) 指定地方公共機関国民保護業務計画の報告

県は、 指定地方公共機関から 報告を受けた国民保護業務計画について、 必要な助

言を行う 。

( 3) 関係機関と の協定の締結等

県は、 関係機関から 物資及び資材の供給について必要な協力が得られるよ う 、 防

災に準じた必要な連携体制の整備を図る 。

また、 県は、 都市部の事業所における防災対策への取組に支援を行う と と もに、

民間企業の有する広範な人的・ 物的ネッ ト ワーク と の連携の確保を図る 。

６ 自主防災組織等に対する支援等

( 1) 自主防災組織に対する支援

県は、 自主防災組織の核と なる リ ーダーに対しての研修等を通じて自主防災組織

の活性化を推進し 、 その充実を図ると と も に、 自主防災組織相互間及び消防団等と

の間の連携が図られるよ う 配慮する 。 また、 国民保護措置についての訓練の実施を

促進し 、 自主防災組織が行う 消火、 救助、 救援等のための施設及び設備の充実を図

る 。

( 2) 自主防災組織以外のボランティ ア団体等の活動環境の整備

県は、 防災のための連携体制を踏まえ、 日本赤十字社、 社会福祉協議会その他の

ボランティ ア関係団体等と の連携を図り 、 武力攻撃事態等においてボランティ ア活

動が円滑に行われるよ う 、 その活動環境の整備を図る 。

７ 在沖米軍との連携

県は、 必要に応じ在沖米軍の協力を得て円滑に国民保護措置を実施するため 「 災、

害時における沖縄県と 在沖米軍と の相互連携マニュアル」 の見直しを行う など、 在沖

（ ※印の記載は本頁下部に脚注と して記載）米軍と の連携体制の整備に努めるものと する 。

※ 米軍基地所在都道府県における米軍と調整する必要がある事項や米軍と の連携の

あり 方については、 関係省庁においてその対応を協議しており 、 一定の整理がつい

た段階において、 今後、 情報提供を行う こ と と して受けるこ と になっている 。
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第３ 通信の確保

県は、 武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、

非常通信体制の整備等の通信の確保が重要であるこ と から 、 以下のと おり 、 非常通信

体制の整備等について定める 。

( 1) 非常通信体制の整備

県は、 国民保護措置の実施に関し、 非常通信体制の整備、 応急対策等重要通信

の確保に関する対策の推進を図るものと し 、 自然災害その他の非常時における通

信の円滑な運用を図るこ と 等を目的と して、 関係省庁や電気通信事業者等で構成

された非常通信協議会と の連携に十分配慮する 。

( 2) 非常通信体制の確保に当たっての留意事項

県は、 武力攻撃災害発生時においても情報の収集、 提供を確実に行う ため、 情

報伝達ルート の多ルート 化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、 情報

収集、 連絡体制の整備に努める 。

また、 非常通信体制の確保に当たっては、 自然災害時において確保している通

信手段を活用すると と もに、 以下の事項に十分留意し 、 その運営・ 管理、 整備等

を行う 。

・ 非常通信設備等の情報通信手段の施設について、 非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理

・ 運用体制の構築を図る 。

施 ・ 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、 複数の情報伝達手段の整備（ 有線・ 無線系、 地上系・

設 衛星系等による伝送路の多ルート 化等 、 関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制）

・ の整備を図る 。

設 ・ 無線通信ネッ ト ワークの整備・ 拡充の推進及び相互接続等によるネッ ト ワーク間の連携を図る 。

備 ・ 被災現場の状況をヘリ コプターテレビシステム等によ り 収集し 、 県対策本部等に伝送する画像伝送無

面 線システムの構築に努める 。

・ 武力攻撃災害時において確実な利用ができるよ う 、 国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期

的に総点検する 。

、 。・ 夜間・ 休日の場合等における体制を確保すると と もに 平素から情報の収集・ 連絡体制の整備を図る

・ 武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、 通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶た

れた場合を想定した、 非常用電源を利用した関係機関と の実践的通信訓練の実施を図る。

・ 通信訓練を行う に当たっては、 地理的条件や交通事情等を想定し、 実施時間や電源の確保等の条件を

運 設定した上で、 地域住民への情報の伝達、 避難先施設と の間の通信の確保等に関する訓練を行う もの

と し 、 訓練終了後に評価を行い、 必要に応じ体制等の改善を行う 。

用 ・ 無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し 、 武力攻撃事態等非常時における運用計画を定
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めると と もに、 関係機関と の間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、 消防救急

面 無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。

・ 電気通信事業者によ り 提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る 。

・ 担当職員の役割・ 責任の明確化等を図る と と もに、 職員担当者が被害を受けた場合に備え、 円滑担当

に他の職員が代行できるよ う な体制の構築を図る。

・ 国民に情報を提供するに当たっては、 防災行政無線、 広報車両等を活用すると と もに、 高齢者、 障害

者、 外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と

考えられる者に対しても 情報を伝達できるよ う 必要な検討を行い、 体制の整備を図る 。

( 3) 県警察における通信の確保

県警察は、 九州管区警察局等、 県及び市町村と連携して非常通信体制の整備、

応急対策等重要通信の確保に関する対策を推進する 。

( 4) 市町村における通信の確保

市町村は、 武力攻撃事態等における警報の伝達等に必要と なる同報系その他の

防災行政無線の整備に努める こ と と し 、 既に防災行政無線の整備を行っている市

町村においては、 デジタル化の推進に努めるこ と と し 、 県に準じて通信体制の整

備等通信の確保に努めるものと する 。
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第４ 情報収集・提供等の体制整備

県は、 武力攻撃事態等において、 国民保護措置に関する情報提供、 警報の通知、 被災

情報の収集・ 報告、 安否情報の収集・ 整理等を行う ため、 情報収集・ 提供等の体制整備

のために必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

１ 基本的考え方

( 1) 情報収集・ 提供のための体制の整備

県は、 武力攻撃等の状況、 国民保護措置の実施状況、 被災情報その他の情報等を

収集又は整理し 、 関係機関及び住民に対し これらの情報の提供等を適時かつ適切に

実施するための体制を整備する 。

( 2) 体制の整備に当たっての留意事項

体制の整備に際しては、 防災における体制を踏まえ、 効率的な情報の収集、 整理

及び提供や、 武力攻撃災害によ り 障害が発生した場合の通信の確保に留意する 。

( 3) 関係機関における情報の共有

県は、 国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、 蓄積及び更新に努めると と

もに、 これらの情報が関係機関によ り 円滑に利用されるよ う 、 情報セキュ リ ティ ー

等に留意しながらデータベース化等に努める 。

( 4) 県警察における体制の整備

県警察は、 ヘリ コプターテレビシステム、 交通監視カメ ラ等その保有する手段を

活用して、 迅速な情報収集・ 連絡を可能と する体制を整備する 。

２ 警報等の通知に必要な準備

( 1) 警報等の通知先と なる関係機関

国の対策本部長が発令した警報が消防庁から通知されたと きに、 知事が警報の通

知を行う こ と と なる市町村、 指定地方公共機関等の関係機関の連絡先、 連絡方法等

は、 資料編に掲げる と おり である 。

( 2) 市町村に対する支援

県は、 市町村が高齢者、 障害者、 外国人等に対し適切に警報の伝達を行う こ と が

できるよ う 、 市町村に対し必要な支援を行い、 県警察は、 市町村が行う 住民に対す

る警報の伝達が的確かつ迅速に行われるよ う 、 市町村と の協力体制を構築する 。
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３ 市町村における警報の伝達に必要な準備

市町村は、 知事から 警報の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等に

ついてあらかじめ定めておく ものと する 。 この場合において、 民生委員 や・ 児童委員

社会福祉施設、 国際交流協会等と の協力体制を構築するなど、 高齢者、 障害者、 外国

人等に対する伝達に配慮するものと する 。

また、 市町村は、 警報を通知すべき 「 その他の関係機関」 をあらかじめ市町村国民

保護計画に定めておく ものと する 。

４ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

( 1) 安否情報収集のための体制整備

県は、 市町村から 報告を受け、 又は自ら収集した安否情報を円滑に整理、 報告及

び提供するこ と ができるよ う 、 必要な体制の整備を図る 。

( 2) 安否情報の収集のための準備

、 、県は 安否情報の収集について協力を求める可能性のある県が管理する医療機関

諸学校等の所在及び連絡先等について、 あらかじめ把握する 。

また、 県対策本部への安否情報の報告が円滑に行われるよ う 、 あらかじめ安否情

報の報告先等を避難施設の管理者等に周知すると と も に、 武力攻撃事態等における

安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定

める省令（ 以下「 安否情報省令」 と いう ） 第１ 条に定める 安否情報報告 様式第。 書

１ 号の周知徹底を図る 。

なお、 収集及び報告すべき情報は以下のと おり である 。

【 収集・ 報告すべき情報】

１ 避難住民（ 負傷した住民も同様）

① 氏名

② 出生の年月日

③ 男女の別

④ 住所

⑤ 国籍（ 日本国籍を有しない者に限る ）。

⑥ ①～⑤のほか、 個人を識別するための情報（ 前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場

合において、 当該情報に代えて個人を識別するこ と ができるものに限る ）。

⑦ 居所

⑧ 負傷又は疾病の状況

⑨ ⑦及び⑧のほか、 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

２ 死亡した住民

（ 上記①～⑥に加えて ）
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⑩ 死亡の日時、 場所及び状況

⑪ 死体の所在

【 様式第１ 号】

５ 市町村における安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

( 1) 安否情報の収集、 整理、 報告及び提供のための準備

市町村は、 安否情報を円滑に収集、 整理、 報告及び提供するこ と ができるよ う 、

必要な体制の整備を図るものと する 。

( 2) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握

市町村は、 安否情報の収集を円滑に行う ため、 医療機関、 諸学校、 大規模事業所

等安否情報を保有し 、 収集に協力を求める可能性のある関係機関について、 既存の

統計資料等に基づいてあらかじめ把握しておく ものと する 。

６ 被災情報の収集・報告に必要な準備

( 1) 情報収集・ 連絡体制の整備

県は、 被災情報の収集、 整理及び総務大臣への報告等を適時かつ適切に実施する

備考

連絡先その他
安否の 確認に
必要と認めら
れる情報

負傷又
は疾病
の状況

居 所
その他個人
を識別する
ための情報

国籍住 所
男女
の別

出生の
年月日

フリ
ガナ

氏 名
同意の
有無

武力攻撃災害
により死亡し又
は負傷した住民
に該当するか否

かの別

避難住民
に該当す
るか否か
の別

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること 。
２ 「 避難住民に該当するか否かの別」 欄には「 該当」 又は「 非該当」 と記入し、 「 武力攻撃災害により死
亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」 欄には「 死亡」 、 「 負傷」 又は「 非該当」 と記入すること。
３ 「 同意の有無」 欄には、安否情報の提供に係る同意について「 有」 又は「 無」 と記入すること 。
この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「 備考」 欄に記入すること 。
４ 「 出生の年月日」 欄は元号表記により記入すること 。
５ 「 国籍」 欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること 。
６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、 「 負傷又は疾病の状況」 欄に「 死亡」 と記入した上で、
加えて「 死亡の日時、場所及び状況」 を記入し、 「 居所」 欄に「 死体の所在」 を記入すること 。
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ため、 あらかじめ被災情報の収集・ 報告に当たる担当者を定めると と もに、 必要な

体制の整備を図る 。

( 2) 被災情報収集のための準備

県は、 市町村に対し、 被災情報の報告を下記の様式によ り 行う よ う 周知すると と

もに、 指定地方公共機関に対し 、 収集した被災情報を、 速やかに、 県に報告するよ

う 周知する 。

【 被災情報の報告様式】

年 月 日に発生した○○○による被害（ 第 報）

平成 年 月 日 時 分

沖 縄 県

１ 武力攻撃災害が発生した日時、 場所（ 又は地域）

( 1) 発生日時 平成 年 月 日

( 2) 発生場所 ○○市△△町Ａ丁目Ｂ 番Ｃ号（ 北緯 度、 東経 度）

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要

３ 人的・ 物的被害状況

人 的 被 害 住 家 被 害 その他

市町村名 死 者 行方 負 傷 者 全壊 半壊

不明者 重傷 軽傷

(人) (人) (人) (人) (棟) (棟)

※ 可能な場合、 死者について、 死亡地の市町村名、 死亡の年月日、 性別、 年齢及び死亡時の概況を

一人ずつ記入してく ださい。

市町村名 年月日 性別 年齢 概 況

７ 市町村における被災情報の収集、整理及び報告等に必要な準備

市町村は、 被災情報の収集、 整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するた

め、 あらかじめ情報収集・ 連絡に当たる担当者を定めると と もに、 必要な体制の整備

に努めるものと する 。
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第５ 研修及び訓練

県職員は、 住民の生命、 身体及び財産を保護する責務を有している こ と から 、 研修を

通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めると と もに、 実践的な訓練を通じ

て武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある 。 このため、 県における

研修及び訓練のあり 方について必要な事項を、 以下のと おり 定める 。

１ 研修

( 1) 国の研修機関における研修の活用

県は、 危機管理を担当する専門職員を育成するため、 国の研修機関の研修課程を

有効に活用し、 職員の研修機会を確保する 。

( 2) 県の研修機関における研修の活用

県は、 職員研修所等において、 広く 職員の研修機会を確保する 。 また、 市町村と

連携し 、 消防団員及び自主防災組織リ ーダーに対して国民保護措置に関する研修等

を行う と と もに、 国が作成するビデオ教材やｅ －ラーニングを活用するなど多様な

方法による研修を行う 。

( 3) 外部有識者等による研修

県は、 職員等の研修の実施に当たっては、 国の職員、 危機管理に関する知見を有

する自衛隊、 警察、 消防等の職員、 学識経験者、 テロ動向等危機管理の研究者等を

講師に招く など外部の人材についても積極的に活用する 。

２ 訓練

( 1) 県における訓練の実施

県は、 区域内の市町村と と も に、 国、 他の都道府県等関係機関と 共同するなどし

て、 国民保護措置についての訓練を実施し 、 武力攻撃事態等における対処能力の向

上を図る 。

訓練の実施に当たっては、 具体的な事態を想定し、 防災訓練におけるシナリ オ作

成等、 既存のノ ウハウを活用すると と もに、 消防、 警察、 海上保安庁、 自衛隊等県

と の連携を図る 。

( 2) 訓練の形態及び項目

訓練を計画するに当たっては、 実際に人・ 物等を動かす実動訓練、 状況付与に基

づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、 実際の行動及び判断を伴う 実践的

な訓練を実施する 。

また、 防災訓練における実施項目を参考にしつつ、 以下に示す訓練を実施する 。

① 県対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練
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② 県対策本部設置運営訓練

③ 被災情報・ 安否情報に係る情報収集訓練

④ 警報・ 避難の指示等の通知・ 伝達訓練

⑤ 避難誘導訓練

⑥ 救援訓練

( 3) 訓練に当たっての留意事項

① 国民保護措置と 防災上の措置と の間で相互に応用が可能な項目については、 国

民保護措置についての訓練と 防災訓練と を有機的に連携させる 。

② 国民保護措置についての訓練の実施においては、 住民の避難誘導や救援等に当

たり 、 特に高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られる

よ う 留意する 。

③ 訓練実施時は、 第三者の参加を求め、 客観的な評価を行う と と もに、 参加者等

から意見を聴取するなど、 教訓や課題を明らかにし 、 国民保護計画の見直し作業

等に反映する 。

④ 住民に対し広く 訓練への参加を呼びかけ、 訓練の普及啓発に資するよ う 努め、

訓練の開催時期、 場所等は、 住民の参加が容易と なるよ う 配慮する 。

⑤ 県は、 学校、 病院、 駅、 空港、 大規模集客施設、 大規模集合住宅、 官公庁、 事

業所その他の多数の者が利用又は居住する施設の管理者に対し 、 警報の伝達及び

避難誘導を適切に行う ため必要と なる訓練の実施を促す。

⑥ 県警察は、 必要に応じ 、 標示の設置、 警察官による指示等によ り 、 区域又は道

路の区間を指定して、 歩行者又は車両の通行を制限する 。
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第２章 避難及び救援に関する平素からの備え

県は、 国の対策本部長から 避難措置の指示及び救援の指示を受けたと きは、 避難の指

示を行う と と もに、 所要の救援に関する措置を実施するこ と から 、 避難及び救援に関す

る平素からの備えに必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

１ 避難に関する基本的事項

( 1) 基礎的資料の準備

県は、 迅速に避難の指示を行う こ と ができるよ う 、 県の地図、 道路網のリ ス ト 、

避難施設のリ ス ト 等の必要な基礎的資料を準備する 。

【 県対策本部において集約・ 整理すべき主な基礎的資料】

○ 県の地図（ 卓上に広げられる大きさ で地形等の地理的な状況が明らかなもの）

○ 区域内の人口分布（ 市町村毎の人口分布、 世帯数、 昼夜別の人口のデータ ）

○ 区域内の道路網のリ ス ト （ 高速道路、 国道、 県道等の幹線的な道路のリ ス ト ）

○ 輸送力のリ ス ト （ バス 、 船舶など県内における輸送力のデータ ）

○ 避難施設のリ ス ト

○ 備蓄物資 調達可能物資のリ ス ト (備蓄場所 数量 主要な民間事業者のリ ス ト )、 、 、

（ ）○ 生活関連等施設等のリ ス ト 避難等に影響を与えかねない一定規模以上のもの

○ 関係機関（ 国、 市町村、 民間事業者等） の連絡先一覧、 協定

○ 海図、 港湾図、 港湾施設のリ ス ト

○ 臨時ヘリ ポート のリ ス ト など

( 2) 避難実施要領のパターン作成に対する支援

市町村が避難実施要領のパターンを作成するに当たっては、 県は、 消防庁が作成

するマニュアルも参考にしつつ、 必要な助言を行う 。 この場合において、 県警察も

避難経路の選定等について必要な助言を行う 。

２ 救援に関する基本的事項

( 1) 基礎的資料の準備

県は、 迅速かつ適切に救援に関する措置を実施できるよ う 、 その区域内の収容施

、 、 。設 関係医療機関等のデータ 備蓄物資のリ ス ト 等の必要な基礎的資料を準備する

【 県対策本部において集約すべき主な基礎的資料】

○ 収容施設と して活用できる土地、 建物等のリ ス ト

・ 特に、 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者の避難所と して活用できる社



- -37

会福祉施設、 宿泊施設等並びに長期避難住宅及び応急仮設住宅と して活用できる

賃貸住宅等を把握

○ 備蓄物資、 調達可能物資のリ ス ト （ 建設業協会のリ ス ト 等）

○ 関係医療機関のデータ （ 災害拠点病院やＮＢ Ｃ攻撃に対する対処可能な医療機

関の所在、 病床数等の対応能力についてのデータ ）

○ 救護班のデータ

○ 臨時の医療施設と して想定される場所等のリ ス ト

○ 墓地及び火葬場等のデータ （ 墓地及び火葬場等の所在及び対応可能数等） など

( 2) 電気通信事業者と の協議

県は、 避難住民等に対する通信手段の確保に当たって必要な通信設備の臨時の設

置に関する条件等について、 電気通信事業者と協議を行う 。

( 3) 医療の要請方法等

県は、 医療関係団体等に対し救護班の派遣要請など、 適切な医療の実施を要請す

る方法をあらかじめ定める 。 この場合において、 医療関係団体の協力を得て、 ＮＢ

Ｃ攻撃に伴う 特殊な医療の実施が可能な医療関係者の把握に努める 。

( 4) 市町村と の調整

県は、 救援を迅速に行う ため必要があると 認めると きは、 救援の実施に関する事

務の一部を市町村が行う こ と と するこ と ができるこ と から 、 市町村が行う 救援に関

する措置の内容、 地域等について、 関係市町村と調整する 。

３ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等

、 、県は 運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行う と と もに

国と連携して、 運送事業者である指定公共機関等関係機関と協議の上、 運送ネッ ト ワ

ークの形成に努めながら 、 避難住民の運送及び緊急物資の運送を実施する体制を整備

するよ う 努める 。

( 1) 運送事業者の輸送力の把握

県は、 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護

業務計画の内容の確認や運送事業者や沖縄総合事務局等からの聞き取り 等によ り 、

運送事業者の輸送力に関する以下の情報について把握する 。

① 保有車両等(定期・ 路線バス 、 船舶、 飛行機等)の数、 定員

② 本社及び支社の所在地、 連絡先、 連絡方法 など

( 2) 輸送施設に関する情報の把握

県は、 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関、 沖縄総合事務局等

の協力を得て、 避難住民及び緊急物資の輸送 を円滑に行う 観点から 、 道路、 港運送
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湾等の輸送施設に関する以下の情報について把握する 。

① 道路 （ 路線名、 起点・ 終点、 車線数、 管理者の連絡先など）

② モノ レール （ 路線名、 終始点駅名、 路線図、 管理者の連絡先など）

③ 港湾 （ 港湾名、 係留施設数、 管理者の連絡先など）

④ 飛行場 （ 飛行場名、 滑走路の本数、 管理者の連絡先など）

( 3) 運送経路の把握等

県は、 武力攻撃事態等における避難住民の運送及び緊急物資の運送を円滑に行う

ため、 道路管理者等の協力を得て、 適切な運送経路の把握に努める 。

( 4) 離島における留意事項

（ 内閣官房、 国土交通省） てい県は、 離島の住民の避難について、 国 から示さ れ

「 離島の住民の避難に係る 基本的る 運送事業者の航空機や船舶の使用等についての

考え方 を踏まえ、 可能な限り 全住民の避難を視野に入れた体制を整備するものな 」

と する 。 この場合において、 県は、 指定地方公共機関と の連携協力に努めると と も

に、 以下に掲げる情報を把握するものと する 。

① 島の全住民を避難させた場合に必要と なる輸送 手段運送

② 想定される避難先までの輸送 経路運送

③ 島外からの輸送 手段を受け入れる場合の受入体制運送

④ 島内にある港湾、 空港等までの輸送 体制 など運送

４ 交通の確保に関する体制等の整備

（ 1） 武力攻撃事態等における交通規制計画

県警察は、 武力攻撃事態等による交通の混乱を防止し、 住民等の避難路及び緊急

。交通路を確保するための交通規制計画及び交通管制センターの運用計画を策定する

（ 2） 交通管理体制及び交通管制施設の整備

県警察は、 武力攻撃事態等における広域交通管理体制の整備を図る 。

( 3） 緊急通行車両に係る確認手続

県警察は、 武力攻撃事態等において、 県公安委員会が行う 緊急通行車両に係る確

認についての手続を定めると と も に、 事前届出・ 確認制度の整備を図る 。

( 4) 道路管理者と の連携

県警察は、 交通規制状況等に関する情報を道路利用者に対し積極的に提供できる

よ う にするため、 道路管理者と密接に連携する 。

５ 避難施設の指定
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( 1) 避難施設の指定の考え方

県は、 区域の人口、 都市化の状況、 防災のための避難場所の指定状況等地域の実

状を踏まえ、 市町村と連携しつつ、 避難施設の指定を行う 。

( 2) 避難施設の指定に当たっての留意事項

① 避難所と して学校、 公民館、 体育館等の施設を指定するほか、 応急仮設住宅等

の建設用地、 救援の実施場所、 避難の際の一時集合場所と して公園、 広場、 駐車

場等の施設を指定するよ う 配慮する 。

② 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難場所と してコンク リ ー

ト 造り 等の堅ろう な建築物を指定するよ う 配慮する 。

③ 一定の地域に避難施設が偏るこ と のないよ う 指定すると と も に、 できるだけ多

く の施設の確保に努めるよ う 配慮する 。

④ 危険物質等の取扱所に隣接した場所、 急傾斜地等に立地する施設は避難施設と

して指定しないよ う 配慮する 。

⑤ 物資等の搬入・ 搬出及び避難住民等の出入り に適した構造を有すると と もに、

避難住民等の受け入れ又は救援を行う こ と が可能な構造又は設備を有する施設を

指定するよ う 配慮する 。

⑥ 車両等による物資の供給や避難が比較的容易な場所にある施設を指定するよ う

配慮する 。

( 3) 避難施設の指定手続

、 、 。県は 避難施設を指定する場合には 施設管理者の同意を文書等によ り 確認する

また、 避難施設と して指定したと き及び指定を解除したと きは、 その旨をその施設

管理者に対し文書等によ り 通知する 。

( 4) 避難施設の廃止、 用途変更等

県は、 避難施設と して指定を受けた施設の管理者に対し、 当該施設の廃止又は用

途の変更等によ り 、 当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の

総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う 変更を加えよ う と する と きは、 県に届け

出るよ う 周知する 。

( 5) 避難施設データベースの共有化

県は、 避難施設の指定後は、 国の定める避難施設について把握しておく べき標準

的な項目に従って、 避難施設の情報を整理すると と も に、 全国的な共有化（ 避難施

設のデータベース化） を図るため、 避難施設の情報を国に報告する 。 また、 避難施

設の変更があった場合は、 定期に国に報告する 。

( 6) 市町村及び住民に対する情報提供

県は、 市町村による避難実施要領の策定及び避難誘導等を支援するため、 避難施

設データベースの情報を市町村に提供する 。
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また、 住民に対しても 、 県警察、 市町村、 消防等の協力を得ながら 、 避難施設の

場所、 連絡先等住民が迅速に避難を行う ために必要な情報を周知する 。

【 避難施設データベースで整理される内容】

○施設名称

○管理者名称

○施設所在地（ 郵便番号、住所）

○連絡先（ 電話番号、 番号）FAX
○管理者の連絡先（ 電話番号、 番号）FAX
○設備（ ト イレ、給食設備、浴室・ シャワー等）

○非常電源の有無

○大型車両のアクセス可否 等

６ 市町村における避難及び救援に関する平素からの備え

( 1) 避難実施要領のパターンの作成

市町村は、 県、 県警察等の関係機関と 緊密な意見交換を行いつつ、 消防庁が作成

するマニュアルを参考に、 複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成するも

のと する 。 この場合において、 高齢者、 障害者、 乳幼児等の避難方法等について配

慮する 。

( 2) 輸送 体制の整備等運送

市町村は、 武力攻撃事態等における住民の避難について主体的な役割を担う こ と

から 、 自ら市町村内における住民の避難及び緊急物資の運送に関する体制を整備す

ると と も に、 県と連携して市町村内の輸送力、 輸送施設に関する情報を把握する 。

( 3) 市町村長が実施する救援

市町村は、 知事と の調整の結果、 市町村長が行う こ と と された救援に関する措置

については、 その責務に照ら し 、 迅速に当該救援に関する措置を行う こ と ができる

よ う 必要な事項について定めておく ものと する 。
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第３章 生活関連等施設の把握等

第１ 生活関連等施設の把握等

武力攻撃事態等においては、 国民生活に関連を有する施設や危険物質等の取扱施設等

について、 安全の確保に特別に配慮を行う ため、 これらの施設の管理者に対する安全確

保の留意点の周知等について、 以下のと おり 定める 。

１ 生活関連等施設の把握

( 1) 生活関連等施設の把握

県は、 その区域内に所在する生活関連等施設について、 自ら保有する情報や所管

省庁による情報提供等に基づき把握すると と もに、 以下に掲げる項目について整理

する 。

① 施設の種類

② 名称

③ 所在地

④ 管理者名

⑤ 連絡先

⑥ 危険物質等の内容物

⑦ 施設の規模

【 施設の種類及び所管省庁】

国民保護 各号 施 設 の 種 類 所管省庁名

法施行令

第27条 １ 号 発電所、 変電所 経済産業省

２ 号 ガス工作物 経済産業省

３ 号 取水施設、 貯水施設、 浄水施設、 厚生労働省

配水池

４ 号 鉄道施設、 軌道施設 国土交通省

５ 号 電気通信事業用交換設備 総務省

６ 号 放送用無線設備 総務省

７ 号 水域施設、 係留施設 国土交通省

８ 号 旅客ターミ ナル 、 国土交通省滑走路等、 施設

航空保安施設

９ 号 ダム 国土交通省

第28条 １ 号 危険物 総務省消防庁
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２ 号 毒劇物（ 毒物及び劇物取締法） 厚生労働省

３ 号 火薬類 経済産業省

４ 号 高圧ガス 経済産業省

５ 号 核燃料物質（ 汚染物質を含む ） 文部科学省、 経済産業省。

６ 号 核原料物質 文部科学省、 経済産業省

７ 号 放射性同位元素 汚染物質を含む 文部科学省（ 。）

８ 号 毒劇物（ 薬事法） 厚生労働省、 農林水産省

９ 号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省

10号 生物剤、 毒素 各省庁（ 主務大臣）

11号 毒性物質 経済産業省

( 2) 関係機関に対する情報提供

海上保安部長等知事は、 市町村、 消防本部、 県警察及び第十一管区海上保安本部

に対し生活関連等施設に関する情報を提供し 、 連携の確保に努める 。

２ 生活関連等施設の安全確保の留意点の周知等

( 1) 管理者に対する安全確保の留意点の通知

知事は、 生活関連等施設の管理者に対し 、 生活関連等施設に該当する旨及び所管

省庁が生活関連等施設の種類ごと に定めた安全確保の留意点（ 以下「 安全確保の留

海上保意点」 と いう ） を通知すると と も に、 県警察及び第十一管区海上保安本部。

と協力し、 生活関連等施設の管理者に対して施設の安全確保の留意点を周安部長等

知させ、 併せて関係機関と 施設の管理者と の連絡網を整備する 。

この場合において、 県は、 事業者と協議の上、 施設管理の実態に応じた連絡網を

構築する 。

( 2) 県が管理する生活関連等施設の安全確保

県は、 安全確保の留意点に基づき、 自ら管理する生活関連等施設の安全確保措置

の実施の在り 方について定める 。

( 3) 管理者に対する要請

県は、 生活関連等施設の管理者に対し、 安全確保の留意点を踏まえ、 既存のマニ

ュアル等を活用しつつ、 資機材の整備、 巡回の実施など武力攻撃事態等における安

全確保措置について定めるよ う 要請する 。 この場合において、 施設の管理者は、 そ

の自主的な判断に基づき、 安全確保措置について定めるこ と に留意する 。

( 4) 管理者に対する助言

県警察本部長又は第十一管区海上保安本部長は、 知事若しく は生活関連等施設の

管理者の求めに応じ 、 又は生活関連等施設の周辺状況、 治安情勢等を勘案し 、 自ら
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必要があると 認めると きは、 安全確保措置の実施に関し必要な助言を行う 。

なお、 海上保安部長等も同様の助言を行う こ と と さ れている 。

３ 市町村における平素からの備え

市町村は、 その区域内に所在する生活関連等施設について、 県を通じて把握すると

と もに、 県と の連絡体制を整備する 。

また、 市町村は、 安全確保の留意点に基づき 、 その管理に係る生活関連等施設の安

全確保措置の実施のあり 方について定める 。
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第２ 県が管理する公共施設等における警戒

県は、 その管理に係る公共施設等について、 特に情勢が緊迫している場合等におい

て、 必要に応じ 、 生活関連等施設の対応も参考にして、 来場者確認の徹底等の不審者

対策、 警察・ 消防等への定期的巡回依頼と連絡体制の確認、 職員及び警備員による見

回り ・ 点検、 ポスターや館内放送等による利用者への広報啓発など、 施設の種別等に

応じた警戒等の措置を実施する 。

市町村が管理する公共施設、 公共交通機関等における警戒についても 、 県の措置に

準じて実施するものと する 。 この場合において、 県警察及び第十一管区海上保安本部

と の連携を図るものと する 。等
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第４章 物資及び資材の備蓄、整備

県が備蓄、 整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、 以下のと お

り 定める 。

１ 基本的考え方

( 1) 防災のための備蓄と の関係

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、 従来の防災のた

めに備えた物資や資材と 共通するものが多いこ と から 、 原則と して、 国民保護措置

のための備蓄と防災のための備蓄と を相互に兼ねると と もに、 武力攻撃事態等にお

いて特に必要と なる物資及び資材について、 備蓄し 、 又は調達体制を整備する 。

( 2) 国と の連携

、 、県は 国民保護措置のために特に必要と なる物資及び資材の備蓄・ 整備について

国全体と しての対応を踏まえながら 、 国と の密接な連携のも と で対応する 。

２ 国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄、整備

( 1) 防災のための備蓄と の関係

県は、 住民の避難や避難住民等の救援の実施に当たり 必要な物資及び資材で、 国

民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄と を相互に兼ねるこ と ができるものに

ついては、 地域防災計画で定められている備蓄品目や備蓄基準等を踏まえ、 備蓄県

・ 整備する 。

( 2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材

国民保護措置の実施のため特に必要と なる化学防護服や放射線測定装置等の資機

材については、 国がその整備や整備の促進に努めるこ と と され、 また、 安定ヨ ウ素

剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のう ち国において備蓄・ 調達体制を整備する

こ と が合理的と考えられるものについては、 国において必要に応じて備蓄・ 調達体

制の整備等を行う こ と と されており 、 県と しては、 国の整備の状況等も踏まえ、 国

と連携しつつ対応する 。

( 3) 国、 市町村その他関係機関と の連携

県は、 国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄、 整備について、 国、 市町村そ

の他関係機関と連携する 。
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３ 県が管理する施設及び設備の整備及び点検等

( 1) 施設及び設備の整備及び点検

県は、 国民保護措置の実施も念頭におきながら 、 その管理する施設及び設備につ

いて、 整備し 、 又は点検する 。

( 2) ラ イフラ イン施設の代替性の確保

県は、 関係機関と 連携して、 上下水道、 工業用水道、 電気、 ガス等のラ イ フラ イ

ン施設について、 自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、 系統の多重化、

拠点の分散、 代替施設の整備等による代替性の確保の促進に努める 。

( 3) 復旧のための各種資料等の整備等

県は、 武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、 地籍調査の

、 、成果 不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について

既存のデータ等を活用しつつ整備し 、 その適切な保存を図り 、 及びバッ クアッ プ体

制を整備するよ う 努める 。

４ 市町村及び指定地方公共機関における物資及び資材の備蓄、整備

市町村及び指定地方公共機関は、 県と連携し 、 国民保護措置の実施のために必要な

物資及び資材について、 防災のための備蓄の品目、 備蓄量、 備蓄場所、 物資及び資材

の供給要請先等の確実な把握等に努めると と もに、 武力攻撃災害において迅速に供給

できる体制を整備するものと する 。



- -47

第５章 国民保護に関する啓発

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、 住民が国民保護に関する正しい知

識を身につけ、 武力攻撃事態等において適切に行動する必要がある 。

このため、 国民保護の意義や仕組みについて、 広く 住民の理解が深まるよ う 、 あらゆ

る機会を通じ説明を行う こ と が重要であるこ と から 、 国民保護に関する啓発や武力攻撃

事態等において住民がと るべき行動等に関する啓発のあり 方について必要な事項を、 以

下のと おり 定める 。

１ 国民保護措置に関する啓発

( 1) 啓発の方法

県は、 国と連携しつつ、 住民に対し、 広報誌、 パンフレッ ト 、 テレビ、 インター

ネッ ト 等の様々な媒体を活用して、 国民保護措置の重要性について継続的に啓発を

行う と と もに、 住民向けの研修会、 講演会等を実施する 。 また、 高齢者、 障害者、

外国人等に対しては、 点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態に応じ

た方法によ り 啓発を行う 。

( 2) 防災に関する啓発と の連携

県は、 啓発の実施に当たっては、 防災に関する啓発と も連携し 、 消防団及び自主

防災組織の特性も活かしながら 地域住民への啓発を行う 。

( 3) 学校における教育

県教育委員会は、 文部科学省の協力を得て、 児童生徒等の安全の確保及び災害対

応能力育成のため、 県立学校において、 安全教育や自他の生命を尊重する精神、 ボ

ランティ ア精神の養成等のための教育を行う 。

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発

( 1) 住民が取るべき対処等の啓発

県は、 武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市町村長等に対する通報義務、 不審

物等を発見した場合の管理者に対する通報等について、 啓発資料等を活用して住民

への周知を図る 。

また、 県は、 わが国に対する弾道ミ サイルの飛来の場合や地域においてテロが発

生した場合に住民がと るべき対処についても 、 国が作成する各種資料に基づき 、 住

民に対し周知するよ う 努める 。
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( 2) 運転者のと るべき措置の周知徹底

県警察は、 武力攻撃事態等において運転者がと るべき措置（ 車両の道路左側への

停止、 交通情報の入手、 規制区間外への車両の移動、 警察官の指示に従う こ と 等）

について、 自然災害時の措置に準じて周知徹底する 。

３ 市町村における国民保護に関する啓発

市町村は、 県が実施する啓発に準じて、 様々な媒体等を活用して住民に対する啓発

を行う ものと し 、 県国民保護計画に準じて、 市町村国民保護計画に必要なよ う 努める

事項を定めるものと する 。
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第３編 武力攻撃事態等への対処

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

事態認武力攻撃の兆候に関する情報を入手したり 、 国からのによる警報が発令された

場合には、 国民保護 対策本部の設置が行われる前の段階においても 、 県定が行われた 県

は適切な対応策をと らねばならない。

そのために、 県ではこ う した事態において危機管理体制を直ちに発動し 、 関係機関と

ため必要な事項について、 以下のと相互に情報収集、 連携を行い迅速な初動対応を行う

。おり 定める

１ 県緊急時対応危機管理連絡会議（仮称）等の設置招集等及び初動措置

( 1) 緊急時対応 連絡会議（ 仮称） 等の設置招集等県 危機管理

① 武力攻撃の兆候に関する情報を入手した場合等には、 情報収集と迅速な連絡体

制の確保を行う ため、 当初は防災危機管理課による 「 担当課体制」 をと るものと

する 。

② 住民からの通報、 市町村からの連絡その他の情報によ り 、 県職員が武力攻撃事

態が疑われる事案の発生を把握した場合は、 直ちにその旨を防災危機管理課を通

じて知事に報告するものと する 。

③ 知事 は、 現場からの情報によ り 多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握県

した場合において、 県と して的確かつ迅速に対処するため、 危機管理監を議長とす

る 「 緊急時対応 連絡会議（ 仮称 （ 又は知事を本部長と県 危機管理 常設 」 の招集） ）

する知事を本部長と する ま「 県危機管理対策本部（ 仮称 」 を速やかに設置する。）

た他都道府県における武力攻撃事態が疑われる事案の発生の場合などにおいても必

要に応じて 設置する。招集又は

④ 県緊急時対応 連絡会議 仮称 又は 県危機管理対策本部 仮「 （ ）」 「 （危機管理 の招集

称 」 を設置した場合は、 直ちに事案の発生について、 消防庁を経由して国（ 内））

閣官房） に連絡する 。

④ 「 緊急時対応連絡会議（ 仮称 」 又は「 県危機管理対策本部（ 仮称 」 は、 県警） ）

察、 消防機関、 第十一管区海上保安本部、 自衛隊等の関係機関を通じて当該事案

に係る情報収集に努め、 国、 市町村、 指定公共機関、 指定地方公共機関等の関係

（ ( 2) の①へ移動）機関に対して迅速に情報提供を行う 。

( 2) 事態認定前における の初動措置県危機管理連絡会議等

① 「 担当課体制 「 県危機管理連絡会議」 又は「 県危機管理対策本部」 は、 県警」、

察、 消防機関、 第十一管区海上保安本部等、 自衛隊等の関係機関を通じて当該事

案に係る情報収集に努め、 国、 市町村、 指定公共機関、 指定地方公共機関等の関

係機関に対して迅速に情報提供を行う 。
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緊急時対応 連絡会議（ 仮称 」 又は「 県危機管理対策②「 担当課体制 「 県 危機管理」、 ）

本部（ 仮称 」 は、 初動処置と して事態に応じて関係機関によ り 講じ ら れる消防）

、 、 、 、法 警察官職務執行法 災害対策基本法等に基づく 避難の指示 警戒区域の設定

救急救助等の応急措置についての情報を収集・ 分析し 、 被害の最小化を図る 。

また、 事態認定後においては、 退避の指示や県対策本部を設置すべき県の指定

に係る国への要請など、 国民保護法に基づく 措置を実施する 。

、 、 、( 3) 知事は 事案に伴い発生した災害への対処に関して 必要があると 認めると きは

国の関係機関や他の都道府県に対し支援を要請する 。

２ 県国民保護対策本部に移行する場合の調整

県は 「 緊急時対応連絡会議（ 仮称 」 又は「 県危機管理対策本部（ 仮称 」 を設置、 ） ）

した後に 政府において事態認定が行わ県危機管理連絡会議等の招集等を行った後に、

れ、 県対策本部を設置すべき県の指定の通知があった場合については、 直ちに県よる

対策本部を設置して新たな態勢 に移行すると と も に 「 緊急時対応連絡会議（ 仮体制 、

称 」 又は「 県危機管理対策本部（ 仮称 」 は廃止する 。） ）

、 、また 多数の人を 殺傷する行為等の事案に伴い発生 した災害に対処するためが 死傷

災害対策基本法に基づく 災害対策本部が設置された場合において後に、 その後政府に

おいて事態認定が行われ、 県対策本部を設置すべき県の指定の通知があった場合よる

には、 直ちに県対策本部を設置し 、 災害対策本部を廃止するものと する 。

県対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく 避難の指示等の措置が講じられてい

る場合には、 すでに講じられた措置に代えて、 改めて国民保護法に基づく 所要の措置

を講ずるなど必要な調整を行う も のと する 。

【事態認定前における 緊急時対応 等の設置 】県 危機管理連絡会議 等及び廃止の流れ
(※図差し替え、 下線部は訂正箇所)

設置等 廃止等警報の解除

武力攻撃 担当課体制 担当課体制
の兆候 警報が発令される

おそれなし
県危機管理連絡会議 県危機管理連絡会議

知事が適当と
県危機管理対策本部 認めた場合 県危機管理対策本部

事態認定
(警報)

県対策本部設置の通知

県対策本部の設置
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３ 市町村における初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

( 1) 市町村長が多数の人を殺傷する行為等の事案を把握した場合には、 市町村は、 県

に準じた体制の確立等、 必要な初動措置を講ずるものと する 。

( 2) ( 1) の体制を講じた後、 政府において事態認定が行われ、 市町村対策本部を設置

すべき市町村の指定の通知があった場合は、 直ちに市町村対策本部を設置し 、 新た

な体制に移行すると と もに（ 1) の体制を廃止する 。

( 3) 市町村対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく 措置等が講じられている場合

には、 必要な調整を行う ものと する 。
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第２章 県対策本部の設置等

県対策本部を迅速に設置するため、 県対策本部を設置する場合の手順や県対策本部の

組織、 機能等について、 以下のと おり 定める 。

１ 県対策本部の設置

( 1) 県対策本部を設置する場合については、 次の手順によ り 行う 。

① 県対策本部を設置すべき県の指定の通知

知事は、 内閣総理大臣から 、 総務大臣（ 消防庁） を経由して県対策本部を設置

すべき県の指定の通知を受ける 。

② 知事による県対策本部の設置

指定の通知を受けた知事は、 直ちに県対策本部を設置する 。 事前に 緊急時対県

応 連絡会議（ 仮称） 又は県危機管理対策本部（ 仮称） を設置して危機管理 を招集

いた場合は、 県対策本部に切り 替えるも のと する 。

③ 県対策本部員及び県対策本部職員の参集

県対策本部担当者は、 県対策本部員、 県対策本部職員等に対し、 沖縄県防災情

報システムの職員招集サブシステム等の連絡網を活用し、 県対策本部に参集する

よ う 連絡する 。

④ 県対策本部の開設

県対策本部担当者は、 直ちに県対策本部を本庁舎５ 階第１ 、 第２ 会議室に開設

すると と もに、 県対策本部に必要な各種通信システムの起動、 資機材の配置等必

要な準備を開始する （ 特に、 関係機関が相互に電話、 Ｆ ＡＸ 、 電子メ ール等を用

いるこ と によ り 、 通信手段の状態を確認 。）

知事は、 県対策本部を設置したと きは、 県議会に県対策本部を設置した旨を連

絡する 。 また、 県対策本部担当者は、 直ちに、 資料編に掲げる関係機関へ県対策

本部を設置した旨を通知する 。

⑤ 本部の代替機能の確保

本庁舎が被災等によ り 使用できない場合に備え、 以下の順位によ り 県対策本部

の予備施設を指定する 。 なお、 事態時の状況に応じ 、 知事の判断によ り 以下の順

位を変更するこ と を妨げるも のではない。

［ 第１ 位］ 南部土木事務所

［ 第２ 位］ 中部土木事務所又は消防学校

［ 第３ 位］ 北部合同庁舎

また、 県の区域を越える避難が必要で、 区域内に県対策本部を設置する こ と が

できない場合には、 避難先地域を管轄する知事と県対策本部の設置場所について

協議を行う 。
⑥ 交代要員等の確保

県は、 防災に関する体制を活用しつつ、 職員の配置、 食料、 燃料等の備蓄、 自
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家発電設備及び仮眠設備の確保等（ ロジスティ ッ クの確保） を行う 。

( 2) 県対策本部を設置すべき県の指定の要請等

知事は、 県が県対策本部を設置すべき県の指定が行われていない場合において、

県における国民保護措置を総合的に推進するために必要があると 認める場合には、
内閣総理大臣に対し 、 消防庁を経由して県対策本部を設置すべき県の指定を行う よ

う 要請する 。 県の区域内の市町村の長から 、 市町村対策本部を設置すべき市町村の

指定を行う よ う 要請があった場合も 、 同様と する 。

( 3) 県対策本部の組織構成及び機能

県対策本部の組織構成及び各組織の機能は、 以下のと おり と する 。

【 県対策本部の組織構成】

副本部長
副知事、出納長、警察本部長

本　部　長　　　知　　事

　　　　　　　　本　部　員
技監、知事公室長、総務部長、企画部長、
文化環境部長、福祉保健部長、農林水産
部長、観光商工部長、土木建築部長、出納
事務局長、企業局長、教育長、県立病院監

本
部
会
議

指揮

※必要に 応じ設置

・現地本部長
・現地副本部長
・現地本部員
・その他職員

※本部長が
　副本部長、
　本部員等
　から指名

現地対策本部

連絡
調整

総括情報部
　・総括情報班

　　(防災危機管理課)

　・連絡調整班

　　（秘書課）

・知事公室部
・総務部
・企画部
・文化環境部
・福祉保健部
・農林水産部
・観光商工部
・土木建築部
・出納部
・企業部
・監査委員部
・労働委員会部
・人事委員会部
・議会部

・北部地方本部（名護）
・中部地方本部（宜野湾）
・南部地方本部（那覇）
・宮古地方本部(宮古）
・八重山地方本部（石垣）

各地方本部

連携

連絡調整のため 必要なとき
本部会議に へ の出席を要請

・防衛庁、第十一管区海上保安
本部等の 指定(地方) 行政機関
・指定(地方)公共機関
・その他県職員以外の 者

教育委員会

公安委員会 警察本部
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【 県対策本部の各部の主な分掌事務】

部 部長
分 掌 事 務名 副部長

１ 関係する指定（ 地方） 行政機関からの情報収集、 連絡調整、 国民保各

護措置の実施の要請に関するこ と部

２ 所管する県有施設及び管内の被災情報等の収集に関するこ と共

３ 市町村と の連絡調整に関するこ と通

４ 出先機関（ 県） からの情報収集及び指示の伝達に関するこ と

５ 関係する指定（ 地方） 公共機関への国民保護措置の実施の要請、 連

絡調整に関するこ と

６ 関係するボランティ ア等の支援に関するこ と

１ 県が実施する国民保護措置の総括に関するこ と総 知事公室長

２ 本部の設置、 運営及び廃止に関するこ と括 基地防災統括監

３ 各部への本部決定事項の伝達及び分掌事務の調整に関するこ と情

４ 国民保護措置の実施に関する各部間の調整に関するこ と報

５ 他の都道府県に対する応援の求め、 消防庁への緊急消防援助隊の派部

遣要請及び受入等広域応援に関するこ と

６ 防衛庁への国民保護等派遣要請に関するこ と

７ 被災情報、 安否情報等の収集、 整理、 集約及び国への報告に関する

こ と

８ 本部の活動状況及び国民保護措置実施状況等の記録

１ 県対策本部長及び県対策副本部長等の秘書業務に関するこ と知 知事公室長

２ 被災状況や県対策本部における活動内容の公表、 報道機関と の連絡事 秘書広報統括監

調整、 記者発表に関するこ と公

３ 米軍と の連絡調整に関するこ と室

４ 危険物等の保安に関するこ と部

１ 東京事務所と の連絡に関するこ と総 総務部長

２ 国民保護法第151条、 152条に基づく 職員の派遣要請又はあっせんの務 総務統括監

要求に関するこ と部

３ 職員の健康管理及び国民保護措置従事職員の公務災害に関するこ と

４ 国民保護措置等に要する費用の資金計画に関するこ と

５ 県税の徴収猶予及び減免、 納入期限の延期等に関するこ と

６ 庁舎の整備、 保全対策及び県有財産の被害調査に関するこ と

７ 国民保護措置に必要な物資等の購入及び器具等の整備及び設営に関

するこ と

１ 地方本部（ 宮古・ 八重山支庁） と の連絡に関するこ と企 企画部長

２ 避難住民及び緊急物資の運送における交通体系の連絡調整に関する画 企画調整統括監

こ と部

３ 総合行政情報通信ネッ ト ワークによ る通信の確保及び庁内Ｌ ＡＮ等

を利用した被害状況等の収集及び発信にかかる指導に関するこ と
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４ 水の需給についての連絡調整に関するこ と

５ 市町村への行政指導に関するこ と４

１ 被服、 寝具その他生活必需品の給付及び貸与に関するこ と文 文化環境部長

２ 県民総合相談窓口の設置に関するこ と化 文化生活統括監

３ ボランティ ア総合窓口に関するこ と環

４ 避難所等の総合対策に関するこ と境

５ 瓦礫及び廃棄物に関するこ と部

６ 生活関連物資等の価格安定に関するこ と

１ 武力攻撃災害時における医療及び助産に関するこ と福 福祉保健部長

２ 救護班の編成及び派遣並びに被災者の応急救護に関するこ と祉 福祉企画統括監

３ 医療関係機関・ 団体と の連絡調整に関するこ と保

４ 感染症対策に関するこ と健

５ 医療品及び医薬 材料の調達及び配分に関するこ と部 衛生

６ 保健衛生対策に関するこ と

７ 飲料水の供給に関するこ と

遺体の埋葬及び処理に関するこ と８

１ 応急措置用副産物（ 農産物） の流通対策及び確保に関するこ と農 農林水産部長

２ 主食の確保及び主食配給の特別措置に関するこ と林 農政企画統括監

漁港施設、 農道、 林道 の状況把握、 保水 ３ 、 漁港関連施設、 農業用ダム

全対策に関するこ と産

農業団体と の連絡調整に関するこ と部 ４

１ 高圧ガス及び火薬類等の保安及び関係機関と の連絡調整に関するこ観 観光商工部長

と光 産業振興統括監

２ 生活物資の流通調整に関するこ と商

３ 被災者等の就労状況の把握及び被災地域等の雇用対策に関するこ と工

４ 被災中小企業の振興に関するこ と部

５ 観光客への情報提供等に関するこ と

１ 地方本部（ 各土木事務所） と の連絡に関するこ と土 土木建築部長

２ 交通不通箇所及び通行路線の把握に関するこ と木 土木企画統括監

３ 緊急通行道路及び橋り ょ う の確保に関するこ と建

４ 河川、 ダム、 港湾、 空港施設 の状況把握及び応急復旧築 、 港湾施設等

対策に関するこ と部

５ 都市公園内、 防災施設（ 耐震性貯水槽等） の稼働及び管理に関する

こ と

６ 都市モノ レールの状況把握及び緊急輸送に係る連絡調整に関するこ

と

７ 被災者の公営住宅への入居のあっせんに関するこ と

８ 応急仮設住宅の建設に関するこ と

１ 本部の歳入歳出 現金の出納に関するこ と出 出納事務局長 外

２ 義援金及び見舞金の保管及び出納に関するこ と納 会計課長
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３ 庁内自動車の管理及び輸送に関するこ と部

４ 救援物資等の出納、 保管及び管理に関するこ と

１ 武力攻撃災害時の配水に関するこ と企 企業局長

２ 水道及び工業用水道施設の状況把握及び応急復旧対策に関するこ と業 企業局次長

部

１ 部内又は他部の応援に関するこ と委監 監査委員事務局長

監査第一課長員査

部

１ 部内又は他部の応援に関するこ と員労 労働委員会事務局長

会働 労働委員会事務局総

部委 務課長

１ 部内又は他部の応援に関するこ と員人 人事委員会事務局長

会事 人事委員会事務局総

部委 務課長

１ 部内又は他部の応援に関するこ と議 議会事務局長

会 議会事務局次長

部

※ 国民保護措置に関する教育委員会の組織及び分掌事務は教育長が、 警察本部

の組織及び 事務分掌は県警察本部長が定める 。分掌

その他県対策本部の部内の組織及び運営等に関する事項については、 別に定

める 「 沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部運営要綱」 に

よるものと する 。

( 4) 県現地対策本部の設置

知事は、 避難住民数が多い地域等において、 市町村対策本部や指定地方公共機関

等と の連絡及び調整等をきめ細かく 行う 必要がある場合等において、 県対策本部の

事務の一部を行う ため必要があると 認めると きは、 県現地対策本部を設置する 。

県現地対策本部長や県現地対策本部員は、 県対策副本部長、 県対策本部員その他

。の職員のう ちから県対策本部長が指名する者をもって充てる

( 5) 県対策本部における広報等

県は、 武力攻撃事態等において、 情報の錯綜等による混乱を防ぐために、 県民に

適時適切な情報提供や行政相談を行う ため、 県対策本部における広報広聴体制を整

備する 。

( 6) 県対策本部長の権限

県対策本部長は、 その区域における国民保護措置を総合的に推進するため、 各種

の国民保護措置の実施に当たっては、 次に掲げる権限を適切に行使して、 国民保護

措置の的確かつ迅速な実施を図る 。
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【 県対策本部長の権限】

権 限 権限の内容・ 留意事項

① 県の区域内の国民保 ・ 県の区域に係る国民保護措置を的確に実施するため必要がある と 認め

護措置に関する 総合調 る と きは、 県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公

整 共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う 。

・ 市町村対策本部長から 総合調整の実施を要請さ れた場合において、 必

要があると 認める場合は、 所要の総合調整を行う 。

、 、・ 総合調整は 国民保護法の規定に基づき必要な範囲内で行う ものと し

市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性及び自

立性に配慮する。

② 国の対策本部長に対 ・ 国の対策本部長に対して、 指定行政機関及び指定公共機関が実施する

する総合調整の要請 国民保護措置に関して所要の総合調整を行う よ う 要請する 。

・ 要請は、 消防庁を窓口と して行い、 総合調整を要請する理由、 総合調

整に関係する機関等、 要請の趣旨を明らかにする 。

③ 職員の派遣の求め ・ 国民保護措置の実施に関し、 指定行政機関又は指定公共機関と 緊密な

連絡を図る必要がある と 認める と きは、 指定地方行政機関の長（ 当該

指定地方行政機関がないと きは、 当該指定行政機関の長） 又は当該指

定公共機関に対し、 その指名する職員を派遣するよ う 求める 。

・ 防衛庁長官に対して、 その指定する職員の県対策本部会議への出席を

求める （ 自衛隊の連絡員の派遣 。）

④ 情報の提供の求め ・ 国の対策本部長に対し、 県の区域に係る国民保護措置の実施に関し総

合調整を行う ため必要があると 認めると きは、 必要な情報の提供を求

める 。

・ 消防庁を窓口と して情報の提供を求める 。

⑤ 国民保護措置に係る ・ 総合調整を行う に際して、 関係機関に対し 、 県の区域に係る国民保護

実施状況の報告又は資 措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求める 。

料の求め

⑥ 県警察及び県教育委 ・ 県警察及び県教育委員会に対し、 県の区域に係る国民保護措置を実施

員会に対する 措置の実 するため必要な限度において、 必要な措置を講ずるよ う 求める 。

施の求め ・ 措置の実施を求める場合は、 要請する理由、 要請する措置の内容等、

当該求めの趣旨を明らかにして行う 。

( 7) 県対策本部の廃止

知事は、 内閣総理大臣から県対策本部を設置すべき県の指定の解除の通知を受け

たと きは、 遅滞なく 、 県対策本部を廃止する 。
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２ 通信の確保

( 1) 情報通信手段の確保

県は、 携帯電話、 衛星携帯電話、 移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しく

は、 インターネッ ト 、 Ｌ ＧＷＡＮ（ 総合行政ネッ ト ワーク ） 等の固定系通信回線の

利用又は臨時回線の設定等によ り 、 避難先地域等と の間で国民保護措置の実施に必

要な情報通信手段を確保する 。

( 2) 情報通信手段の機能確認

県は、 必要に応じ 、 情報通信手段の機能確認を行う と と もに、 支障が生じた情報

、 。通信施設の応急復旧作業を行う こ と と し そのための要員を直ちに現場に配置する

また、 直ちに総務省にその状況を連絡する 。

( 3) 通信輻輳によ り 生じる混信等の対策

県は、 武力攻撃事態等における通信輻輳によ り 生ずる混信等の対策のため、 必要

に応じ 、 通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、 自ら運用する無線局等の

通信統制等を行う など通信を確保するための措置を講ずるよ う 努める 。

( 4) 市町村における通信の確保

市町村は、 県における通信の確保に準じ 、 通信の確保を行う も のと する 。

【 県対策本部設置時の主な通信機器】

通 信 機 器 概 要

○消防防災無線 消防庁と各都道府県相互を結ぶ通信網

○総合行政 通信ネッ ト ワー 県と 市町村、 消防等関係機関相互を結ぶ通信網情報

ク

○地域衛星通信ネッ ト ワーク 通信衛星を利用して、 消防庁、 都道府県、 市町村等関係機関相互

を結ぶ通信網

○中央防災無線 内閣府直通電話

○水防道路用無線 国土交通省(沖縄総合事務局 ) と 各都道府県相互(土木建築部含む

門) を結ぶ通信網

○県庁内Ｌ ＡＮ 県の本庁、 支庁、 出先機関等を結ぶ ネッ ト ワークシステム情報

○沖縄県防災情報システム 県、 市町村、 消防本部の災害時情報共有システム

（ その他の通信機器及び概要等については、 資料編参照）
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第３章 関係機関相互の連携

県は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、 国、 他の都道府県、 市町村、 指

定公共機関及び指定地方公共機関、 その他関係機関と相互に密接に連携するこ と と し 、

それぞれの関係機関と県と の連携を円滑に進めるために必要な事項について、 以下のと

おり 定める 。

１ 国の対策本部との連携

( 1) 国の対策本部と の連携

県は、 国の対策本部と密接な連携を図る 。 この場合において県は、 原則と して、

消防庁を通じ 、 各種の調整や情報共有等を行う 。

( 2) 国の現地対策本部と の連携

県は、 国の現地対策本部が設置された場合は、 連絡員を派遣するこ と 等によ り 、

当該本部と 緊密な連携を図る 。

２ 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長等への措置要請

( 1) 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請

県は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると 認めると きは、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、 その所掌事務に係る国民保護

措置の実施に関し必要な要請を行う 。 この場合において、 県は、 要請する理由、 活

動内容等をできる限り 具体的に明らかにして行う （ 各省庁の窓口については、 資。

料編参照）

( 2) 市町村からの措置要請

県は、 市町村から 要請を行う よ う 求められたと きは、 その求めの趣旨を勘案し 、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関への要請を行う など適切な措置を講ずる 。

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請等

( 1) 自衛隊の部隊等の派遣要請等

① 知事は、 国民保護措置を円滑に実施するため必要があると 認めると きは、 防衛

庁長官に対し、 自衛隊の部隊等の派遣を要請する （ 国民保護等派遣 。）

要請を行う 場合には、 次の事項を明らかにすると と もに、 文書によ り 行う 。 た

だし 、 事態が急迫して文書によるこ と ができない場合には、 口頭又は電話その他

の通信手段によ り 行う （ 防衛庁の連絡窓口については、 資料編参照 。）
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○ 武力攻撃災害の状況及び派遣を要請する事由

○ 派遣を希望する期間

○ 派遣を希望する区域及び活動内容

○ その他参考と なるべき事項

【 自衛隊の活動内容（ 例 】）

武力攻撃事態等においては、自衛隊は、 その主たる任務である我が国に対する侵略を排除

するための活動に支障の生じない範囲で、可能な限り 以下の国民保護措置を実施すること と

なっている。

項 目 活 動 内 容

①避難住民の誘導 誘導、 集合場所での人員整理、 避難状況の把握等

②避難住民等の救援 食品の給与及び飲料水の供給、 医療の提供、 被災者の捜索及

び救出等

③武力攻撃災害への対処 被災状況の把握、 人命救助活動、 消防及び水防活動、 ＮＢ Ｃ

攻撃による汚染への対処等

④武力攻撃災害の応急復旧 危険な瓦礫の除去、 施設等の応急復旧、 汚染の除去等

② 知事は、 市町村長から 、 当該市町村の区域に係る国民保護措置を円滑に実施す

るため特に必要があると して要請の求めを受けたと きは、 その必要性等を総合的

に勘案し 、 防衛庁長官に対し 、 自衛隊の部隊等の派遣を要請する 。

③ 知事は、 国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、 防衛出動及び治安出動（ 内

閣総理大臣の命令に基づく 出動（ 自衛隊法第78条） 及び知事の要請に基づく 出動

（ 自衛隊法第81条 ） によ り 出動した部隊と も 、 県対策本部の連絡員等を通じて）

緊密な意思疎通を図る 。

【 自衛隊の国民保護等派遣の要請フロー】

防衛庁長官

市 町 村長

県 知 事

派遣の 要 請の
求め が できな
い 場合 の 連絡

自 衛隊 の 部隊等
の 派遣 の 要請 の
求め

自衛隊 の 部隊
等の 派遣の 要
請

国民保護等派遣の決定

自衛隊の 部隊等の 長

避 難誘導 、
救 援

武力 攻撃災
害へ の 対処

応 急復旧

自衛隊の 部隊

国民保護措置の 実施

出動
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４ 他の都道府県に対する応援の要求、事務の委託

( 1) 都道府県間の応援

① 県は、 必要があると 認めると きは、 応援を求める理由、 活動内容等を具体的に

明らかにした上で、 他の都道府県に対して応援を求める 。

② 県が他の都道府県に対し応援を求めた場合及び求めに応じ応援を実施する場合

、 （ 、には 国の対策本部における適切な措置の実施 関係行政機関による措置の実施

総合調整や応援の指示等） に資するため、 併せてその内容について消防庁を通じ

て国の対策本部に連絡を行う 。 ただし 、 県公安委員会が、 警察法第60条の規定に

基づき警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をしよ う と すると きは、

あらかじめ必要な事項を警察庁に連絡する 。

③ 応援を求める都道府県と の間であらかじめ相互応援協定等が締結されている場

合には、 応援を求める際の活動の調整や手続については、 その相互応援協定等に

基づき行う 。

( 2) 事務の一部の委託

① 県が、 国民保護措置の実施のため、 事務又は事務の一部を他の都道府県に委託

すると きは、 平素からの調整内容を踏まえ、 以下の事項を明らかにして委託を行

う 。

○委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

○委託事務に要する経費の支弁の方法、 その他必要な事項

② 他の都道府県に対する事務の委託を行った場合、 県は、 上記事項を公示すると

と もに、 消防庁を通じて、 総務大臣に届け出る 。

、 、 。また 事務の委託を行った場合は 知事はその内容を速やかに議会に報告する

５ 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請

県は、 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると 認めると きは、 関

係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、 その業務に係る国民保護措置の実

。 、 、 、施に関し必要な要請を行う この場合において 県は 当該機関の業務内容に照ら し

要請する理由や活動内容等をできる限り 具体的に明らかにする （ 指定公共機関等の。

連絡窓口については資料編参照）

６ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

( 1) 県は、 国民保護措置の実施のため必要があると きは、 指定行政機関の長若しく は

指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（ 指定公共機関である特定独立行政法

人をいう ） に対し、 当該機関の職員の派遣の要請を行う 。。

また、 必要があると きは、 地方自治法第252条の17第１ 項に基づき 、 他の地方公

共団体に対し、 当該地方公共団体の職員の派遣を求める 。



- -62

、 、( 2) 県は ( 1)の要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて

国民保護措置の実施のため必要があると きは、 総務大臣に対し 、 ( 1) の職員の派遣

について、 あっせんを求める 。

( 3) 県は、 市町村から 、 当該市町村の区域に係る国民保護措置を円滑に実施するため

特に必要があると して職員の派遣の要請を受けたと きは、 その必要性等を総合的に

勘案し 、 必要があると 認めると きは、 その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障の

ない限り 、 適任と 認める職員を派遣する 。

( 4) 県の委員会及び委員は、 職員の派遣を要請し 、 又はあっせんを求めよ う と すると

きは、 あらかじめ、 知事に協議する 。

( 5) 知事は、 市町村から 職員の派遣についてのあっせんの求めがあったと きは、 派遣

が必要と なる職種や派遣の必要性などを総合的に勘案し 、 必要に応じ 、 あっせんを

行う 。

７ 県の行う応援等

( 1) 他の都道府県に対して行う 応援等

① 県は、 他の都道府県から応援の求めがあった場合には、 求められた応援を実施

するこ と ができない場合や、 他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合な

ど、 正当な理由のある場合を除き、 必要な応援を行う 。

② 他の都道府県から 国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、 知事は、 所定

の事項を議会に報告すると と もに、 県は公示を行い、 消防庁を通じて総務大臣に

届け出る 。

( 2) 市町村に対して行う 応援等

① 県は、 市町村から 国民保護措置の実施に関し応援の求めがあった場合は、 求め

られた応援を実施するこ と ができない場合や、 他の機関が実施する国民保護措置

と競合する場合など、 正当な理由のある場合を除き 、 必要な応援を行う 。

② 県は、 市町村がその全部又は大部分の事務を実施するこ と ができなく なったと

きは、 平素からの調整を踏まえ、 当該市町村長が実施すべき国民保護措置の全部

又は一部を代わって実施する 。

③ 県は、 市町村長の実施すべき国民保護措置の代行を開始し 、 又は終了したと き

は、 その旨を公示する 。

( 3) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う 応援等

県は、 指定公共機関又は指定地方公共機関の行う 国民保護措置の実施について労

務、 施設、 設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、 求められた
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応援を実施するこ と ができない場合や、 他の機関が実施する国民保護措置と 競合す

る場合など、 正当な理由のある場合を除き 、 必要な応援を行う 。

８ 自主防災組織等に対する支援等

( 1) 自主防災組織に対する支援

県は、 自主防災組織による警報の伝達、 避難住民の誘導等の実施に関する協力に

ついて、 適切な情報の提供や、 活動に対する資材の提供等によ り 、 自主防災組織に

対する必要な支援を行う 。

( 2) ボランティ ア活動への支援等

県は、 武力攻撃事態等におけるボランティ ア活動に際しては、 その安全を十分に

確保する必要がある こ と から 、 武力攻撃事態等の状況を踏まえ、 住民からのボラン

ティ ア活動の希望の適否を判断する 。

また、 県は、 安全の確保が十分であると 判断した場合には、 ボランティ ア関係団

体等と相互に協力し 、 被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、 ボ

ランティ アへの情報提供、 ボランティ アの生活環境への配慮、 避難所等に臨時に設

置されるボランティ ア・ センター等におけるボランティ アの登録・ 派遣調整等の受

入体制の確保等に努め、 その技能等の効果的な活用を図る 。

( 3) 民間からの救援物資の受入れ等

県は、 関係機関等の協力を得ながら 、 国民、 企業等からの救援物資について受入

れを希望するものを把握し 、 その内容のリ ス ト 及び送り 先を県対策本部及び国の対

策本部を通じて国民に公表する 。 また、 救援物資の受入れ、 仕分け、 避難所への配

送等の体制の整備を図る 。

県が被災地又は避難先地域に該当しない場合は、 必要に応じ 、 救援物資に関する

問い合わせ窓口を設けると と も に、 被災地又は避難先地域のニーズについて広報を

行う 。

９ 住民への協力要請

県は、 国民保護法の規定によ り 、 次に掲げる措置を行う ために必要があると 認める

場合には、 住民に対し 、 必要な援助についての協力を要請する 。 この場合において、

要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する 。

○ 避難住民の誘導

○ 避難住民等の救援

○ 消火、 負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

○ 保健衛生の確保
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第４章 警報及び避難の指示等

第１ 警報の通知及び伝達

県は、 武力攻撃事態等において、 住民の生命、 身体及び財産を保護するため、 警報

の迅速かつ的確な通知及び伝達を行う こ と が極めて重要であるこ と から 、 警報の通知

及び伝達等に必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

【 警報の通知・ 伝達の流れ】

１ 警報の通知等

( 1) 警報の通知

① 知事は、 国の対策本部長が発令した警報が消防庁から通知された場合には、 直

ちに、 市町村長、 県の執行機関、 放送事業者その他の指定地方公共機関、 県の関

係出先機関、 その他の関係機関に通知する 。

② 知事は 「 武力攻撃が迫り 、 又は現に武力攻撃が発生したと 認められる地域」、

国（対策本部長）
警報の 発令

市町村長

知　事

住　　　　　　　　　　民

指定地方公共機関

放送事業者

指定公共機関

放送事業者

放送

放送

通知

伝達

通知

通知

通知

市町村の他の執行機関

その他の関係機関

県の他の執行機関

その他の関係機関

通知

通知

指定地方行政機関

その他の関係機関総務大臣（消防庁）

指定行政機関の 長
通知

通知

通知

通知

通知
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に該当する市町村については、 特に優先して通知すると と もに、 その受信確認を

行う 。

③ 知事は、 放送の速報性から 、 放送事業者が高い緊急情報の伝達能力を有するこ

と にかんがみ、 特に、 放送事業者である指定地方公共機関に対し、 迅速に警報の

内容を通知する 。

放送事業者である指定地方公共機関は、 当該警報の通知を受けたと きは、 その

国民保護業務計画で定めると ころによ り 、 警報の内容を速やかに放送するものと

する 。

( 2) 警報の伝達等

① 県は、 学校、 病院、 駅その他の多数の者が利用する施設の管理者に対し 、 国や

市町村と協力して内容を速やかに伝達するよ う 努める 。

② 県は、 警報の報道発表については速やかに行う と と も に、 県のホームページ

（ ： . . . . ） に警報の内容を掲載する 。http //www pref okinawa jp/index html
③ 県警察は、 市町村と協力して、 交番、 駐在所、 パト カー等の勤務員が拡声器を

活用するなどして、 警報の内容が的確かつ迅速に伝達されるよ う に図る 。

２ 市町村長の警報伝達の基準

( 1) 市町村長は、 知事から警報の通知を受けたと きは、 あらかじめ定められた伝達方

法 伝達先 手段 伝達順位 によ り 速やかに住民及び関係のある公私の団体 自（ 、 、 ） 、 （

治会等の市町村の実情に応じて定めておく もの） に伝達するものと する 。

( 2) 警報の伝達方法については、 当面の間は、 現在市町村が保有する伝達手段に基づ

き、 原則と して以下の要領によ り 行う ものと し 、 その他広報車の使用、 消防団や自

主防災組織による伝達、 自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外

の効果的な方法についても検討するものと する 。

① 武力攻撃が迫り 、 又は現に武力攻撃が発生したと 認められる地域に当該市町村

が含まれる場合は、 同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴

して住民に注意喚起した後、 武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を

周知するものと する 。

② 武力攻撃が迫り 、 又は現に武力攻撃が発生したと 認められる地域に当該市町村

が含まれない場合は、 市町村長が特に必要と 認める場合を除いてサイレンは使用

せず、 防災行政無線やホームページへの掲載をはじめと する手段によ り 、 周知を

図るも のと する 。

( 3) 市町村長は、 その職員並びに消防長及び消防団長を指揮し 、 あるいは自主防災組

織等の自発的な協力を得るこ と などによ り 、 各世帯等に警報の内容を伝達するこ と

ができるよ う 、 体制の整備に努めるものと する 。 この場合においては、 高齢者、 障

害者、 外国人等に対する伝達に配慮するものと する 。

http://....
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( 4) 警報の解除の伝達については、 武力攻撃予測事態及び武力攻撃事態の双方におい

て、 原則と して、 サイレンは使用しないこ と と する （ その他は警報の発令の場合。

と同様と する ）。

３ 緊急通報の発令

( 1) 緊急通報の発令

① 知事は、 武力攻撃災害が発生し、 又はまさに発生しよ う と している場合におい

て、 当該武力攻撃災害による住民の生命、 身体又は財産に対する危険を防止する

ため緊急の必要があると 認めると きは、 速やかに緊急通報を発令する 。

特に、 ゲリ ラや特殊部隊による攻撃の場合において、 知事は、 対処の現場から

情報を得た場合には、 事態の状況に応じ 、 迅速に緊急通報の発令を行う 。

② この場合において、 知事は、 武力攻撃災害の兆候の通知や県警察、 消防機関等

からの情報の正確性や事態の緊急性について十分に勘案した上で発令すると と も

に、 住民の混乱を未然に防止するよ う 留意する 。

( 2) 緊急通報の内容

緊急通報の内容は、 危急の被害を避ける観点から 必要最小限のものと し 、 明確か

つ簡潔なものと する 。

【 緊急通報の一例】

武力攻撃災害に関する緊急通報（ 一例）

沖 縄 県 知 事

○○年○○月○○日

○○時○○分 発令

○ 武力攻撃災害の現状及び予測

・ Ａ市○○海岸付近において、 不審なゴムボート が座礁。 武装した不審な２ ～３ 人組が付近に潜ん

でいる模様

・ ○○海岸付近にて銃撃と思われる音が聞こえたと の情報

・ 現在、 警察・ 海上保安部署 ・ 自衛隊等関係機関による調査が行われている 。庁

○ 留意事項

・ ○○海岸付近に居住する住民は、 テレビ ・ ラジオのスイ ッ チをつけて情報収集を行い、 今後の行

政の指示を待つこ と 。

・ その他不審者に関する情報等があれば、 沖縄県知事公室防災危機管理課( 098 866 2143) または最- -

寄り の警察、 海上保安部署 、 市町村、 消防へ電話、 ファ ッ ク ス、 電子メ ール管区海上保安本部等

等で連絡するこ と 。



- -67

（ 県防災危機管理課、 098 866 2143 098 866 3204 070700 . . )TEL: - - FAX: - - E-mail:aa @pref okinawa jp

( 3) 緊急通報の通知方法

緊急通報の関係機関への通知方法については、 原則と して警報の通知方法と同様

と する （ 警報における通知先に加え、 関係指定公共機関にも通知する 。。）

緊急通報において、 特定の地域について武力攻撃災害の予測を示した場合は、 当

該地域が含まれる市町村に対し特に優先して通知すると と もに、 受信確認を行う 。

緊急通報を発令した場合には、 速やかに国の対策本部にその内容を報告する 。

( 4) 放送事業者である指定地方公共機関による緊急通報の放送

放送事業者である指定地方公共機関は、 当該緊急通報の通知を受けたと きは、 そ

の国民保護業務計画で定めると ころによ り 、 緊急通報の内容を速やかに放送するも

のと する 。

４ その他

米軍基地内で勤務する駐留軍日本人従業員や民間事業者に対する警報等の情報伝達

のほか、 緊急通報に関わる米軍から 県に対する情報提供については、 国や在沖米軍の

国民保護担当窓口と調整し 、 必要な体制の整備を図るも のと する 。

※ 米軍基地所在都道府県における米軍と調整する必要がある事項や米軍と の連携のあ

り 方については、 関係省庁においてその対応を協議しており 、 一定の整理がついた段

階において、 今後、 情報提供を行う こ と と し ている 。受けるこ と になっ

（ ※印の記載は、 本頁下部に脚注と して記載）
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第２ 避難の指示等

武力攻撃事態等において、 住民の生命、 身体及び財産を保護するため、 避難に関す

る措置が極めて重要であるこ と から 、 避難の指示等について、 以下のと おり 定める 。

【 避難措置の指示・ 避難の指示の流れ】

【 避難措置の指示と 避難の指示の内容等】

指示をする者 指示の内容

避難措置の指示 国の対策本部長 ①住民の避難が必要な地域( 要避難地域)

②住民の避難先と なる 地域( 避難先地域)

※住民の避難の経路と なる 地域を含む。

③住民避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要

避難の指示 要避難地域を管轄 ①避難措置の指示の内容(上記①から③)

する知事 ②主要な避難の経路

③避難のための交通手段その他避難の方法

国（対策本部長）

避難措置の 指示

知　事

住　　　　　　　　　　民

指定地方公共機関

放送事業者

指定公共機関

放送事業者

放送

放送 通知

指示

指示・通知

指示・通知

その他の関係機関

県の他の執行機関

通知

指定地方行政機関

避難施設の管理者

総務大臣（消防庁）

指定行政機関の 長

通知

通知

通知

通知

通知

市町村長

要避難地域

通知

指示

通知

避難の 指示及びその内容の 通知(報告)の流れ

避難措置の 指示及びその内容の 通知の流れ

通知 報告

報告
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１ 避難措置の指示

( 1) 避難措置の指示を受けた場合等の連絡

① 知事は、 消防庁を通じて国の対策本部長による避難措置の指示を受け又は通知

を受けた場合には、 直ちに、 市町村長、 県の執行機関、 放送事業者その他の指定

地方公共機関、 県の関係出先機関、 その他の関係機関に通知する 。

② 知事は、 要避難地域又は避難先地域に該当する市町村については、 特に優先し

て通知すると と も に、 その受信確認を行う 。

( 2) 避難措置の指示に伴う 知事の措置

知事は、 避難措置の指示に関して、 当該指示を受け又は通知を受けた場合には、

それぞれの場合に応じて、 それぞれ以下の措置を実施する 。

① 要避難地域を管轄する場合

避難措置の指示を受け、 住民に対する避難の指示

② 避難先地域を管轄する場合

避難措置の指示を受け、 避難施設の開設や救援の準備等、 避難住民の受入れの

ための措置

③ 通知を受けた場合（ ①又は②以外の場合）

警報の伝達の場合と同様、 その内容を関係機関に伝達

２ 避難の指示

( 1) 住民に対する避難の指示

① 知事は、 避難措置の指示を受けたと きに要避難地域を管轄する場合は、 当該要

避難地域を管轄する市町村長を経由して、 当該要避難地域の住民に対し、 直ちに

避難を指示する 。 この場合において、 地理的特性等にかんがみ、 要避難地域に近

接する地域の住民の避難が必要であると 判断する場合には、 当該地域を管轄する

市町村長を経由して、 当該住民へも避難を指示する 。

② 知事は、 平素において準備した基礎的な資料を参考にしつつ、 県対策本部内に

集約さ れた情報をも と に、 個別の避難元、 避難先の割当、 避難の時期、 避難経路

や輸送 手段について総合的に判断し 、 避難の指示を行う 。運送

（ 県対策本部において集約すべき基礎的資料は、 第２ 編第２ 章２ ( 1) ）

【 避難の指示に際して調整を要する主な事項】

事 項 調整内容等

要避難地域に該当する市町村毎の ・ 関係市町村からの最新の情報の入手

避難住民等の人数の把握

避難のための運送手段の調整 ・ 運送事業者と の対応可能な輸送力や輸送方法 についての調整等

・ 県警察と の緊急通行車両の確認に係る調整
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主要な避難経路や交通規制の調整 ・ 県警察と の避難経路の選定・ 自家用車等の使用等に係る調整

・ 道路の状況に係る道路管理者と の調整

区域内外の避難施設の状況の確認 ・ 避難施設のリ スト に基づき、 個別の避難先の候補を選択

国による支援の確認 ・ 消防庁等を通じて国による支援要請の確認及び調整

・ 避難措置の指示に記載された国による措置内容の確認

・ 防衛庁への支援要請

市町村と の役割分担の確認 ・ 市町村の誘導能力の把握、 市町村の支援要望の聴取、 広域的な調整

自衛隊及び米軍の行動と 避難経路 ・ 県対策本部の自衛隊の連絡員を通じた現場レベルにおける調整

や避難手段の調整 ・ 国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応

【 避難の指示の内容（ 一例 】）

避難の指示（ 一例）

沖 縄 県 知 事

○月○日○時 現在

○ 本県においては、 ○日○時に国の対策本部長から 警報の通知を受けると と も に、 ○時に避難措置の指

示があった。

要避難地域の住民は、 次に掲げる避難の方法に従って、 避難されたい。

○ 本県における住民の避難は、 次の方法によ り 行う こ と 。

( 1) Ａ市ＡＡ地区の住民は、 Ｂ市Ｂ Ｂ 地区を避難先と し て、 ○日○時目途に住人の避難を開始するこ と

（ ○○時間を目途に避難を完了 。）

・ 輸送 手段及び避難経路運送

国道○○号により バス （ ○○会社、 ○○台確保の予定）

※ ○時から○時まで、 国道○号及び県道○号は交通規制（ 一般車両の通行禁止）

※ 細部については、 Ａ市の避難実施要領による 。

※ Ａ市職員の誘導に従って避難する 。

( 2) Ａ市Ｂ Ｂ地区の住民は、 Ｂ市Ｃ Ｃ地区を避難先と し て、 ○日○時目途に住民の避難を開始するこ と

（ ○○時間を目途に避難を完了 。）

・ 輸送 手段及び避難経路運送

徒歩によ り 、 緊急にＤＤ地区に移動の後、 追って指示を待つ。

・ ・ ・ 以下略・ ・ ・

（ 注） 避難の方法に大幅な変更が生じた場合には、 この内容について修正を行い、 改めて避難の指示を

行う 。

※ 関係機関が構ずべき措置の概要は、 避難措置の指示において明らかになるこ と から 、 必要な範囲で

その内容を記載。

○ 避難の指示に大幅な変更を伴う 場合は、 例えば、 次のよ う な場合が考えられる 。

・ 武力攻撃の現状及び予測が変わり 、 避難措置の指示の内容に大幅な変更があるよ う な場合

・ 当初の避難の見込みから遅れる等、 当初の指示の内容を変更するこ と が適当と判断される場合
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( 2) 放送事業者である指定地方公共機関による避難の指示の放送

放送事業者である指定地方公共機関は、 当該避難の指示の通知を受けたと きは、

その国民保護業務計画で定めると ころによ り 、 速やかに避難の指示の内容について

正確かつ簡潔に放送するものと する 。

( 3) 県の区域を越える住民の避難の場合の調整

① 知事は、 県の区域を越えて住民を避難させる必要があると きは、 避難先地域を

管轄する都道府県知事と 、 あらかじめ次の事項について協議する 。

・ 避難住民数、 避難住民の受入予定地域

・ 避難の方法（ 輸送 手段、 避難経路） 等運送

② この場合において、 大規模な着上陸侵攻に伴う 避難については、 避難措置の指

示に当たって国によ り 実質的な調整が図られるこ と から 、 都道府県間の協議にお

いては、 基本的に個別の地域の避難住民の割当等の細部の調整を図る 。

③ 知事は、 他の都道府県からの協議を受けた場合には、 必要に応じ区域内の市町

村と協議を行いつつ、 区域内の避難施設の状況や受入体制を勘案し 、 迅速に個別

に受入地域を決定し、 協議元の都道府県知事に通知する 。 この場合において、 受

入地域を管轄する市町村長及び避難施設の管理者に受入地域の決定を通知する 。

( 4) 国の対策本部長による利用指針の調整

自衛隊や米軍の行動と 国民保護措置の実施について、 道路、 港湾施設、 飛行場施

設等における利用のニーズが競合する場合には 知事は 国の対策本部長による 利、 、 「

用指針」 の策定に係る調整が開始されるよ う に、 消防庁を通じて国の対策本部に早

急に現場の状況等を連絡する 。 この場合において、 知事は、 国の対策本部長による

意見聴取（ 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第６ 条第３

項等） 及び国の対策本部長からの情報提供の求め（ 同法第６ 条第４ 項等） に適切に

対応できるよ う 、 避難の現状、 施設の利用の必要性や緊急性等について、 県の意見

や関連する情報をまと める 。

( 5) 避難の指示の国の対策本部長への報告

知事は、 避難の指示をしたと きは、 消防庁を通じて、 国の対策本部長にその内容

を報告する 。

( 6) 避難の指示の通知及び伝達

避難の指示の関係機関への通知方法については、 原則と して警報の通知方法と同

様と する （ 警報における通知先に加え、 関係指定公共機関にも通知する 。。）

この場合において、 避難先地域を管轄する市町村長に対しては、 受入れのための

体制を早急に整備できるよ う 、 特に優先して通知すると と もに、 受信確認を行う 。
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( 7) 避難施設の管理者への通知

知事は、 管理者が避難施設の開設を早急に行う こ と ができるよ う 、 避難先地域の

避難施設の管理者に対して、 避難の指示の内容を通知する 。

( 8) その他

県は、 国（ 環境省、 農林水産省等） が別途示す「 動物の保護等に関する配慮につ

いての基本的な考え方」 を踏まえ、 危険動物等の逸走対策、 飼養等されていた家庭
動物の保護収容等について、 所要の措置を講ずるものと する 。

３ 避難の指示における地域特性への配慮

( 1) 米軍基地周辺の住民の避難等

知事は、 米軍基地周辺の住民や駐留軍日本人従業員の避難については、 その地域

の実情に応じ 、 基地内の通行や基地内への避難も含め、 国や在沖米軍の国民保護担

（ ）当窓口と 調整し 必要な措置を講ずるものと する、 。 ※印の記載は本頁下部に脚注と して記載

※ 米軍基地所在都道府県における米軍と調整する必要がある事項や米軍と の連携のあ

り 方については、 関係省庁においてその対応を協議しており 、 一定の整理がついた段

階において、 今後、 情報提供を行う こ と と し ている 。受けるこ と になっ

( 2) 離島における住民の避難

第３ 編第13章で定める 。

( 3) 都市部における住民の避難

都市部の住民を実際に避難させる必要が生じた場合、 基本指針においては、 国の

対策本部長は、 あらかじめ避難の準備ができる場合を除いて、 まず直ちに近傍の屋

内施設に避難するよ う 避難措置の指示を行い、 その後の事態の推移に応じて適切な
指示を行う など、 混乱発生の防止に努めるものと されている 。

知事は、 国の対策本部長の避難措置の指示を踏まえ、 人口規模に見合った避難の

ための交通手段や受入施設の確保等、 あらかじめ避難の準備ができる場合には、 避

難先地域への避難の指示を行い、 それ以外の場合には、 近傍の屋内への避難の指示

を行う と と もに、 その後の事態の推移に応じた国の対策本部長の指示を待って対応

するものと する 。

( 4) 観光客等の避難

県は、 地域によっては地理に不案内な観光客や旅行者が相当数滞在しているこ と

から 、 避難が円滑に行われるよ う 、 沖縄 コンベンショ ンビューロー等関係機関観光

と 連携し 「 真南風ネッ ト （ . . . . ） によ る情報の伝達、 」 http://www ocvb or jp/index php
等、 所要の措置を講ずるものと する 。

４ 武力攻撃事態等の類型における留意事項

類 型 避難における留意事項

http://....
http://wwwocvborjp/indexphp
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着上陸侵攻 ・ 事前の準備が可能であり 、 先行避難が必要である。

・ 要避難地域が広範囲と なると と もに、 その期間も比較的長期に及ぶこ と を前

提に対処する 。

・ 速やかな避難のための輸送力を確保する必要がある 。

・ 県の区域を越える 大規模な避難は、 国の総合的な方針に基づく 避難措置の指

示を待って対応する 。

ゲリ ラや特殊部隊による攻撃 ・ 国の対策本部長による避難措置の指示が行われた場合には、 早急に避難の指

示を行い、 当該要避難地域からの避難（ 屋内への一時避難も含む） を迅速に

実施する 。

・ 急襲的な攻撃によ り 、 国の対策本部長による避難措置の指示を待ついと まが

ない場合には、 現場の状況に照ら して、 緊急通報の発令、 退避の指示、 警戒

区域の設定等を行い、 危険な地域への一般住民の立入禁止を徹底する 。

・ 住民の避難が円滑に行われるよ う 、 県対策本部の連絡員等を通じて、 避難経

路等について、 迅速に協議を行う 。

弾道ミ サイル攻撃 ・ 当初は屋内避難が指示されるこ と から 、 警報と同時に、 住民を屋内に避難さ

せる。

・ できるだけ近傍のコンク リ ート 造り 等の堅ろう な施設や建築物の地階等の地

下施設に避難させる 。

・ 着弾直後については、 その弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から

屋外に出るこ と は危険を伴う こ と から 、 屋内避難を継続すると と もに、 被害

内容が判明後、 国からの避難措置の指示の内容を踏まえ、 他の安全な地域へ

の避難を行う など 、 避難措置の指示の内容に沿った避難の指示を行う 。

、 。航空攻撃 ・ 急襲的に航空攻撃が行われる場合は 弾道ミ サイルの場合と同様の対応をと る

ＮＢ Ｃ攻撃 ・ 避難誘導する者に防護服を着用させる等安全を図るための措置や風下方向を

避けて避難を行う こ と などに留意して避難の指示を行う 。

・ 国の対策本部長から通知される、 攻撃の特性に応じた避難措置の指示の内容

を踏まえ、 避難の指示を行う 。

武力攻撃に伴う 原子力艦の原 ・ 事態の状況を見て、 コンク リ ート 屋内等への屋内避難を指示する 。

子力災害 ・ 事態の進捗に応じて、 他の地域への避難によらなければ相当の被ばく を避け

られない場合には、 当該避難を指示する 。

・ 事態の状況によ り 避難措置の指示を待ついと まがない場合は、 その判断によ

り 緊急通報を発令し 、 避難の指示などの応急措置を講ずる 。

５ 県による避難住民の誘導の支援等

( 1) 市町村長の避難実施要領策定の支援

知事は、 市町村長から 避難実施要領を策定するに当たって意見の聴取を求められ

た場合には、 避難の指示の内容に照ら し市町村長が円滑な避難住民の誘導が行える

よ う 、 必要な意見を述べる 。 この場合において、 県警察は、 交通規制、 避難経路等

について、 避難住民の効率的な運送や混乱の防止の観点から 必要な意見を述べる 。
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( 2) 市町村長による避難誘導の状況の把握

知事は、 避難実施要領の策定後においては、 市町村長による避難住民の誘導が避

難実施要領に従って適切に行われているかについて、 市町村長からの報告、 派遣し

た現地連絡員や避難住民の誘導を行う 警察官等からの情報に基づき 、 適切に状況を

把握する 。

県警察は、 避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよ う 必要な措

置を講ずると と もに、 交通規制や混乱の防止、 車両・ 航空機等による情報収集を行

う ほか、 市町村からの要請に基づく 所要の措置を講ずる 。

( 3) 市町村長による避難住民の誘導の支援や補助

知事は、 避難住民の誘導状況を把握した上で、 必要と判断する場合には、 市町村

長に対して食料、 飲料水、 医療及び情報等の提供を行う など適切な支援を行う 。 市

町村長からの要請があった場合についても同様と する 。

特に、 市町村長が県の区域を越えて避難住民の誘導を行う 場合や市町村長から 要

請があった場合には、 現地に県職員を派遣して、 避難先都道府県と の調整に当たら

せるなど、 その役割に応じた避難住民の誘導の補助を行う 。

( 4) 広域的見地からの市町村長の要請の調整

知事は、 複数の市町村長から 警察官等による避難住民の誘導の要請が競合した場

合など避難誘導に係る資源配分について広域的観点から 調整が必要であると 判断し

た場合には、 それらの優先順位を定めるなど市町村長の要請に係る所要の調整を行

う 。

また、 市町村長から 県警察等に連絡が取れない場合などにおいては、 警察官等に

よる避難住民の誘導に関して、 知事自らが要請を行う 。

( 5) 市町村長への避難誘導に関する指示

知事は、 避難の指示の内容に照ら して、 市町村長による避難住民の誘導が適切に

行われていないと 判断する場合においては、 市町村長に対し、 避難住民の誘導を円

滑に行う べきこ と を指示する 。 この場合において、 指示に基づく 所要の避難住民の

誘導が市町村長によ り 行われないと きは、 知事は、 市町村長に通知した上で、 県職

員を派遣し 、 当該派遣職員を指揮して避難住民の誘導に当たらせる 。

( 6) 国及び他の地方公共団体への支援要請

知事は、 物資の支援及び調整等、 避難誘導を円滑に実施させるための措置等を積

極的に行う と と もに、 県のみでは適切な支援及び調整が行えないと 判断した場合に

おいては、 国又は他の地方公共団体に支援を要請する 。

( 7) 内閣総理大臣の是正措置に係る対応

知事は、 避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置が行われた
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場合は、 避難住民の誘導が円滑に行われるよ う 、 市町村長に対する支援、 是正の指

示、 避難住民の誘導の補助等を行う 。

( 8) 避難住民の運送の求めに係る調整

知事は、 市町村の区域を越えて避難住民の運送が必要と なる場合若しく は複数の

市町村長によ る運送の求めが競合した場合又は競合する こ と が予想さ れる場合に

は、 よ り 広域的な観点からそれらの優先順位等を定めると と もに、 避難住民の誘導

が円滑に行われるよ う 、 運送事業者である 指定地方公共機関に対指定公共機関又は

し、 自ら運送の求めを行う 。

知事は、 運送事業者である指定地方公共機関による避難住民の運送が円滑に行わ

れていない場合は、 避難住民の運送を円滑に行う べき こ と を当該機関に指示する 。

当該指示に当たっては、 警報の内容等に照ら し 、 当該機関の安全が確保されている

こ と を確認すると と もに、 安全確保のため、 当該機関に対し、 武力攻撃の状況につ

いての必要な情報の提供を行う 。

知事は、 運送事業者である指定公共機関が運送の求めに応じないと きは、 国の対

策本部長に対し、 その旨を通知する 。

( 9) 指定地方公共機関による運送の実施

運送事業者である指定地方公共機関は、 知事又は市町村長から 避難住民の運送の

、 、 。 、求めがあったと きは 正当な理由がない限り その求めに応じるも のと する また

武力攻撃事態等において、 それぞれの国民保護業務計画に定めると ころによ り 、 旅

客の運送を確保するために必要な措置を講ずるものと する 。

６ 避難実施要領

市町村国民保護計画によ り 作成する避難実施要領に定めるべき項目や策定の際の留

意事項について、 以下のと おり 定める 。

( 1) 避難実施要領の策定

市町村長は、 避難の指示の通知を受けた場合は、 直ちに、 県、県警察等関係機関の

意見を聴きつつ、 消防庁が作成するマニュアルを参考にしてあらかじめ作成した避難

実施要領のパターンの中から 、 的確かつ迅速に避難実施要領を策定するものとする。

( 2) 避難実施要領作成の際の主な留意事項

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位

避難が必要な地域の住所を可能な限り 明示すると と もに、 自治会、 町内会、 事

務所等、 地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を記載する 。

② 避難先

避難先の住所及び施設名を可能な限り 具体的に記載する 。

③ 一時集合場所及び集合方法
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避難住民の誘導や運送の拠点と なるよ う な、 一時集合場所等の住所及び場所名

を可能な限り 具体的に明示すると と もに、 集合場所への交通手段を記載する 。

④ 集合時間

避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時間を可能な限り 具

体的に記載する 。

⑤ 集合に当たっての留意事項

集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、 要避難援護者への配慮事項等、

集合に当たっての避難住民の留意すべき事項を記載する 。

⑥ 避難の手段及び避難の経路

集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示すると と もに、 避難誘導の開始時

間及び避難経路等、 避難誘導の詳細を可能な限り 具体的に記載する 。

⑦ 市町村職員、 消防職団員の配置等

避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよ う 、 関係市町村職員、 消防職団

員の配置及び担当業務を明示すると と も に、 その連絡先等を記載する 。

⑧ 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者への対応

高齢者、 障害者、 乳幼児等、 自ら避難するこ と が困難な者の避難誘導を円滑に

実施するために、 これらの者への対応方法を記載する 。

⑨ 要避難地域における残留者の確認

要避難地域に残留者が出ないよ う 、 残留者の確認方法を記載する 。

⑩ 避難誘導中の食料等の支援

避難誘導中に避難住民へ、 食料・ 水・ 医療・ 情報等を的確かつ迅速に提供でき

るよ う 、 それら支援内容を記載する 。

⑪ 避難住民の携行品、 服装

避難住民の誘導を円滑に実施できるよ う な必要最低限の携行品、 服装について

記載する 。

⑫ 問題が発生した際の緊急連絡先等

避難所から離脱した場合など問題が発生した際の緊急連絡先を記述する 。

【 避難実施要領のイ メ ージ】

避難実施要領（ 一例）

沖 縄 県 Ａ 市 長

○月○日○時現在

１ 避難の経路、 避難の手段その他避難の方法

Ａ市における住民の避難は、 次の方法で行う ものと する。

( 1) Ａ市のＡ １ 地区の住民は、 Ｂ市のＢ １ 地区にある 市立 1高校体育館を避難先と して、 ○日○時を目B B
途に住民の避難を開始する。

【 避難経路及び避難手段】

○ 避難の手段（ バス ・ 船舶・ その他）

バスの場合： Ａ市Ａ １ 地区の住民は、 Ａ市立Ａ １ 小学校グラウンド に集合する 。 その際、 ○日○

時を目途に、 できるだけ自治会、 町内会、 事業所等の単位で行動するこ と 。

集合後は、 ○○バス会社の用意したバスによ り 、 国道○○号線を利用して、 Ｂ市立Ｂ
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１ 高校体育館に避難する。

船舶の場合： Ａ市１ 地区の住民は、 Ａ市Ａ港に、 ○日○時○分を目途に集合する 。 その際、 ○日

○時○分を目途に、 できるだけ自治会、 町内会、 事業所等の単位で行動する こ と 。 集合

後は、 ○日○時○分発Ｂ 市Ｂ １ 港行きの、 ○○汽船が所有するフェ リ ー○○号に乗船す

る 。

・ ・ ・ ・ 以下略・ ・ ・

( 2) Ａ市Ａ ２ 地区の住民は、 Ｂ 市Ｂ ２ 地区にあるＢ 市立Ｂ ２ 中学校を避難先と し て、 ○日○時○分を目途

に住民の避難を開始する。

・ ・ ・ ・ 以下略・ ・ ・

２ 避難住民の誘導の実施方法

( 1) 職員の役割分担

避難住民の避難誘導が円滑に行えるよ う 、 以下に示す要員及びその責任者等について、 市職員等の割

り 振り を行う 。

・ 住民への周知要員

・ 避難誘導要員

・ 市対策本部要員

・ 現地連絡要員

・ 避難所運営要員

・ 水、 食料等支援要員 等

( 2) 残留者の確認

市で指定した避難の実施時間の後 すみやかに 避難を指示した地区に残留者がいないか確認する 時、 、 。（

間的余裕がある場合は、 各世帯に声をかける ）。

( 3) 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者に対する避難誘導

誘導に当たっては、 傷病者、 障害者、 高齢者、 幼児等を優先的に避難誘導する 。 また、 自主防災組織

や自治会など地域住民にも 、 福祉関係者と の連携の下、 市職員等の行う 避難誘導の実施への協力を要請

する。

３ その他避難の実施に関し必要な事項

( 1) 携行品は、 数日分の飲料水や食料品、 生活用品、 救急医薬品、 ラジオ、 懐中電灯等、 必要なも のを入

れた非常持出品だけと し， 身軽に動けるよ う にする 。

( 2) 服装は、 身軽で動きやすいものと し 、 帽子や頭巾で頭を保護し、 靴は底の丈夫な履きなれた運動靴を

履く よ う にする。

( 3) 避難誘導から離脱してしまった場合などの、 緊急時の連絡先は以下のと おり と する。

Ａ市対策本部 担当 △山○男

Ｔ Ｅ Ｌ 098 8|| ||51（ 内線 ||||）- -
Ｆ ＡＸ 098 8|| ||52- -

・ ・ ・ ・ 以下略・ ・ ・

７ 避難所等における安全確保等

県警察は、 被災後の無人化した住宅街、 商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送

路及び集積地における混乱、 避難所内でのト ラブル等を防止するため、 被災地及びそ

の周辺（ 海上を含む ） におけるパト ロールの強化、 避難所等の定期的な巡回等を行。

い、 住民の安全確保、 犯罪の予防に努めるほか、 多数の者が利用する施設等の管理者

に対し必要な要請を行い、 当該施設の安全の確保を図る 。 また、 被災地において発生

しがちな悪質商法等の生活経済事犯、 窃盗犯、 粗暴犯等の取締り を重点的に行う 。



- -78

警察署等においては、 地域の自主防犯組織等と 安全確保に関する情報交換を行う な

ど連携を保ち、 また、 住民等からの相談に対応するこ と を通じ 、 住民等の不安の軽減

に努める 。
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第５章 救援

知事は、 避難先地域において、 避難住民や被災者の生命、 身体及び財産を保護するため

に救援に関する措置を実施する必要があるため、 救援の内容等について、 以下のと おり 定

める 。

１ 救援の実施

( 1) 救援の実施

知事は、 国の対策本部長による救援の指示を受けたと きは、 救援を必要と してい

る避難住民等に対し 、 関係機関の協力を得て、 次に掲げる措置を行う 。

ただし 、 事態に照ら し緊急を要し、 国の対策本部長による救援の指示を待ついと

まがないと 認められる場合には、 当該指示を待たずに救援を行う 。

① 収容施設の供与

② 食品・ 飲料水及び生活必需品等の給与又は貸与

③ 医療の提供及び助産

④ 被災者の捜索及び救出

⑤ 埋葬及び火葬

⑥ 電話その他の通信設備の提供

⑦ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

⑧ 学用品の給与

⑨ 死体の捜索及び処理

⑩ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、 竹木等で、 日常

生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

( 2) 市町村による救援の実施に係る調整

知事は、 あらかじめ調整した役割分担に沿って、 市町村長と 緊密に連携して救援

を行う と と もに、 市町村長が当該役割に沿って迅速かつ的確に救援を行っていない

場合には、 当該救援を行う よ う 指示する 。

この場合において、 知事は、 市町村長が行う 救援の内容及び当該救援を行う 期間

を市町村長へ通知する 。

２ 関係機関との連携

( 1) 国への要請等

、 、 、 。知事は 救援を行う に際して 必要と判断した場合は 国に対して支援を求める

この場合において、 具体的な支援内容を示して行う 。
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厚生労働大臣から 他の都道府県の救援の実施について応援すべき旨の指示があっ

た場合には、 当該都道府県に対して応援を行う 。

( 2) 他の都道府県知事に対する応援の求め

知事は、 救援を実施するため必要があると 認めると きは、 他の都道府県に応援を

求める 。 この場合において、 応援を求める都道府県と の間にあらかじめ締結された

、 。相互応援協定等があると きは 当該協定等の定める活動の調整や手続に基づき行う

( 3) 市町村と の連携

１ ( 2) において市町村が行う こ と と さ れている 救援の実施に関する事務以外の事

務について、 市町村長は知事の行う 救援を補助するこ と と されているこ と から 、 県

は、 市町村と密接に連携する 。

( 4) 日本赤十字社と の連携

知事は、 救援の措置のう ち必要と される措置又はその応援について、 日本赤十字

社に委託するこ と ができる 。 この場合には、 災害救助法における実務に準じた手続

によ り 行う 。

( 5) 緊急物資の運送の求め等

知事が運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、 緊急物資の

運送を求める場合は、 第３ 編第４ 章第２ の５ の( 8)に準じて行う 。

( 6) 指定地方公共機関による緊急物資の運送

指定地方公共機関による緊急物資の運送については 第３ 編第４ 章第２ の５ の( 9)、

に準じて行う 。

( 7) 在沖米軍と の連携

知事は、 武力攻撃災害時における救援を円滑に実施するため、 海軍病院に応援を

要請するなど、 在沖米軍と も連携し 、 必要な措置を講ずるよ う 努めるものと する 。

）（ ※印の記載は本頁下部に脚注と して記載

※ 米軍基地所在都道府県における米軍と調整する必要がある事項や米軍と の連携のあ

り 方については、 関係省庁においてその対応を協議しており 、 一定の整理がついた段

階において、 今後、 情報提供を行う こ と と し ている 。受けるこ と になっ

３ 救援の内容

( 1) 救援の基準

知事は 「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による、

救援の程度及び方法の基準 （ 平成16年厚生労働省告示第343号。 以下「 救援の程度」

及び基準」 と いう ） に基づき救援を行う 。。
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知事は 「 救援の程度及び基準」 によっては救援の実施が困難であると 判断する、

場合には、 厚生労働大臣に対し 、 特別な基準の設定について意見を申し出る 。

( 2) 救援に関する基礎資料

知事は、 平素において準備した基礎的な資料を参考にしつつ、 県対策本部内に集

約された情報をも と に、 救援に関する措置を実施する 。

（ 県対策本部において集約すべき基礎的資料は、 第２ 編第２ 章の２ の( 1) ）

( 3) 救援の内容

知事は、 救援の実施に際しては、 それぞれ次の点に留意して行う 。

救援の内容 留 意 点

①収容施設の供与 ・ 避難所の候補の把握（ 住民を収容可能な学校、 公民館等公的施設、 社会福祉施

設、 設置可能な仮設小屋、 天幕等と その用地の把握）

・ 仮設ト イレの設置及び清掃・ 消毒等の適切な管理

・ 避難所におけるプラ イバシーの確保への配慮

・ 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者に対する福祉避難所の供与

・ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し 、 高齢者、 障害者そ

の他特に配慮を要する者を収容する長期避難住宅等の供与

・ 収容期間が長期にわたる場合の対応（ 長期避難住宅等（ 賃貸住宅、 宿泊施設の

居室等を含む ） と その用地の把握）。

・ 長期避難住宅等の設置のための資機材等に不足が生じた場合の対応

・ 提供対象人数及び世帯数の把握

②食品 ・ 飲料水及び ・ 食品・ 飲料水及び生活必需品等の備蓄物資の確認

生活必需品等の給 ・ 物資の供給体制の整備、 流通網の確認、 不足が生じた場合の国等への支援要請

与又は貸与 ・ 提供対象人数及び世帯数の把握

・ 引き渡し場所や集積場所の確認、 運送手段の調達、 物資輸送の際の交通規制

③医療の提供及び助 ・ 医薬品、 医療資機材、 ＮＢ Ｃ対応資機材等の所在の確認

産 ・ 被災状況（ 被災者数、 被災の程度等） の収集

・ 救護班の編成、 派遣及び活動に関する情報の収集

・ 避難住民等の健康状態の把握

・ 利用可能な医療施設、 医療従事者の確保状況の把握

・ 医薬品、 医療資機材等が不足した場合の対応

・ 物資の引渡し場所や一時集積場所の確保

・ 臨時の医療施設における応急医療体制の確保

④被災者の捜索及び ・ 被災者の捜索及び救出の実施についての県警察、 消防機関及び自衛隊、 第十一

救出 管区海上保安本部等の関係機関と の連携

・ 被災情報、 安否情報等の情報収集への協力

⑤埋葬及び火葬 ・ 墓地及び火葬場の被災状況、 墓地の埋葬可能数及び火葬場の火葬能力等の把握

・ 埋葬及び火葬すべき遺体の所在等についての情報集約体制
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・ 関係行政機関等と の連携による墓地及び火葬場までの遺体の搬送体制の確保

・ 広域的な火葬計画等を踏まえた対応（ 広域火葬計画の策定について（ 平成９ 年「

11月13日衛企第162号厚生省生活衛生局長通知 」 参考））

・ 県警察及び第十一管区海上保安本部等と の連携による身元の確認、 遺族等への

遺体の引渡し等の実施

・ 国民保護法第122条及び国民保護法施行令第34条の規定に基づき墓地、 埋葬等に

関する 法律における埋葬及び火葬の手続に係る特例が定めら れた場合の対応

（ 厚生労働省が定める同法第５ 条及び第14条の特例）

⑥電話その他の通信 ・ 収容施設で保有する電話その他の通信設備等の状況把握

設備の提供 ・ 電気通信事業者等と の設置工事の実施等を含めた調整

・ 電話その他の通信設備等の設置箇所の選定

・ 聴覚障害者等への対応

⑦武力攻撃災害を受 ・ 住宅の被災状況の収集体制（ 被災戸数、 被災の程度）

けた住宅の応急修 ・ 応急修理の施工者の把握、 修理のための資材等の供給体制の確保

理 ・ 住宅の応急修理時期や優先箇所の決定

・ 応急修理の相談窓口の設置

⑧学用品の給与 ・ 児童生徒の被災状況の収集

・ 不足する学用品の把握

・ 学用品の給与体制の確保

⑨死体の捜索及び処 ・ 死体の捜索及び処理の実施についての県警察、 消防機関及び自衛隊、 第十一管

理 区海上保安本部等の関係機関と の連携

・ 被災情報、 安否情報の確認

・ 死体の捜索及び処理の時期や場所の決定

・ 死体の処理方法（ 死体の洗浄、 縫合、 消毒等、 一時保存（ 原則既存の建物） 及

び検案等の措置）

・ 死体の一時保管場所の確保

⑩武力攻撃災害によ ・ 障害物の除去の対象と なる住居等の状況の収集

っ て住居又はその ・ 障害物の除去の施工者と の調整

周辺に運び込ま れ ・ 障害物の除去の実施時期

た土石 、 竹木等で ・ 障害物の除去に関する相談窓口の設置

日常生活に著し い

支障を及ぼし てい

るものの除去

４ 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項

核攻撃等又は武力攻撃原子力災害、 生物剤による攻撃、 化学剤による攻撃の場合

には、 それぞれ、 下記に掲げる点に留意して医療活動等を実施する 。

① 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合の医療活動
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・ 医療関係者からなる救護班による緊急被ばく 医療活動の実施

・ 内閣総理大臣によ り 緊急被ばく 医療派遣チームが派遣された場合、 その指導

のも と 、 ト リ アージや汚染・ 被ばく の程度に応じた医療の実施

② 生物剤による攻撃の場合の医療活動
・ 病状等が既知の疾病と 明らかに異なる感染症又は重篤な感染症の患者の感染

症指定医療機関等への移送及び入院措置（ 必要に応じた医療関係者等へのワク

チンの接種等の防護措置）

・ 国からの協力要請に応じた救護班の編成や医療活動の実施

③ 化学剤による攻撃の場合の医療活動

・ 国からの協力要請に応じた救護班の編成や医療活動の実施

５ 救援の際の物資の売渡し要請等

( 1) 救援の際の物資の売渡し要請等

知事は、 救援を行う ため必要があると 認めると きは、 国民保護法の規定に基づ

き、 次の措置を講ずるこ と ができる 。 この場合において、 緊急の必要があり 、 や

むを得ない場合にのみ次の措置を講ずる こ と に留意する 。

また、 知事は、 特定物資が県内では十分に確保するこ と ができないよ う な場合

には、 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長へ当該特定物資の確保を要請

するものと する 。

【 救援の際の物資の売渡し要請等一覧】

措置の内容 措置の相手方 留 意 点

①特定物資の売渡し 特定物資の所有者 ・ 対象物件は、 医薬品、 食品、 寝具、 医療用具 そ機器

要請 の他衛生用品、 飲料水、 被服その他生活必需品、 建

( 法第81条第１ 項） 設資材、 燃料、 その他救援の実施に必要な物資と し

、 、 、 、②特定物資の収用 て厚生労働大臣が定める物資で 生産 集荷 販売

( 法第81条第２ 項） 配給、 保管又は輸送を業と するも のが取り 扱う もの

（ 特定物資） に限る。

③物資の保管命令 特定物資の生産、 ・ ①の要請に対し 、 正当な理由がないのに応じない場

( 法第81条第３ 項） 集荷 販売 配給 合に、 ②の収用を行う こ と ができる 。、 、 、

保管又は輸送を業 ・ 特定物資の確保のため緊急の必要があると きに、 ③

と する者 の保管命令を行う 。

④土地等の使用( 法第 土地等の所有者及 ・ 避難住民 に対する収容施設の供与、 臨時の医療施等

82条第１ 項、 第２ び占有者 設を開設するために必要があると きに、 原則と して

。項） 土地等の所有者及び占有者の同意を得たう えで行う

・ 正当な理由がないの同意しないと き 、 又は、 所在不

明のため同意を求めるこ と ができないと きは、 同意

を得ずに土地等を使用するこ と ができる。

⑤立入検査等 上記①～④の措置 ・ ②、 ③、 ④の措置を行う ため必要があると きは、 立

( 法第84条第１ 項、 第 の相手方 入検査を行う こ と ができる 。
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２ 項） ・ ③の保管命令を命じた者に対する報告の求め及び保

管場所への立入検査を行う こ と ができる。

、 。・ 立入検査を行う 際は あらかじめ管理者に通知する

・ 立入検査を行う 職員は身分証明書を携帯し 、 関係人

の請求があれば提示する 。

⑥医療の実施の要請 医師、 看護師、 歯 ・ 避難住民等に対する医療の提供を行う ため必要があ

(法第85条第１ 項) 科医師、 薬剤師、 ると 認める と きに、 その場所及び機関その他の必要

保健師、 助産師、 事項を示して、 ⑥の要請を行う こ と ができる 。

准看護師、 診療放 ・ ⑥の要請に対し 、 正当な理由がないのに応じないと

⑦医療の実施の指示 射線技師、 臨床検 きに、 ⑦の指示を行う こ と ができる 。 この場合、 場

( 法第85条第２ 項) 査技師、 臨床工学 所及び機関その他の他の必要事項を書面で示す。

救技士、 救命救急

士、 歯科衛生士命

②、 ③、 ④の処分については、 公用令書を交付して行う 。 ただし 、 次の場合は

事後に交付するこ と ができる 。

・ 土地の使用に際し 、 公用令書を交付すべき相手方が所在不明である場合

・ 家屋又は物資の使用に際し 、 その占有者に公用令書を交付した場合に、 所有

者の所在が不明であると き

・ 公用令書を交付すべき相手方が遠隔地に居住するこ と 等によ り 、 交付して処

分を行う こ と が著し く 困難と 認められる場合で、 当該相手方に公用令書の内

容を通知したと き

( 2) 医療の要請等に従事する者の安全確保

県は、 医師、 看護師その他の医療関係者に対し、 医療を行う よ う 要請し 、 又は

医療を行う べきこ と を指示する場合には、 当該医療関係者に当該医療を的確かつ

安全に実施するために必要な情報を随時十分に提供するこ と 等によ り 、 医療関係

者の安全の確保に十分に配慮する 。
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第６章 安否情報の収集・提供

県は、 安否情報の収集及び提供を行う に当たっては、 他の国民保護措置の実施状況を

勘案の上、 その緊急性や必要性を踏まえて行う ものと し 、 安否情報の収集、 整理及び報

告並びに照会への回答について必要な事項を以下のと おり 定める 。

】【安否情報収集・ 整理・ 提供の流れ

国 民

照 回 照 回 照 回

会 答 会 答 会 答

市 町 村 長 都道府県知事 総務大臣（ 消防庁）

・ 住民基本台帳、 外国人 ・ 市町村からの報告を受 ・ 県からの報告を受け安報告 報告

登録原票等を参考に避 ・ メ ール け安否情報を整理 ・ メ ール 否情報の整理

難者名簿等を作成する ・ Ｆ ＡＸ ・ 必要に応じ情報収集 ・ Ｆ ＡＸ

等して安否情報を収集

収集 必要に応じて収集支援
・ メール ・ メ ール
・ Ｆ ＡＸ ・ Ｆ ＡＸ

情報収集先

避難施設 その他運送機関・ 医療機関

避難住民 消防機関 県 警 察 関係機関大規模事業所・ 諸学校

１ 安否情報の収集

( 1) 安否情報の収集

県は 「 安否情報省令」 に基づき安否情報の収集を行う ほか、 平素から 把握して、

いる県が管理する医療機関、 諸学校等からの情報収集、 県警察への照会などによ り

安否情報の収集を行う 。

( 2) 県警察の通知

県警察は、 死体の見分、 身元確認、 遺族等への遺体の引渡し等を行ったと きは、

県対策本部に通知する 。



- -86

( 3) 安否情報収集の協力要請

県は、 安否情報を保有する運送機関、 医療機関、 諸学校等の関係機関に対し、 必

要な範囲において、 安否情報の提供への協力を行う よ う 要請する 。 なお当該協力は

各機関の業務の範囲内で行われるもので、 自主的な判断に基づく ものである こ と に

留意する 。

( 4) 安否情報の整理

県は、 市町村から 報告を受けた安否情報及び自ら収集した安否情報について、 で

、 。 、きる限り 重複を排除し 情報の正確性の確保を図るよ う 努める この場合において

重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても 、 その旨がわかるよ

う に整理をしておく 。

２ 総務大臣に対する報告

県は、 総務大臣への報告に当たっては、 原則と して、 安否情報省令第１ 条に規定す

る様式第１ 号に必要事項を記載した書面（ 電磁的記録を含む ） を、 電子メ ールで消。

。 、 、防庁に送付する ただし 事態が急迫してこれらの方法によるこ と ができない場合は

口頭や電話などでの報告を行う 。

【 様式第１ 号（ 前掲 】）

備考

連絡先その他
安否の 確認に
必要と認めら

れる情報

負傷又
は疾病
の状況

居 所
その他個人
を識別する
ための情報

国籍住 所
男女
の別

出生の
年月日

フリ
ガナ

氏 名
同意の
有無

武力攻撃災害
により死亡し又
は負傷した住民
に該当するか否

かの別

避難住民
に該当す
るか否か

の別

備 考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること 。
２ 「 避難住民に該当するか否かの別」 欄には「 該当」 又は「 非該当」 と記入し、 「 武力攻撃災害により死
亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」 欄には「 死亡」 、 「 負傷」 又は「 非該当」 と記入すること。
３ 「 同意の有無」 欄には、安否情報の提供に係る同意について「 有」 又は「 無」 と記入すること 。
この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、当該条件を「 備考」 欄に記入すること 。
４ 「 出生の年月日」 欄は元号表記により記入すること 。
５ 「 国籍」 欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること 。
６ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、 「 負傷又は疾病の状況」 欄に「 死亡」 と記入した上で、
加えて「 死亡の日時、場所及び状況」 を記入し、 「 居所」 欄に「 死体の所在」 を記入すること 。
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３ 安否情報の照会に対する回答

( 1) 安否情報の照会の受付

① 県は、 安否情報の照会窓口、 電話及びＦ ＡＸ番号、 メ ールアド レスについて、

県対策本部を設置すると同時に住民に周知する 。

② 住民からの安否情報の照会については、 原則と して県対策本部に設置する対応

窓口に、 安否情報省令に規定する様式第２ 号に必要事項を記載した書面を提出す

るこ と によ り 受け付ける 。 ただし 、 安否情報の照会を緊急に行う 必要がある場合

や照会をしよ う と する者が遠隔地に居住している場合など、 書面の提出によるこ

と ができない場合は、 口頭や電話、 メ ールなどでの照会も受け付ける 。

【 様式第２ 号】

安 否 情 報 照 会 書

※ 備 考

※ 申 請 者 の 確 認

そ の 他 個 人 を 識 別
す る た め の 情 報

国 籍
（ 日 本 国 籍 を 有 し
な い 者 に 限 る 。 ）

住 所

男 女 の 別

出 生 の 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

備 考

照 会 を す る 理 由

年 月 日
総 務 大 臣

（ 都 道 府 県 知 事 ） 殿
（ 市 町 村 長 ）

申 請 者
住 所
氏 名

下 記 の 者 に つ い て 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め
の 措 置 に 関 す る 法 律 第 ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 安 否 情 報 を
照 会 し ま す 。

※ 備 考

※ 申 請 者 の 確 認

そ の 他 個 人 を 識 別
す る た め の 情 報

国 籍
（ 日 本 国 籍 を 有 し
な い 者 に 限 る 。 ）

住 所

男 女 の 別

出 生 の 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

備 考

照 会 を す る 理 由

年 月 日
総 務 大 臣

（ 都 道 府 県 知 事 ） 殿
（ 市 町 村 長 ）

申 請 者
住 所
氏 名

下 記 の 者 に つ い て 、 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め
の 措 置 に 関 す る 法 律 第 ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 安 否 情 報 を
照 会 し ま す 。

備考 １ こ の用紙の大 き さ は 、 日本工業規格Ａ ４ と する こ と 。
２ 法人そ の他の団体に あ っ て は 、 そ の名称 、 代表者の
氏名及び主た る 事務所の所在地を 記入する こ と 。

３ 「 出生の年月日」 欄は元号表記に よ り 記入する こ と 。
４ ※印の欄には記入 し な い こ と 。
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備 考 １ こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。
２ 「 避 難 住 民 に 該 当 す る か 否 か の 別 」 欄 に は 「 該 当 」 又 は 「 非 該 当 」 と
記 入 し 、 「 武 力 攻 撃 災 害 に よ り 死 亡 し 又 は 負 傷 し た 住 民 に 該 当 す る か 否
か の 別 」 欄 に は 「 死 亡 」 、 「 負 傷 」 又 は 「 非 該 当 」 と 記 入 す る こ と 。

３ 「 出 生 の 年 月 日 」 欄 は 元 号 表 記 に よ り 記 入 す る こ と 。
４ 武 力 攻 撃 災 害 に よ り 死 亡 し た 住 民 に あ っ て は 、 「 負 傷 又 は 疾 病 の 状 況 」
欄 に 「 死 亡 」 と 記 入 し た 上 で 、 加 え て 「 死 亡 の 日 時 、 場 所 及 び 状 況 」 を 記
入 し 、 「 居 所 」 欄 に 「 死 体 の 所 在 」 を 記 入 す る こ と 。

( 2) 安否情報の回答

① 県は、 当該照会に係る者の安否情報を保有及び整理している場合には、 安否情

報の照会を行う 者の身分証明書によ り 本人確認等を行う こ と 等によ り 、 当該照会

が不当な目的によるものではなく 、 また、 照会に対する回答によ り 知り 得た事項

を不当な目的に使用されるおそれがないと 認めると きは、 安否情報省令第３ 条に

規定する様式第３ 号によ り 、 当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び

武力攻撃災害によ り 死亡し 、 又は負傷しているか否かの別を回答する 。

② 県は、 照会に係る者の同意があると き又は公益上特に必要があると 認めると き

は、 照会をしよ う と する者が必要と する安否情報に応じ 、 必要と考えられる安否

情報項目を様式第３ 号によ り 回答する 。

③ 県は、 安否情報の回答を行った場合には、 当該回答を行った担当者、 回答の相

手の氏名や連絡先等を把握する 。

【 様式第３ 号】

連 絡 先 そ の 他 安 否 の 確 認
に 必 要 と 認 め ら れ る 情 報

負傷又は疾病の状況居所

そ の他個人を 識別す
る た め の情報

国籍
（ 日本国籍を 有し な
い者に限る 。 ）

男女の別出生の年月日

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

照会に係 る 者

武力攻撃災害に よ り 死亡し 又は負
傷 し た 住民に該当する か否かの別

避難住民に該当する か否か の別

年 月 日
殿

総務大臣
（ 都道府県知事 ）
（ 市町村長 ）

年 月 日付け で照会が あ っ た 安否情報について 、
下記の と お り 回答し ま す 。

連 絡 先 そ の 他 安 否 の 確 認
に 必 要 と 認 め ら れ る 情 報

負傷又は疾病の状況居所

そ の他個人を 識別す
る た め の情報

国籍
（ 日本国籍を 有し な
い者に限る 。 ）

男女の別出生の年月日

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

照会に係 る 者

武力攻撃災害に よ り 死亡し 又は負
傷 し た 住民に該当する か否かの別

避難住民に該当する か否か の別

年 月 日
殿

総務大臣
（ 都道府県知事 ）
（ 市町村長 ）

年 月 日付け で照会が あ っ た 安否情報について 、
下記の と お り 回答し ま す 。
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( 3) 個人の情報の保護への配慮

① 安否情報は個人の情報であるこ と にかんがみ、 その取扱いについては十分留意

すべき こ と を職員に周知徹底すると と も に、 安否情報データの管理を徹底する 。

② 安否情報の回答に当たっては、 必要最小限の情報の回答にと どめるものと し 、

負傷又は疾病の状況の詳細、 死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が

必要な情報については、 安否情報回答責任者が判断する 。

４ 日本赤十字社に対する協力

県は、 日本赤十字社 県支部の要請があったと きは、 当該要請に応じ 、 その保有沖縄

する外国人に関する安否情報を提供する 。

当該安否情報の提供に当たっても 、 ３ の（ ２ （ ３ ） と同様に個人の情報の保護に）、

配慮しつつ、 情報の提供を行う 。

５ 市町村による安否情報の収集及び提供の基準

( 1) 市町村による安否情報の収集

市町村による安否情報の収集は、 避難住民の誘導の際に、 避難住民等から 任意で

収集した情報のほか、 住民基本台帳、 外国人登録原票等市町村が平素から 行政事務

の円滑な遂行のために保有する情報を参考に、 避難者名簿を作成する等によ り 行う

ものと する 。

また、 市町村は、 あらかじめ把握してある医療機関、 諸学校、 大規模事業所等安

否情報を保有している関係機関に対し、 安否情報の収集についての協力を求めるも

のと する 。

( 2) 市町村による安否情報の報告及び照会に対する回答

市町村による安否情報の県への報告及び照会に対する回答は、 県に準じて行う も

のと する 。
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第７章 武力攻撃災害への対処

第１ 生活関連等施設の安全確保等

県は、 武力攻撃災害への対処を行う に当たり 、 生活関連等施設の重要性にかんがみ、

その安全確保について必要な措置等を講じなければならないこ と から 、 生活関連等施設

の安全確保に必要な事項等について、 以下のと おり 定める 。

１ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方

( 1) 武力攻撃災害への対処

知事は、 国の対策本部長から 武力攻撃災害への対処について、 国全体の方針に基

づき所要の指示があったと きは、 当該指示の内容に沿って、 必要な措置を講ずるほ

か、 自らの判断によ り 、 武力攻撃災害への対処のために必要な措置を講ずる 。

( 2) 国の対策本部長への措置要請

武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる場合において、 武力攻撃によ り 多数

の死者が発生した場合や、 ＮＢ Ｃ攻撃による災害が発生し、 国民保護措置を講ずる

ため高度な専門知識、 訓練を受けた人員、 特殊な装備等が必要と なる場合など、 知

事が武力攻撃災害を防除し 、 及び軽減する こ と が困難であると 認めると きは、 国の

対策本部長に対し、 必要な措置の実施を要請する 。

( 3) 対処に当たる職員の安全の確保

県は、 武力攻撃災害への対処措置に従事する職員について、 必要な情報の提供や

防護服の着用等の安全の確保のための措置を講ずる 。

２ 武力攻撃災害の兆候の通報

、 、 、知事は 武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊 毒素等による動物の大量死

不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から の直接の通報又は市町村

長、 消防吏員等からの当該兆候の通知を受けたと きは、 県警察の協力を得つつ、 当該

兆候について事実関係の確認を行い、 必要があると 認めると きは、 適時に、 消防庁を

通じて、 国の対策本部長に通知する 。 また、 兆候の性質によ り 、 必要な関係機関に対

し通知する 。

３ 生活関連等施設の安全確保

知事は、 生活関連等施設が、 国民生活に関連を有する施設で、 その安全を確保しな

ければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると 認められるもの又はその安全を
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確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると 認められる施設

であるこ と にかんがみ、 その安全確保について必要な措置を講ずる 。

( 1) 生活関連等施設の状況の把握

県は、 県対策本部を設置した場合においては、 関係機関及び生活関連等施設の管

理者と の連絡体制を確保する 。

知事は、 区域内の生活関連等施設について、 警報、 避難措置の指示の内容その他

の情報を踏まえて、 当該施設の安全に関連する情報、 各施設における対応状況等に

海上保安ついて、 当該施設の管理者、 所管省庁、 県警察、 第十一管区海上保安本部

と 連携して、 必要な情報の収集を行う と と もに、 関係機関で当該情報を共有部長等

する 。

この場合において、 知事は、 各省庁が定める安全確保の留意点に基づき、 所要の

措置が講じられているか否かについて確認をする 。

【 施設の安全確保に関する確認事項 （ イ メ ージ）】

施 設 名 施設の安全確保に関する確認事項

○○ （ チェッ ク例）

・ 警備員の人数を増加させる等、 警備強化を行ったか？

・ 監視カメ ラが適切に作動しているか確認したか？ など

※内閣官房主導の下で各省庁が定める 「 安全確保の留意点」 に従って項目を記載。

、 。記載事項については 公開するこ と によ り 支障が生じないよ う 配慮するものと する

( 2) 施設管理者に対する措置の要請

知事は、 情報収集の結果に基づき、 武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止する

ため特に必要があると 認めると きは、 当該施設の管理者に対して、 安全確保のため

に必要な措置（ 施設の巡回の実施、 警備員の増員、 警察と の連絡体制の強化等によ

る警備の強化、 防災体制の充実等） を講ずるよ う 要請する 。 この場合において、 安

全確保のために必要な措置を的確かつ安全に実施するために必要な情報を、 施設の

管理者に対し随時十分に提供するこ と 等によ り 、 当該管理者及びその他当該施設に

従事する者等の安全の確保に十分配慮する 。

県警察本部長及び第十一管区海上保安本部長は、 生活関連等施設の管理者から支

援の求めがあったと きは、 指導、 助言、 連絡体制の強化、 資機材の提供、 職員の派

遣など、 可能な限り 必要な支援を行う 。 また、 自ら必要があると 認めると きも 、 同

様と する 。

なお、 海上保安部長等も同様に、 生活関連等施設の管理者から 支援の求めがあっ

たと きは、 可能な限り 必要な支援を行う よ う 努めるこ と と されている 。 また、 自ら

必要があると 認めると きは、 支援を行う も のと されている 。

( 3) 県が管理する施設の安全の確保

知事は、 県が管理する生活関連等施設について、 当該施設の管理者と しての立場

から 、 安全確保のために必要な措置を行う 。
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この場合において、 知事は、 県警察、 消防機関、 海上保安機関 そ海上保安部長等

の他の行政機関の長に対し、 必要な場合には、 支援を求める 。

また、 このほか、 生活関連等施設以外の県が管理する施設についても 、 生活関連

等施設における対応を参考にして、 可能な範囲で警備の強化等の措置を講ずる 。

( 4) 立入制限区域の指定

知事は、 安全確保のため必要があると 認めると きは、 県公安委員会又は海上保安

部長等に対し、 立入制限区域の指定を要請する 。

この場合において、 ダム、 大規模な危険物質等取扱所については、 速やかに要請

するものと し 、 発電所、 駅、 空港等については、 情勢によ り 施設が何らかの攻撃を

受ける可能性があると判断される場合など危険が切迫している場合において、 速や

かに要請する 。

県公安委員会又は海上保安部長等は、 知事から 要請があったと き、 又は事態に照

ら して特に必要があると 認めると きは、 生活関連等施設の敷地及びその周辺の区域

県公安委員会は、を立入制限区域と して指定するものと する 。 この場合において、

、 、その旨を速やかに当該施設の管理者に通知すると と も に、県の公報 新聞への掲載

テレビ、 ラジオを通じた発表等によ り 公示する 。

現場においては、 警察官又は海上保安官が可能な限り 、 ロープ、 標示の設置等に

よ り その範囲、 期間等を明らかにするものと する 。

なお、 海上保安部長等も同様に立入制限区域を指定するこ と ができ、 その場合に

おいては、 海上保安官が警察官と同様の措置をと るこ と と されている 。

( 5) 国の対策本部と の緊密な連携

知事は、 武力攻撃災害が著し く 大規模である場合やその性質が特殊であるよ う な

場合においては、 消防庁を通じて、 国の対策本部長に対して、 必要な措置の実施を

要請する 。

、 、 、 、このため 知事は 県警察等と連携しながら 武力攻撃災害の状況を見極めつつ

講じている措置の内容、 今後必要と考えられる措置、 国において講ずべき措置等の

情報を迅速に把握する 。

( 6) 国の方針に基づく 措置の実施

生活関連等施設の安全確保のために国全体と して万全の措置を講ずべきであると

して、 内閣総理大臣が関係大臣を指揮して措置を講ずるこ と と した場合には、 知事

は、 内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく 各省庁の活動内容について、 消

防庁を通じて国の対策本部から 必要な情報を入手すると と もに、 当該方針を踏まえ

つつ、 国と連携して、 周辺住民の避難等の措置を講ずる 。

この場合において、 措置を行っている現場における各機関の活動の調整が円滑に

行われるよ う 、 その内容を関係機関に速やかに伝達する 。
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４ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除

( 1) 危険物質等に関する措置命令

知事は、 既存の法令に基づく 規制措置を講ずるほか、 緊急に必要があると 認める

と きは、 当該措置に加えて、 危険物質等の取扱者に対し、 次の①から③の措置を講

ずべきこ と を命ずる 。

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限

② 危険物質等の製造、 引渡し 、 貯蔵、 移動、 運搬又は消費の一時禁止又は制限

③ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄

（ 既存の法令に基づく 措置と①から③の措置と の対応関係は、 資料編に記載）

( 2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告

知事は、 危険物質等の取扱者に対し、 必要があると 認めると きは、 警備の強化を

求めるほか、 ( 1) の①から ③の措置を講ずるために必要があると 認める場合は、 危

険物質等の取扱者から 危険物質等の管理の状況について報告を求める 。

５ 石油コンビナート等に係る武力攻撃災害の発生防止

県は、 石油コンビナート 等に係る武力攻撃災害の対処については、 石油コンビナー

ト 等災害防止法の規定が適用されるこ と から 、 同法に定める措置を行う こ と を基本と

する 。

また、 石油コンビナート 等は危険物質等の取扱所と して生活関連等施設に該当する

こ と から 、 石油コンビナート 等災害防止法に基づく 対処に加えて、 生活関連等施設に

関する措置及び危険物質等の取扱所に関する措置もあわせて講ずる 。
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第２ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等

県は、 武力攻撃原子力災害への対処等については、 原則と して、 防災基本計画（ 原子

力災害対策編） 等に定められた措置を踏まえるものと し 、 また、 ＮＢ Ｃ攻撃による災害

への対処については、 国の方針に基づき必要な措置を講ずる 。 このため、 武力攻撃原子

力災害及びＮＢ Ｃ攻撃による災害への対処に当たり 必要な事項について、 以下のと おり

定める 。

１ 武力攻撃に伴う原子力艦の原子力災害への対処

県は、 武力攻撃に伴う 原子力艦の原子力災害への対処に関する措置の実施に当たっ

ては、 原則と して、 防災基本計画（ 原子力災害対策編） 等に定められた措置を踏まえ

るものと する 。

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処

県は、 ＮＢ Ｃ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、 国による基本的な方針

を踏まえた対応を行う こ と を基本と し 、 それに加えて、 特に、 対処の現場における初

動的な応急措置を以下のと おり 講ずる 。

( 1) 応急措置の実施

知事は、 ＮＢ Ｃ攻撃が行われた場合においては、 その被害の現場における状況に

照ら して、 現場及びその影響を受けるこ と が予想される地域の住民に対して、 応急

措置と して、 緊急通報を発令すると と もに、 退避を指示する 。 また、 ＮＢ Ｃ攻撃に

、 。よる汚染の拡大を防止するため必要があると 認めると きは 警戒区域の設定を行う

県警察及び第十一管区海上保安本部は、 職員の安全を図るための措置を講じた上

で、 関係機関と と も に、 原因物質の特定、 被災者の救助等のための活動を行う 。

( 2) 国の方針に基づく 措置の実施

知事は、 内閣総理大臣が、 関係大臣を指揮して、 汚染拡大防止のための措置を講

ずる場合においては、 内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく 各省庁におけ

る活動内容について、 消防庁を通じて国の対策本部から 必要な情報を入手すると と

もに、 当該方針に基づいて、 所要の措置を講ずる 。

( 3) 関係機関と の連携

知事は、 県対策本部において、 攻撃による被害の情報や必要と なる物的・ 人的資

源について、 市町村、 消防機関、 県警察及び第十一管区海上保安本部からの情報な

、 、 。どを集約して 国に対して必要と なる支援の内容を整理し 迅速な支援要請を行う
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この場合において、 県は、 県対策本部に派遣されている国の職員や自衛隊の連絡

員を通じて、 円滑な調整を図る と と もに、 汚染物質に関する情報を、 保健所を通じ

て地方衛生研究所 、 医療機関等と 共有する 。県衛生環境研究所

また、 精神科医等の専門家の協力を得て、 被災者のト ラウマ等による心のケアの

問題に対応するよ う 努める 。

( 4) 汚染原因に応じた対応

県は、 ＮＢ Ｃ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、 国と の連携の下、 それぞれ次

の点に留意して措置を講ずる 。

、 、また 放射性降下物等によ り 汚染された農作物等による健康被害を防止するため

国と連携しつつ、 汚染食料品の流通や摂取が行われる こ と がないよ う 、 流通事業者

等を指導すると と も に、 住民に注意を呼びかけるほか、 生活の用に供する水がＮＢ

Ｃ攻撃によ り 汚染さ れた場合には、 必要に応じ 、 その水の管理者に対し、 給水の制

限等の措置を講ずるよ う 命ずる 。

【 汚染原因に応じた対応】

事 項 留 意 点

核攻撃等 ・ 国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、 汚染の範囲特定に資する被

災情報を直ちに報告する 。

、 、・ 措置に当たる 要員に防護服を着用させると と もに 被ばく 線量の管理を行いつつ

活動を実施させる 。

生物剤による攻撃 ・ 措置に当たる 要員に防護服を着用させると と も に、 必要に応じ 、 ワクチン接種を

行わせる 。

・ 感染症法の枠組みに従い、 患者の移送を行う と と もに、 国の指示の下で、 汚染範

囲の把握及び感染源を特定し、 保健所においては、 関係機関と連携して消毒等の

措置を行う 。

・ 地方衛生研究所 は、 平素から 構築した連携体制を活用しつつ、県衛生環境研究所

適切な措置を講じる。

化学剤による攻撃 ・ 措置に当たる 要員に防護服を着用させると と も に、 関係機関が行う 原因物質の特

定、 汚染地域の範囲の特定、 被災者の救助及び除染等に資する情報収集を行う 。

( 5) 知事等の権限

知事又は 県警察本部長等（ 県内閣総理大臣の要請を受けた 同知事の要請を受けた

警察本部長、 市町村長又は消防組合の管理者若し く は長をいう ） は、 汚染の拡大。

を防止するため、 措置の実施に当たり 、 関係機関と調整しつつ、 次の表に掲げる権

限を行使する 。

【 汚染又は汚染された疑いがある物質等に関する措置】

対 象 物 件 等 措 置
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①飲食物、 衣類、 寝具その他の物件 占有者に対し、 以下を命ずる。

・ 移動の制限

・ 移動の禁止

・ 廃棄

②生活の用に供する水 管理者に対し、 以下を命ずる。

・ 使用の制限又は禁止

・ 給水の制限又は禁止

③死体 ・ 移動の制限

・ 移動の禁止

④飲食物、 衣類、 寝具その他の物件 ・ 廃棄

⑤建物 ・ 立入り の制限

・ 立入り の禁止

・ 封鎖

⑥場所 ・ 交通の制限

・ 交通の遮断

知事又は県警察本部長等は、 上記表中の①から④までに掲げる権限を行使すると

きは、 当該措置の名あて人に対し、 次の表に掲げる事項を通知する 。 ただし 、 差し

迫った必要があると きは、 当該措置を講じた後、 相当の期間内に、 同事項を当該措

置の名あて人（ 上記表中の占有者、 管理者等） に通知する 。

上記表中⑤及び⑥に掲げる権限を行使すると きは、 適当な場所に次の表に掲げる

事項を掲示する 。 ただし 、 差し迫った必要があると きは、 その職員が現場で指示を

行う 。

【 通知する事項】

当該措置を講ずる旨

当該措置を講ずる理由

当該措置の対象と なる 物件、 生活の用に供する水又は死体（ 上記表中⑤及び⑥に掲げる権限を行使する場

合にあっては、 当該措置の対象と なる 建物又は場所）

当該措置を講ずる時期

当該措置の内容
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第３ 応急措置等

県は、 武力攻撃災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、 緊急

の必要があると 認めると きは、 自らの判断に基づき、 事前措置や退避の指示、 警戒区

域の設定を行う こ と から 、 それぞれの措置の実施に必要な事項について、 以下のと お

り 定める 。

１ 事前措置の指示

( 1) 知事の事前措置

知事は、 武力攻撃災害が発生するおそれがあり 、 武力攻撃災害の拡大を防止するた

め緊急の必要があると 認めると きは、 武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると 認め

られる設備又は物件について、 その占有者、 所有者又は管理者に対し、 武力攻撃災害

の拡大防止に必要な限度において、 それらの除去、 保安その他必要な措置を講ずるよ

う 指示を行う ものと する 。

( 2) 警察署長等の事前措置

警察署長又は海上保安部長等は、 市町村長又は知事から 要請があったと きは、 事前

措置の指示を行う 。

なお、 海上保安部長等も警察署長と同様の措置をと る こ と ができるこ と と さ れてい

る 。

２ 退避の指示

( 1) 退避の指示

知事は、 武力攻撃災害が発生し、 又は発生するおそれがある場合において、 緊急

の必要があると 認めると きは、 退避の指示を行う 。 この場合において、 その場から

移動するよ り も 、 屋内に留まる方がよ り 危険性が少ないと 考えられると きには、 屋

内への退避を指示する 。 屋内への退避は、 次のよ う な場合に行う ものと する 。

① ＮＢ Ｃ攻撃と判断されるよ う な場合において、 住民が何ら防護手段なく 移動す

るよ り も 、 屋内の外気から接触が少ない場所に留まる方がよ り 危険性が少ないと

考えられると き

② 敵のゲリ ラや特殊部隊が隠密に行動し 、 その行動の実態等についての情報がな

い場合において、 屋外で移動するよ り も屋内に留まる方が不要の攻撃に巻き込ま

れるおそれが少ないと 考えられると き

【 退避の指示（ 一例 】）

退避の指示（ 一例）
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沖 縄 県 知 事

（ ○ ○ 市 長 ）

○○年○○月○日

○○時○○分発令

○ 「 △△市○○町|丁目、 ||市△△町○丁目」 地区の住民については、 外での移動に危険が生じるた

め、 屋内に一時退避するこ と 。

○ 「 △△市○○町|丁目、 ||市△△町○丁目」 地区の住民については、 ○○地区の△△（ 一時） 避難

場所へ退避するこ と 。

( 2) 退避の指示に伴う 措置

、 、① 県は 退避の指示の住民への伝達を広報車等によ り 速やかに実施するものと し

退避の必要がなく なったと きは、 広報車、 立看板等住民が十分に了知できる方法

でその旨を公表する 。

② 県は、 退避の指示をした場合は、 退避を要する地域を管轄する市町村長へ直ち

に通知すると と も に、 県警察その他関係機関に通知する 。

③ 当該通知を受けた県警察は、 交通規制など必要な措置を講ずる 。

④ 県は、 退避の指示を行った場合は、 国の対策本部長による住民の避難に関する

措置が適切に講じ られるよ う 、 消防庁を通じて国の対策本部長に連絡する 。

( 3) 警察官等による退避の指示

警察官又は海上保安官は、 市町村長若し く は知事による退避の指示を待ついと ま

がないと 認めると き又はこれらの者から 要請があったと きは、 必要と 認める地域の

住民に対し、 退避の指示を行う 。

なお、 海上保安官も警察官と 同様の措置をと るこ と ができるこ と と されている 。

３ 警戒区域の設定

( 1) 警戒区域の設定

、 、 、知事は 武力攻撃災害が発生し 又はまさに発生しよ う と している場合において

住民からの通報内容、 被災情報等から判断し 、 緊急の必要があると 認めると きは、

警戒区域の設定を行う 。

( 2) 警戒区域の設定方法等

知事は、 警戒区域の設定について、 以下の方法等によ り 行う 。

、 、 。① 警戒区域の設定に当たっては ロープ 標示板等で区域を明示するものと する

② 警戒区域を設定したと き、 又は警戒区域の設定を変更し 、 若し く は解除をした

場合は、 広報車等を活用し、 住民に広報、 周知するものと する 。

③ 警戒区域内には、 必要と 認める場所に職員を配置し、 車両及び住民が立ち入ら
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ないよ う に必要な措置をと るものと する 。

( 3) 警戒区域設定に伴う 措置

① 県は、 警戒区域の設定をした場合は、 当該区域への立入り を制限し 、 若し く は

禁止し 、 又は当該区域からの退去を命ずる 。 当該措置を講じたと きは、 市町村長

へ直ちに通知すると と もに、 県警察その他関係機関に通知する 。

② 当該通知を受けた県警察は、 交通規制などの必要な措置を講ずる 。

③ 県は、 警戒区域の設定をした場合は、 国の対策本部長の住民の避難に関する措

置が適切に講じられるよ う に、 消防庁を通じて国の対策本部長に連絡する 。

( 4) 警察官等による警戒区域の設定等

警察官又は海上保安官は、 市町村長若し く は知事による警戒区域の設定を待つい

と まがないと 認めると き、 又はこれらの者から 要請があったと きは、 警戒区域の設

定を行う 。

なお、 海上保安官も警察官と 同様の措置をと るこ と ができるこ と と されている 。

４ 応急公用負担等

知事は、 武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると 認め

ると きは、 次に掲げる措置を講ずる 。

① 他人の土地、 建物その他の工作物の一時使用又は土石、 竹木その他の物件の使

用若し く は収用

② 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で措置の実施の支障と なるものの

除去その他必要な措置（ 工作物等を除去したと きは、 保管）

５ 消防に関する措置等

( 1) 消防に関する措置等

① 消防機関と の連携

消防機関が武力攻撃災害を防除し 、 及び軽減するため、 円滑に消火・ 救急・ 救

助等の活動を行う こ と ができるよ う 、 県は、 消防機関と 緊密な連携を図る 。

② 県警察による被災者の救助等

県警察は、 把握した被害状況に基づき 、 迅速に機動隊等を出動させ、 消防機関

と の連携の下に救助活動を行う 。 大規模な被害の場合は、 県公安委員会は、 必要

に応じ 、 警察庁又は他の都道府県警察に対する広域緊急援助隊の派遣要求及び連

絡等の措置を実施する 。

( 2) 消防等に関する指示

① 市町村長等に対する指示

知事は、 武力攻撃災害が発生し、 又はまさに発生しよ う と している場合におい
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て、 緊急の必要があると 認めると きは、 市町村長若しく は消防長又は水防管理者

に対し 、 所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずべきこ と を指示する 。 こ

の場合において、 その対処に当たる職員の安全の確保に関し十分配慮し 、 危険が

及ばないよ う 必要な措置を講ずる 。

また、 知事は、 武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置の指示を消防

庁長官から受けた場合は、 武力攻撃災害の発生した市町村と の連絡及び市町村相

互間の連絡調整を図るほか、 市町村長若しく は消防長又は水防管理者に対して指

示を行う 。

② 消防庁長官に対する消防の応援等の要請

知事は、 区域内の消防力のみをもってしては対処できない場合、 消防庁長官に

消防の応援等の要請を行う 。

③ 消防庁長官から 被災都道府県に対する消防の応援等の指示を受けた場合の対応

知事は、 消防庁長官から被災都道府県に対する消防の応援等の指示を受けて必

要な措置を講ずる と きは、 自ら区域内の市町村長に対し、 消防機関の職員の応援

出動等の措置を講ずべきこ と を指示する 。
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第８章 被災情報の収集及び報告

県は、 被災情報を収集すると と も に、 国の対策本部長に報告するこ と と されてい

る こ と から 、 被災情報の収集及び報告に当たり 必要な事項について、 以下のと おり

定める 。

( 1) 被災情報の収集及び報告

① 県は、 電話、 Ｆ ＡＸ 、 防災行政無線その他の通信手段によ り 、 武力攻撃災害が

発生した日時及び場所又は地域、 発生した武力攻撃災害の状況の概要、 人的及び

物的被害の状況等の被災情報について収集する 。

特に、 県警察は、 交番、 駐在所、 パト カー等の勤務員を情報収集に当たらせる

ほか、 ヘリ コプターテレビシステム、 交通監視カメ ラ等その保有する手段を活用

して情報の収集を行う 。

② 県は 被災情報の収集に当たっては 市町村に対し 火災・ 災害等即報要領 昭、 、 、 （

和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知） に基づき報告を求める 。

③ 県は、 自ら収集し 、 又は市町村及び指定地方公共機関から報告を受けた被災情

報の第一報については、 火災・ 災害等即報要領に基づき、 電子メ ール、 Ｆ ＡＸ等

によ り 直ちに消防庁に報告する 。

、 、 、④ 県は 第一報を消防庁に報告した後も 随時被災情報の収集に努めると と もに

、 、市町村に報告を求めるこ と と し 収集した情報について次頁に定める様式に従い

電子メ ール、 Ｆ ＡＸ等によ り 消防庁が指定する時間に報告する 。

、 、 、なお 新たに重大な被害が発生した場合など 知事が必要と判断した場合には

直ちに、 火災・ 災害等即報要領に基づき 、 消防庁に報告する 。

⑤ 県警察は、 収集した情報を県対策本部に連絡すると と もに警察庁及び 管区九州

警察局に速やかに連絡する 。

( 2) 市町村及び指定地方公共機関による被災情報の報告等

市町村は、 火災・ 災害等即報要領に基づき被災情報の第一報を県に報告するものと

し 、 その後は随時、 県が消防庁に報告を行う 方法に準じて、 県に被災情報を報告する

ものと する 。

指定地方公共機関は、 その管理する施設及び設備に関するもの並びにその業務と し

て行う 国民保護措置に関するものの被災情報を収集するよ う 努めると と もに、 各機関

が保有する情報通信手段によ り 、 当該被災情報を県に速やかに報告するものと する 。
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【 被災情報の報告様式（ 前掲 】）

年 月 日に発生した○○○による被害（ 第 報）

平成 年 月 日 時 分

沖 縄 県

１ 武力攻撃災害が発生した日時、 場所（ 又は地域）

( 1) 発生日時 平成 年 月 日

( 2) 発生場所 ○○市△△町Ａ丁目Ｂ 番Ｃ号（ 北緯 度、 東経 度）

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要

３ 人的・ 物的被害状況

人 的 被 害 住 家 被 害 その他

市町村名 死 者 行方 負 傷 者 全壊 半壊

不明者 重傷 軽傷

(人) (人) (人) (人) (棟) (棟)

※ 可能な場合、 死者について、 死亡地の市町村名、 死亡の年月日、 性別、 年齢及び死亡時の概況を

一人ずつ記入してく ださい。

市町村名 年月日 性別 年齢 概 況
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第９章 保健衛生の確保その他の措置

県は、 避難所等の保健衛生の確保を図り 、 武力攻撃災害によ り 発生した廃棄物の処

理を適切かつ迅速に行う こ と が重要であるこ と から 、 保健衛生の確保その他の措置に

必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

１ 保健衛生の確保

県は、 避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し 、 その状況に応じ

て、 沖縄県地域防災計画基本編第２ 章第19節に準じて、 次に掲げる措置を実施する 。

( 1) 保健衛生対策

、 、 、 、県は 避難先地域に対して 医師 保健師等による巡回健康相談を実施するなど

避難住民等のニーズに的確に対応した健康相談、 指導等を行い、 当該地域の衛生状

況の保全、 避難住民等の心身双方の健康状態の把握、 健康障害の予防等を行う 。

この場合において、 高齢者、 障害者その他特に配慮を要する者の心身双方の健康

状態には特段の配慮を行う 。

( 2) 防疫対策

県は、 避難先地域における生活環境の悪化、 病原体に対する抵抗力の低下による

感染症等の発生を防ぐため、 市町村と連携して感染症予防のための啓発、 健康診断

及び消毒等の措置を講ずる 。

( 3) 食品衛生確保対策

県は、 避難先地域における食中毒の発生等を防止するため、 食品衛生関係団体と

、 、 。連携し 食品衛生監視班等による飲料水 食品等の衛生確保のための措置を講ずる

( 4) 栄養指導対策

県は、 避難先地域の住民の健康維持のために、 栄養士等からなる栄養指導班を編

成し、 栄養士会等の関係団体と 連携して栄養管理、 栄養相談及び指導を行う 。

２ 廃棄物の処理

( 1) 廃棄物処理の特例

① 県は、 環境大臣が指定する特例地域においては、 廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に基づく 廃棄物処理業の許可を受けていない者に対して、 必要に応じ 、 環

境大臣が定める特例基準に定めると ころによ り 、 廃棄物の収集、 運搬又は処分を

業と して行わせる 。 この場合において、 環境省と連携すると と もに、 関係市町村
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に対し情報提供を行う 。

② 県は、 ①によ り 廃棄物の収集、 運搬又は処分を業と して行う 者によ り 特例基準

に適合しない廃棄物の収集、 運搬又は処分が行われたこ と が判明したと きは、 速

やかにその者に対し、 期限を定めて廃棄物の収集、 運搬又は処分の方法の変更そ

、 。の他の必要な措置を講ずべき こ と を指示するなど 特例基準に従う よ う 指導する

( 2) 廃棄物処理対策

県は 「 震災廃棄物対策指針 （ 平成１ ０ 年厚生省生活衛生局作成） 等を参考と し、 」

つつ、 廃棄物処理体制を整備する 。

① 県は、 廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行う と と もに、 市町村からの要

求に基づき、 各市町村及び関係団体に広域的な応援を要求し 、 必要な支援活動の

調整を行う 。

② 県は、 被害状況から判断して区域内での広域的な応援による処理が困難と見込

まれる場合は、 国の協力を得つつ、 被災していない他の都道府県に対し、 応援の

要求を行う 。

③ 平素から県は、 既存の許可業者による廃棄物処理能力を把握し 、 武力攻撃災害

時に予想される大量の廃棄物を処理するには、 どのよ う な特例業者に委託すべき

かを検討するものと する 。

３ 文化財の保護

( 1) 重要文化財等に関する命令又は勧告の告知等

県教育委員会は、 県の区域に存する重要文化財等（ 重要文化財、 重要有形民俗①

文化財又は史跡名勝天然記念物をいう ） に関し 、 文化庁長官が武力攻撃災害に。

よる重要文化財等の被害を防止するため命令又は勧告を行う 場合には、 所定の手

続に従って、 速やかに所有者等に対し当該命令又は勧告を告知する 。

また、 当該命令又は勧告に従って必要な措置を講じよ う と する重要文化財等の②

所有者から 、 県教育委員会に対し、 文化庁長官に対する支援の求めがあった場合

には、 速やかに、 その旨を文化庁長官に対し連絡する 。

( 2) 国宝 の被害を防止するための措置の施行等

① 県教育委員会は、 文化庁長官から 、 所定の手続に従って、 国宝等（ 国宝又は特

別史跡名勝天然記念物をいう ） の被害を防止するための措置の施行の全部又は。

一部の委託を受けた場合には、 速やかに当該措置の施行に当たる 。

② この場合において、 県教育委員会は、 当該教育委員会の職員のう ちから 、 当該

措置の施行及び当該国宝 の管理の責任者を定めると と もに、 当該者は、 当該措等

置の施行に当たると きは、 その身分を証明する証票を携帯し 、 関係者の請求があ

ったと きは、 これを示し 、 かつ、 その正当な意見を十分に尊重しなければならな

い。
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第１０章 国民生活の安定に関する措置

県は、 武力攻撃事態等においては、 生活関連物資等が不足するこ と も想定されるため、

国と 連携しつつ、 適切な措置を講じ 、 物価の安定等を図るこ と から 、 国民生活の安定に関

する措置に必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

１ 生活関連物資等の価格安定

( 1) 県は、 武力攻撃事態等において、 物価の安定を図り 、 国民生活と の関連性が高い

（ 「 」物資若し く は役務又は国民経済上重要な物資若しく は役務 以下 生活関連物資等

と いう ） の適切な供給を図る と と も に、 価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止。

するため、 次に掲げる措置を行う 。

① 生活関連物資等の価格の高騰、 買占め及び売惜しみの防止のための調査や監視

を行い、 必要に応じ 、 関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止

等の要請等を実施

② 生活関連物資等の需給・ 価格動向について、 物価情報ネッ ト ワーク等を活用し

つつ、 必要な情報共有に努めると と もに、 国民への情報提供や相談窓口を設置

( 2) 県は、 生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ 、 又は生ずるおそれがあ

ると きには、 関係法令に基づき 、 次に掲げる措置を実施する 。

① 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（ 以下

「 買占め等防止法」 と いう ） に係る措置。

措置の対象と なる 国が買占め等防止法第２ 条第１ 項に基づき、 政令で特別の調査を要する物資と

物資 して指定した物資（ 以下「 特定物資」 と いう ）

措置の相手方 ○県の区域内のみに事務所等を有し特定物資を生産、 輸入又は販売する事業者

（ 小売業者を除く ）

○県の区域内に事務所等を有し特定物資を販売する小売業者

措置の内容 ○特定物資について、 その価格の動向及び需給の状況に関する必要な調査

（ 買占め等防止法第３ 条）

○特定物資の生産、 輸入又は販売の事業者が買占め又は売惜しみによ り 多量に

特定物資を保有していると 認められる場合の当該事業者に対する特定物資の

売渡しの指示 （ 買占め等防止法第４ 条第１ 項）

○売渡しの指示に従わなかった場合についての事業者に対する売渡しの命令

（ 買占め等防止法第４ 条第２ 項）

○売渡しの命令を実施したこ と による事業者同士の協議が実施できない場合の

裁定及びその結果通知 （ 買占め等防止法第４ 条第４ 項、 第５ 項）

○売渡しの指示及び命令に係る事業者に対する報告命令、 立入検査及び質問
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（ 買占め等防止法第５ 条第１ 項、 第２ 項）

② 国民生活安定緊急措置法に係る措置

措置の対象と なる 国が国民生活安定緊急措置法第３ 条第１ 項に基づき、 政令で特に価格の安定を

物資 図るべき物資と して指定した物資（ 以下「 指定物資」 と いう ）

（ ）措置の相手方 ○県の区域内のみに事業場を有し指定物資を販売する事業者 小売業者を除く

○県の区域内に事業場を有し指定物資を販売する小売業者

措置の内容 ○指定物資について、 その定められた標準価格又は販売価格の表示の指示及び

指示に従わない小売業者の公表

（ 国民生活安定緊急措置法第第６ 条第２ 項、 第３ 項）

○指定物資を規定する価格を超えた価格で販売している事業者に対しての規定

する価格以下の価格で販売すべきこ と の指示及び正当な理由なく 従わなかっ

た者の公表 （ 国民生活安定緊急措置法第７ 条）

○上記の措置に必要な限度における、 指定物資を販売する事業者に対する業務

若しく は経理の状況報告、 事業場への立入検査、 関係者への質問

（ 国民生活安定緊急措置法第30条第１ 項）

③ 物価統制令に係る措置

○国が物価統制令第４ 条、 第７ 条及び物価統制令施行令第２ 条に基づき、 告示で物資及び役務につい

ての統制額を指定した場合、 統制額を超える契約等に対する例外許可

（ 物価統制令第３ 条第１ 項但書）

○上記によ り 統制額を指定した場合において、 履行中の契約の変更等に関して別段の定めを設けるこ

と 及び統制額を超える 価格と するこ と の許可 （ 物価統制令第８ 条ノ ２ 但書）

○知事が必要があると 認めると き、 物価に関する報告の徴収、 帳簿の作成命令と 必要な場所への臨検

による業務の状況若しく は帳簿書類等の検査 （ 物価統制令第30条第１ 項）

２ 避難住民等の生活安定等

( 1) 被災児童生徒等に対する教育

県教育委員会は、 被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないよ う県及び

にするため、 避難先での学習機会の確保、 教科書の供給、 授業料の減免、 奨学金の

貸与、 被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助を行う と と もに、 避難

住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関係機関と

連携し 、 適切な措置を講ずる 。

( 2) 公的徴収金の減免等

県は、 避難住民等の負担軽減のため、 法律及び条例の定めると ころによ り 、 県税

に関する申告、 申請及び請求等の書類の提出または納付も し く は納入に関する期間

の延期を行う 。 また、 県税(延滞金を含む) の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況

に応じて実施する 。
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公的徴収金の減免等の措置の実施については、 沖縄県地域防災計画基本編第３ 章

第７ 節に準じて行う 。

( 3) 就労状況の把握と 雇用の確保

県は、 被災者等の就労状況の把握に努めると と もに、 厚生労働省の職業紹介等の

、 、雇用施策及び被災地域における雇用の維持に関する措置に協力し その避難住民等

被災地域等の実情に応じた雇用確保等に努める 。

( 4) 生活再建資金の融資等

県は、 武力攻撃災害によ り 住居・ 家財及び事業所等に被害を受けた者が、 自力で

生活の再建をするに当たり 必要と なる資金については、 自然災害時の制度等を参考

にしつつ、 被災状況に応じた制度の実施等の対応を検討すると と もに、 その円滑な

実施を目的に総合的な相談窓口を開設し 、 当該総合窓口を中心に被災者、 事業者等

に応じた対応を実施する 。

３ 生活基盤等の確保

( 1) 県による生活基盤等の確保

① 水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である県は、 水を安定的かつ適切に

供給するために必要な措置を講ずる 。

、 、 、 、 、② 河川管理施設 道路 港湾及び空港の管理者である県は 河川管理施設 道路

港湾及び空港を適切に管理する 。

( 2) 指定地方公共機関による生活基盤等の確保

① ガス事業者である指定地方公共機関は、 それぞれの国民保護業務計画で定める

と ころによ り 、 ガスを安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずるこ と

と する 。

② 運送事業者である指定地方公共機関は、 それぞれの国民保護業務計画で定める

と ころによ り 、 旅客及び貨物の運送を確保するために必要な措置を講ずる こ と と

する 。

③ 電気通信事業者である指定地方公共機関は、 それぞれの国民保護業務計画で定

めると ころによ り 、 通信を確保し、 及び国民保護措置の実施に必要な通信を優先

的に取り 扱う ために必要な措置を講ずる こ と と する 。

④ 沖縄県医師会、 沖縄県歯科医師会、 沖縄県薬剤師会は、 それぞれの国民保護業

務計画に定めると ころによ り 、 医療を確保するため必要な措置を講ずるこ と と す

る 。
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第１１章 交通規制

県警察は、 武力攻撃事態等において、 住民の避難、 緊急物資の運送その他の措置が 的

確かつ迅速に実施されるよ う 、 必要な交通規制を行う こ と と し 、 交通規制の実施にあたり

必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

( 1) 交通状況の把握

県警察は、 現場の警察官、 関係機関等からの情報に加え、 交通監視カメ ラ 、 車両

感知器等を活用して、 通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する 。

( 2) 交通規制の実施

県警察は、 武力攻撃事態等において、 国民保護措置が的確かつ円滑に行われるよ

う にするため緊急の必要があると 認めると きは、 速やかに区域又は道路の区間を指

定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し又は制限するなど、 緊

急交通路の確保に当たる 。

緊急交通路の確保に当たっては、 人命の安全、 被害の拡大防止、 国民保護措置の

的確かつ円滑な実施等に配意して行う 。 また、 武力攻撃事態等に係る地域への流入

車両等を抑制する必要があると きは、 当該地域周辺の県警察と と もに、 周辺地域を

含めた広域的な交通規制を行う 。

なお、 交通規制を行う に際しては、 国の対策本部長によ り 道路の利用指針が定め

られた場合は、 その利用指針を踏まえ、 適切に行う 。

( 3) 緊急通行車両の確認

緊急通行車両については、 消防庁、 警察庁等関係省庁による通知に定めると ころ

によ り 、 被災状況や応急対策の状況に応じ 、 知事又は県公安委員会が確認を行う 。

( 4) 交通規制等の周知徹底

県警察及び道路管理者 は、 交通規制や道路の通行禁止措置等を行ったとである県

きは、 直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他の必要な事項について、

住民、 運転者等に周知徹底を図る 。

( 5) 緊急交通路確保のための権限等

① 交通管制施設の活用

県警察は、 効果的な交通規制を実施するため、 交通情報板、 信号機等の交通管

制施設を活用する 。

② 放置車両の撤去等

県警察は、 緊急交通路を確保するため必要な場合には、 放置車両の撤去、 警察
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車両による緊急通行車両の先導等を行う 。

③ 運転者等に対する措置命令

県警察は、 緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、 必要に応じて、 運転者

等に対し車両移動等の措置命令を行う 。

④ 障害物の除去

県警察は、 緊急交通路の障害物の除去について道路管理者、 消防機関及び自衛

隊等と 協力し、 状況に応じて必要な措置をと る 。

( 6) 関係機関等と の連携

県警察は、 交通規制に当たっては、 関係機関と の密接な連携を確保する 。
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（ 白地に 赤十字 ）

第１２章 赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理

県は、 ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する赤十字標章等及び特殊標章等を

交付及び管理するこ と と なるため、 これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項に

ついて、 以下のと おり 定める 。

【 赤十字標章等及び特殊標章等の意義】

千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護

に関する追加議定書（ 第一追加議定書） において規定される赤十字標章等及び国際的

な特殊標章等は、 それぞれ国民の保護のために重要な役割を担う 医療行為及び国民保

護措置を行う 者及びその団体、 その団体が使用する場所又は車両、 船舶、 航空機等を

識別するために使用するこ と ができ、 それらは、 ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定

書の規定に従って保護される 。

( 1) 国民保護法で規定される赤十字標章等及び特殊標章等

① 赤十字標章等（ 法第157条）

○ 標章

第一追加議定書（ 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な

武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（ 議定書 ） 第８ 条（ ） に規定I l）

（ 、 。）される特殊標章 白地に赤十字 赤新月又は赤のラ イオン及び太陽から 成る

○ 信号

第一追加議定書第８ 条（ ｍ） に規定される特殊信号（ 医療組織又は医療用輸

送手段の識別のための信号又は通報）

○ 身分証明書

第一追加議定書第18条３ に規定される身分証明書（ 様式のひな型は下記のと

おり ）

○ 識別対象

医療関係者、 医療機関、 医療のために使用される場所及び医療用輸送手段等
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※ ただし 、 赤のラ イオン及び太陽の標章は、 いずれの国も １ ９ ８ ０ 年以降使用していない。 また、 赤新月の

標章は、 イスラム教国において使用されるものである。

② 国際的な特殊標章等（ 法第158条）

○ 特殊標章

第一追加議定書第66条３ に規定される国際的な特殊標章（ オレンジ色地に青

の正三角形）

○ 身分証明書

第一追加議定書第66条３ に規定される身分証明書（ 様式のひな型は下記のと

おり ）

○ 識別対象

国民保護関係者、 保護のために使用される場所等

（ 自 衛 隊 の 衛 生 要 員等 以 外 の 医 療 関 係 者 用の 身 分 証 明書 の ひ な 型 ）

（ 第 一追加議定書付属書Ⅰ に 規定す る 身分証明書 の ひ な 型 ）
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( 2) 赤十字標章等の交付及び管理

① 知事は、 国の定める赤十字標章等の交付等に関する基準・ 手続等に基づき 、 必

要に応じ 、 具体的な交付要綱を作成した上で、 以下に示す医療関係者等に対し、

赤十字標章等を交付及び使用させる 。

○ 避難住民等の救援を行う 医療機関又は医療関係者

○ 避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関又は医療関係者

（ これらの者の委託によ り 医療に係る業務を行う も のを含む ）。

② 知事は、 以下に示す医療機関等から赤十字標章等に係る申請を受けた場合は、

交付要綱の規定に基づき、 赤十字標章等の使用を許可する 。

○ 医療機関である指定地方公共機関

○ 区域内で医療を行う その他の医療機関又は医療関係者

( 3) 特殊標章等の交付及び管理

① 知事又は県警察本部長は、 国の定める特殊標章等の交付等に関する基準・ 手続

等に基づき、 必要に応じ 、 具体的な交付要綱を作成した上で、 それぞれ以下に示

す職員等に対し、 特殊標章等を交付及び使用させる 。

○ 知事

・ 国民保護措置に係る職務を行う 県の職員

（ 国民保護措置に 係 る 職務等 を 行 う 者用の 身分証明書の ひ な 型 ）

（ オ レ ン ジ 色地に青の正三角形）

（ 第 一追加議定書附属書Ⅰに 規定す る

文民保護の 要員 の 身分証明書 の ひ な 型 ）
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・ 知事の委託によ り 国民保護措置に係る業務を行う 者

・ 知事が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

○ 県警察本部長

・ 国民保護措置に係る職務を行う 県警察の職員

・ 県警察本部長の委託によ り 国民保護措置に係る業務を行う 者

・ 県警察本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力を

する者

② 知事は、 指定地方公共機関から特殊標章等の使用に係る申請を受けた場合は、

交付要綱の規定に基づき、 特殊標章等の使用を許可する 。

( 4) 赤十字標章等及び特殊標章等に係る普及啓発

県は、 国、 日本赤十字社及びその他関係機関と協力しつつ、 ジュネーヴ諸条約及

び第一追加議定書に基づく 武力攻撃事態等における標章等の使用の意義及びそれを

使用するに当たっての濫用防止のための規定等について、 教育や学習の場などの様

々な機会を通じて啓発に努める 。
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第１３章 離島における武力攻撃事態等への対処

離島における武力攻撃事態等において懸念さ れる避難や救援について、 円滑に実施で

きるよ う 、 下記のと おり 定める 。

１ 避難

【 離島からの避難のイ メ ージ】

( 1) 国と の連携等

① 離島の住民の避難が必要となる場合には、住民の避難のための輸送力の確保に努め

る必要があること から、 知事は、以下の情報について、消防庁又は国土交通省を通じ

て、 国の対策本部に早急に連絡するものとする。

・ 避難すべき住民の数、 想定される避難方法

・ 現在確保が見込める運送手段、 今後不足する運送手段の見込み

② 運送事業者と の連絡調整が円滑に行われるよ う 国土交通省の必要な支援を得
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て、 知事は、 関係する運送事業者と連絡をと り 、 運送に係る個別の調整を行う も

のと する 。

③ この場合において、 県は、 市町村と連携しながら 、 運送手段を効果的に活用で

きるよ う 島内の地域を分割して、 各地域の避難の時期、 避難の方法（ 一時避難場

所、 港湾や飛行場までの運送手段、 運送経路等） を定めるものと する 。

( 2) 避難の類型等

離島における避難は、 事態の推移に応じ 、 島内避難、 島外避難（ 県外含む） に分

けられるが、 島外避難については、 沖縄本島、 宮古島及び石垣島を拠点と し 、 必要

な措置を講ずるものと する 。

、 、 、 、 、また 県は 要避難地域の離島の人口のほか バス 港湾施設等の状況を勘案し

、 、 、自家用車や漁船の使用など 関係機関と 調整の上 必要な避難方法を示すものと し

要避難地域である離島の空港、 港の規模等から 、 運送事業者による円滑な避難が困

難な場合は、 第十一管区海上保安本部及び自衛隊の協力を要請するなど、 関係機関

と連携し 、 必要な措置を講ずるものと する 。

① 島内避難

避難所への移動は、 原則と して徒歩によるが、 老年人口の割合が高い島におい

ては、 徒歩では円滑な避難が困難なこ と も予想されるため、 自家用車の使用も含

、 、 。めた島内の避難方法について 市町村と連携し 必要な措置を講ずるものと する

また、 宮古島や石垣島については、 島内避難と併せ、 周辺離島からの避難住民

の受入も想定した避難と し 、 その他の島における島内避難は、 島外避難への準備

を兼ねたものと する 。

② 島外避難

沖縄本島周辺離島及び南北大東島については沖縄本島へ、 宮古地域の離島につ

いては宮古島へ、 八重山地域の離島については石垣島への避難を原則と し 、 沖縄

、 。本島 宮古島及び石垣島については避難住民の受入体制を整えておく ものと する

なお、 事態の推移によっては、 宮古及び八重山地域の離島であっても 、 直接沖

縄本島への避難を指示するなど、 必要な措置を講ずるものと する 。

また、 島の人口、 空港や港の規模に応じ 、 漁船 の使用も含めた避難方法につ等

いて関係機関と調整の上、 必要な措置を講ずるものと する 。

③ 県外避難

県外への避難については、 大規模な着上陸侵攻やその前提と なる反復した航空

機攻撃等の本格的な侵略事態が発生した場合が想定される 。

このため、 航空機及び船舶の確保が重要と なるが、 できるだけ早い段階での取

、 、 、組が重要なこ と から 沖縄本島等を経由せず 直接本土へ避難の指示をするなど

関係機関と連携し 、 国からの避難措置の指示を受け、 速やかに必要な措置を講ず

るものと する 。

( 3) その他留意事項

島によっては、 相当数の観光客等が滞在しているこ と から 、 ホテル等と連携し実
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態の把握に努め、 関係機関と調整の上、 必要な措置を講ずるものと する 。

２ 救援

離島においては、 医療体制や物資の供給体制等が脆弱ため、 武力攻撃事態等におけ

る住民への影響が大きいこ と から 、 関係機関と 緊密な連携を図り 、 迅速な対応に努め

る 。

( 1) 医療体制

県は、 離島の医療体制に応じ 、 日本赤十字社や県立病院の医療団を派遣するなど

医療機関や運送事業者である指定公共機関等と連携し 、 必要な医療救護の円滑な実

施を図るものと する 。

また、 武力攻撃災害の状況にかんがみ、 重症患者を島外へ搬送するこ と が可能な

場合は、 平時の急患搬送の体制を参考に、 第十一管区海上保安本部及び自衛隊と調

整の上、 必要な措置を講ずるも のと する 。

( 2) 物資の運送等

県は、 運送事業者である指定公共機関等に対し、 安全に関する情報を可能な限り

収集・ 提供するこ と によ り 、 運送手段の確保等に努め、 必要な物資の運送等の円滑

な実施を図るものと する 。

また、 指定公共機関等では運送が困難な場合は、 第十一管区海上保安本部及び自

衛隊による物資の運送を要請するなど、 関係機関と連携し 、 必要な措置を講ずるも

のと する 。
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第４編 復旧等

第１章 応急の復旧

県は、 その管理する施設及び設備について、 武力攻撃災害による被害が発生した

と きは、 一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じるこ と と し 、

応急の復旧について必要な事項について、 以下のと おり 定める 。

１ 基本的考え方

( 1) 県が管理する施設及び設備の緊急点検等

県は、 武力攻撃災害が発生した場合には、 安全の確保をした上でその管理する施

設及び設備の被害状況について緊急点検を実施すると と もに、 被害の拡大防止及び

被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う 。

( 2) 通信機器の応急の復旧

県は、 武力攻撃災害の発生によ り 、 総合行政情報通信ネッ ト ワーク等関係機関と

の通信機器に被害が発生した場合には、 予備機への切替等を行う と と もに、 保守要

員によ り 速やかな復旧措置を講ずる 。 また、 復旧措置を講じても なお障害がある場

合は、 他の通信手段によ り 関係機関と の連絡を行う も のと し 、 総務省にその状況を

連絡する 。

( 3) 国に対する支援要請

県は、 応急の復旧のための措置を講ずるに当たり 必要があると 認める場合には、

国に対し 、 それぞれ必要な人員や資機材の提供、 技術的助言その他必要な措置に関

し支援を求める 。

２ ライフライン施設の応急の復旧

( 1) 県が管理するラ イ フラ イン施設の応急の復旧

県は、 武力攻撃災害が発生した場合には、 県が管理するラ イフラ イン施設につい

て、 速やかに被害の状況を把握すると と も に、 被害の状況に応じて、 応急の復旧の

ための措置を講ずる 。

( 2) 市町村及び指定地方公共機関に対する支援

県は、 水道、 ガス 、 通信等のラ イフラ イン事業者である市町村及び指定地方公共

機関等から 応急の復旧のため支援の要請があった場合には、 ラ イ フラ イン施設ごと
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に要請の内容を把握した上で、 所要の措置を講ずる 。

３ 輸送路の確保に関する応急の復旧等

( 1) 輸送路の優先的な確保のための措置

県対策本部長は、 武力攻撃災害による被害が発生した場合には、 広域的な避難住

民の運送等を行う ための輸送路を優先的に確保するために必要と なる応急の復旧の

ための措置が講じられるよ う 、 必要に応じ総合調整を行う 。

( 2) 県が管理する輸送施設の応急の復旧

施県は、 武力攻撃災害が発生した場合には、 その管理する道路、 漁港施設、 空港

及びその所有する港湾施設について、 速やかに被害の状況を把握すると と もに、設

被害の状況に応じて、 障害物の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な

応急の復旧のための措置を講ずる 。
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第２章 武力攻撃災害の復旧

１ 基本的考え方

( 1) 国における所要の法制の整備等

武力攻撃災害が発生したと きは、 国において財政上の措置その他本格的な復旧に

向けた所要の法制が整備されると と もに、 特に、 大規模な武力攻撃災害が発生した

と きは、 本格的な復旧に向けての国全体と しての方向性について速やかに検討する

こ と と さ れており 、 県は、 武力攻撃災害の復旧について、 国が示す方針にしたがっ

て実施する 。

( 2) 県が管理する施設及び設備の復旧

県は、 武力攻撃災害によ り 県の管理する施設及び設備が被災した場合は、 被災の

状況、 周辺地域の状況等を勘案しつつ迅速な復旧を行う 。 また、 必要があると判断

すると きは、 地域の実情等を勘案して、 当面の復旧の方向を定める 。



- -120

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等

県が国民保護措置の実施に要した費用については、 原則と して国が負担する こ と

と されており 、 国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項に

ついて、 以下のと おり 定める 。

１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求

( 1) 国に対する負担金の請求方法

県は、 国民保護措置の実施に要した費用で県が支弁したものについては、 国民保

護法によ り 原則と して国が負担するこ と と されている こ と から 、 別途国が定めると

ころによ り 、 国に対し負担金の請求を行う 。

( 2) 関係書類の保管

県は、 武力攻撃事態等において、 国民保護措置の実施に要する費用の支出に当た

っては、 その支出額を証明する書類等を保管する 。

２ 損失補償、実費弁償及び損害補償

( 1) 損失補償

県は、 国民保護法に基づく 土地や建物の使用、 物資の収用等の行政処分を行った

結果、 通常生ずべき損失については、 国民保護法施行令に定める手続等に従い、 補

償を行う 。

( 2) 実費弁償

県は、 国民保護法に基づいて行った医療の実施の要請又は指示に従って医療を行

う 医療関係者に対しては、 国民保護法施行令で定める基準に従い、 その実費を弁償

する 。

( 3) 損害補償

県は、 国民保護措置の実施について援助を要請し 、 その要請を受けて協力をした

者がそのために死傷したと きは、 国民保護法施行令に定める手続等に従い損害補償

を行う 。

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん

県は、 国民保護措置の実施に関し、 県対策本部長が市町村又は指定公共機関若しく

は指定地方公共機関に対し総合調整を行い、 又は指示をした結果、 当該市町村又は指
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定公共機関若しく は指定地方公共機関が損失を受けたと きは、 国の対策本部長の総合

調整又は指示の結果、 県又は指定公共機関が損失を受けたと きに国が行う 損失の補て

んの手続等に準じて、 損失の補てんを行う 。

４ 市町村が国民保護措置に要した費用の支弁等

( 1) 国に対する負担金の請求等

市町村が国民保護措置の実施に要した費用の支弁や国に対する負担金の請求等に

ついて、 県国民保護計画に準じて定めるものと する 。 この場合において、 国に対す

る費用の請求については、 別途国が定めると ころによ り 、 国に対し請求するものと

する 。

( 2) 損失補償及び損害補償

国民保護法に基づき市町村が行う 損失補償及び損害補償の手続等については、 県

国民保護計画に準じて定めるものと する 。
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第５編 緊急対処事態への対処

１ 緊急対処事態

県は、 緊急対処事態は、 原則と して、 武力攻撃事態等におけるゲリ ラや特殊部隊に

よる攻撃等と類似の事態が想定されるため、 緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処

、 、保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については 警報の通知及び伝達を除き

武力攻撃事態等への対処に準じて行う 。

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達

緊急対処事態においては、 国の対策本部長によ り 、 攻撃の被害又はその影響の及ぶ

範囲を勘案して、 警報の通知・ 伝達の対象と なる地域の範囲が決定されるこ と を踏ま

え、 県は、 緊急対処事態における警報については、 通知及び伝達の対象と なる地域を

管轄する機関、 当該地域に所在する施設の管理者及び当該地域をその業務の範囲と す

る指定地方公共機関等に対し通知及び伝達を行う 。

緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、 上記によるほか、 武力攻撃

事態等における警報の通知及び伝達に準じて、 これを行う 。
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資料編

※ 避難施設等の一覧、 県対策本部の運営要綱等、 本文に関連して必要と考えられる資料

を掲載するものと する 。

《 掲載予定資料》

・ 国、 市町村、 指定地方公共機関等の連絡先等一覧表

・ 沖縄県国民保護協議会条例

・ 沖縄県国民保護協議会運営要綱

・ 沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部条例

・ 沖縄県国民保護対策本部及び沖縄県緊急対処事態対策本部運営要綱

・ 県対策本部における通信機器及びその概要

・ 危険物質等の種類及び都道府県知事が命ずるこ と のできる措置一覧

・ 離島の空港、 港湾等各種データ

・ 被災状況など各種報告書等の様式 など


